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1．自己点検・評価の基礎資料 
 
（1）学校法人及び短期大学の沿革 
 
＜学校法人稲置学園の沿革＞ 

昭和 7（1932）年 10 月、稲置繁男初代理事長は、石川県金沢市彦三 2 番丁 1 番地 2

の民家を借り受け、北陸明正珠算簿記専修学校を開校した。これが学校法人稲置学園

の始まりである。 

現在の稲置学園は、金沢星稜大学女子短期大学部の他に、北陸明正珠算簿記専修学

校から昭和 37（1962）年に実践第二高等学校を経て、昭和 38（1963）年に校名変更を

した星稜高等学校、昭和 40（1965）年に開園の星稜幼稚園（現：金沢星稜大学附属星

稜幼稚園）、昭和 42（1967）年に開学の金沢経済大学（現：金沢星稜大学）、昭和 47（1972）

年に開学の星稜中学校、昭和 58（1983）年に開園の星稜泉野幼稚園（現：金沢星稜大

学附属星稜泉野幼稚園）を擁する総合学園へと発展している。 

昭和 7 年 10 月 

      12 月  

北陸明正珠算簿記専修学校の創設 

北陸明正珠算簿記専修学校、私立学校令によって学校として認可、稲置繁男が学校長に就任 

昭和 8 年 3 月 北陸明正珠算簿記専修学校を明正高等簿記学校に校名変更 

昭和 19 年 3 月 明正高等簿記学校を金沢商業女学校に校名変更 

昭和 23 年 2 月 

     10 月 

     10 月 

金沢商業女学校を金沢女子商業学校に校名変更 

金沢女子商業学校を実践高等商業学校に改称 

財団法人実践高等商業学校を設立、理事長に稲置繁男が就任 

昭和 25 年 10 月 

      10 月 

実践高等商業学校を実践商業高等学校に校名変更 

財団法人実践高等商業学校を学校法人実践商業高等学校に組織変更し、稲置繁男

が理事長・学校長に就任 

昭和 36 年 10 月 学校法人稲置学園の発足、学校法人実践商業高等学校を学校法人稲置学園へ組織変更 

昭和 37 年 4 月 

10 月 

実践第二高等学校の開校、初代校長に松田覚神が就任 

稲置学園、創立 30 周年記念式典挙行 

昭和 38 年 6 月 

昭和 38 年 9 月 

実践第二高等学校を学校法人稲置学園から分離し、学校法人稲置財団を設立 

実践第二高等学校を星稜高等学校に校名変更 

昭和 40 年 4 月 学校法人稲置財団を学校法人稲置星稜学園に名称変更 

昭和 42 年 4 月 金沢経済大学の開学、初代学長に吉岡金市が就任 

昭和 45 年 3 月 学校法人稲置学園解散、実践商業高等学校を廃止し、石川県立金沢向陽高等学校に移管 

昭和 46 年 4 月 

     4 月 

金沢経済大学、経済学部二部経済学科（夜間）を設置 

学校法人稲置星稜学園を学校法人稲置学園に法人名称変更 

昭和 47 年 4 月 

     10 月 

金沢経済大学星稜中学校の開学 

稲置学園 40 周年記念式典挙行、『稲置学園 40 年史』を発刊 

昭和 57 年 10 月 稲置学園創立 50 周年記念式典挙行、『稲置学園の 50 年』発刊 

平成 4 年 10 月 稲置学園創立 60 周年記念式典挙行、『稲置学園の 60 年』発刊 

平成 5 年  6 月 学校法人稲置学園第 2 代理事長に稲置美弥子が就任 

平成 14 年 4 月 

      4 月 

     10 月  

金沢経済大学を金沢星稜大学に名称変更 

金沢星稜大学に大学院地域経済システム研究科（修士課程）を設置 

稲置学園創立 70 周年記念式典を挙行、『稲置学園創立 70 周年記念近 10 年のあゆみ』発刊 

平成 19 年 4 月 金沢星稜大学に人間科学部（スポーツ学科・こども学科）を設置 

平成 20 年 4 月 金沢星稜大学大学院・地域経済システム研究科（修士課程）を経営戦略研究科（修士課程）に名称改称 

平成 22 年 4 月 金沢星稜大学、経済学部二部経済学科を募集停止 

平成 24 年 4 月 

      9 月 

    10 月  

星稜女子短期大学を金沢星稜大学女子短期大学部に名称変更 

金沢星稜大学女子短期大学部を移転（金沢市御所町丑 10 番地 1） 

稲置学園 80 周年記念式典挙行、『稲置学園 80 年史』発刊 

平成 25 年 5 月 金沢星稜大学経済学部二部経済学科を廃止 

平成 27 年 4 月 金沢星稜大学経済学部一部を金沢星稜大学経済学部に改称  

平成 28 年 4 月 学校法人稲置学園第 3 代理事長に稲置慎也が就任 

金沢星稜大学人文学部を設置            

至 現在までに特記事項なし
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＜金沢星稜大学女子短期大学部の沿革＞ 
本学の前身である星稜女子短期大学は、地元産業界からの要望に応え、日本で初め

て女子産業人を育成すること、かつ理論に裏打ちされた実務教育を行うことを目指し

て、昭和 54（1979）年金沢市御所町酉の地に開学した。 

本学の実務教育は、当時の講義棟１階すべてを実習室に当て、実社会の要請に応え

得る体勢を整えていた。理論科目も豊富で 40 を超える専門理論科目が、経営実務科の

税務会計コースと経営秘書コースにおいて開講され、これら理論科目と 20 に及ぶ実習

科目とが、補完関係をなすカリキュラム体系を形成していた。こういった特徴を持つ

本学の実務教育は、地元北陸地区の教育機関ばかりではなく、その後新設された全国

の大学・短大のモデルケースとなって、注目を浴びることとなった。  

 令和 4（2022）年 3 月現在、本学の卒業生は 7,000 名を超え、地元産業界で広く活躍

している。本学は、今後も建学の精神である「誠実にして社会に役立つ人間の育成」、

教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」を堅持し、地元産業界

の将来を担う「女性職業人」を輩出し続けていく。 

 
昭和 54 年 4 月 星稜女子短期大学経営実務科の開学（金沢市御所町酉） 

税務会計コース・経営秘書コース 入学定員 100 名 

昭和 60 年 4 月 入学定員を 100 名から 200 名に変更 

昭和 61 年 4 月 経営情報コースを新設 

平成 3 年 4 月 税務会計コースを経営会計コースに改称 

平成 12 年 4 月 入学定員を 200 名から 150 名に変更 

平成 13 年 4 月 経営会計コースを会計コースに、経営秘書コースをビジネスコースに、経営情報

コースを情報コースに改称 

平成 18 年 4 月 情報コースを廃止し、スポーツマネジメントコースを新設 

平成 20 年 4 月 5 コース（総合ビジネスコース、金融・会計コース。流通・販売コース、観光マ

ネジメントコース、スポーツマネジメントコース）に改組 

平成 24 年 4 月 

     9 月 

星稜女子短期大学を金沢星稜大学女子短期大学部に名称変更 

金沢星稜大学女子短期大学部を移転（金沢市御所町丑 10 番地 1） 

平成 25 年 4 月 コース制を廃止 
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（2）学校法人の概要 
令和 4（2022）年 5 月 1 日現在  

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

金沢星稜大学 石川県金沢市御所町丑 10 番地１ 658  2,632  2,753  

金沢星稜大学 

大学院 
石川県金沢市御所町丑 10 番地１ 10  20  19  

金沢星稜大学 

女子短期大学部 
石川県金沢市御所町丑 10 番地１ 150  300  259  

星稜高等学校 石川県金沢市小坂町南 206 640  1,920  1,628  

星稜中学校 石川県金沢市小坂町南 206 120  360  293  

金沢星稜大学 

附属星稜幼稚園 
石川県金沢市御所町寅 27 225  225  218  

金沢星稜大学 

附属星稜泉野幼稚園 
石川県金沢市泉野町 6-17-30 155  155  139  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



金沢星稜大学女子短期大学部 

5 

（3）学校法人・短期大学の組織図  
 組織図 

令和 4（2022）年 5 月 1 日現在   

 

 

2022年度 稲置学園組織図

 

国際文化学科

事　務　室

事　務　室金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園

金沢星稜大学附属星稜幼稚園

経済学部 経済学科

経営学科

スポーツ学科

こども学科
事　務　局

星稜高等学校

星稜中学校

金沢星稜大学女子短期大学部

人間科学部

人文学部

教養教育部

経営管理部 総　務　課

監査室 監査課

星稜こども園

人　事　課

監 事 会
リスク管理統括課

財　務　課

経営企画部 経営企画課

危機管理室

学生支援課

学園創立90周年事業

実行委員会

広　報　課

理 事 会 常務理事会

情報システム部 システム統括課

ICT企画支援課

庶　務　課

教　務　課

教職支援ｾﾝﾀｰ

評議員会

金沢星稜大学

学生支援ｾﾝﾀｰ

国際交流課

星稜ｽﾎﾟｰ ﾂｾﾝﾀ ｰ

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ課

図書課

入　学　課

進路支援課

金沢星稜大学
総合研究所

金沢星稜大学
地域連携ｾﾝﾀｰ

事　務　室

大　学　院 経営戦略研究科

経営実務科
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 
 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 
金沢市推計人口世帯数（令和 2 年度版）によると、人口（総人口）は平成 27（2015）

年の 466,124 人から令和 2（2020）年には 462,690 人へと減少したが、世帯数は、

平成 27（2015）年の 200,071 世帯から令和 2（2020）年には 207,265 世帯と増加が

見られる。県全体では平成 25（2013）年の 1,159,015 人から, 令和 2（2020）年の

1,132,972 人へと減少しており、特に年少人口割合を見ると少子高齢化、生産年齢

人口の減少が進み、この 10 年間で平成 21（2009）年の 13.9％から令和元（2019）

年の 12.5％へと 1.4 ポイント低下している。 

 

 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 
 

地域  

平成 29 

（2017）年度 

平成 30 

（2018）年度 

令和元 

（2019）年度 

令和 2 

（2020）年度 

令和 3 

（2021）年度 

人数  
（人）  

割合  
（％）  

人数  
（人）  

割合  
（％）  

人数

（人）  
割合

（％）  
人数

（人）  
割合

（％）  
人数

（人）  
割合

（％）  

石川県  157 87.7 152 84.0 152 86.9 121 78.6 110 82.7 

富山県  20 11.2 23 12.7 23 13.1 31 20.1 16 12.0 

福井県    3 1.7   2 1.3 2 1.5 

新潟県  1 0.6       5 3.8 

関東  1 0.6         

中部    1 0.6       

関西    1 0.6       

中国・四

国・九州            

高認・大

検・海外    1 0.6       

計  179  181  175  154  133  

 
 地域社会のニーズ 
本学は、経営実務系短大として全国にさきがけて 30 年以上前に、「女性人材の

質的向上」という地元経済界の期待を担い、「誠実にして社会に役立つ人間の育成」

を建学の精神として開学した。本学からは、これまでに 7,000 名を超える卒業生を

社会に輩出している。地域社会で輝く女性人材の育成を教育理念とし、本学卒の多

くの方々が地元の様々な企業で活躍した結果として、地元石川の企業には「星短生

は即戦力になる」というブランドイメージがしっかりと定着している。 

令和 4（2022）年 3 月卒業生においては、全体の約 80％が本学のある石川県に就

職し、業種別就職状況を見ると、就職者の約半数が後述する（次頁）本県の基幹産

業である製造業（事務職）・情報通信業および、卸売小売業に就職していることか

ら、地域社会のニーズに応え地域を支える社会人として活躍していることがわかる。 



金沢星稜大学女子短期大学部 

7 

 地域社会の産業の状況 
石川県は多様な伝統工芸産業と共に製造業が盛んであり、国内屈指のものづく

り王国として知られている。県の基幹産業は機械、繊維、食品であり、出荷額別で

は機械が約 7 割を占め、繊維と食料品がその後に次いでいる。機械の中では一般機

械、産業用機械、繊維機械、建設機械などがその中心であるが、近年は情報通信機

器や電子部品の製造も伸びている。繊維の出荷額は全国上位で、石川県の基幹産業

の一つとして重要な位置付けとなっている。また、新鮮な食材と豊かな食文化を背

景に発展した食品産業も、石川県の特徴的な産業として常に注目されている。これ

に加え、近年は IT・情報サービス業も著しく成長しており、日本の産業界を支え、

牽引する企業が多数ある。さらに、平成 27 (2015)年 3 月の北陸新幹線の開業に伴

い、東京─金沢間が最速で 2 時間 28 分で行き来できるようになったことから、新

幹線利用者は在来線当時の 3 倍弱（初年度）にのぼり、平成 21（2009）年に約 231

万人だった金沢市内の年間宿泊者数は、平成 29（2017）年には約 319 万人まで増

加した。このうち、約 9 万人だった外国人は、約 44 万人と 4 倍以上に増えた。増

加分の 4 割を外国人が占めている計算である。これによってホテル需要も好調で、

ホテルの新築・改装工事が進み、室数が名古屋市などを抜いて全国 10 位以内にな

ると見込まれている。金沢商工会議所によると、新幹線開業から 2 年目までに、石

川県内に出先機関を新設した県外企業は約 70 社に上る（東洋経済オンライン、

2020.7.14）。このように観光産業が大いに発展し、ビジネス面でも交通インフラ

の大幅強化が追い風となっていた。しかし令和 2（2020）年からの新型コロナウイ

ルス感染拡大拡大による「緊急事態宣言」や「蔓延防止措置」等の発令を受けて、

石川県内の観光客数は大きく減少しているものと推定される。例えば代表的な観

光施設である兼六園入場者数は、令和元（2019）年度には 259 万人余りであった

が、令和 2（2020）年度は、73 万人余りと対前年度の 28％に激減し、観光業界は

大きな打撃を受けることとなった（金沢市「博物館・同類似施設・兼六園入場者数」）。 
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 短期大学所在の市区町村の全体図 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

石川県 

金沢市 

本学は金沢市の北東部に位置する。 

周囲は閑静な住宅街であるが主要道も近く、多方

面からアクセスしやすい場所にある。 

 

主要駅・バス停からは、 

・JR 金沢駅より 3.9km（車で 10 分弱、バスで 15

分程度） 

・IR 東金沢駅より 1.7km（徒歩 20 分） 

・国道 359 号線『鳴和』バス停より 0.8km（徒歩

10 分） 

という距離感であり、公共交通機関で通学する学

生・教職員の多くは、上記のいずれかの駅・バス

停を利用している（他、本学隣接・近隣にも複数

路線のバス停あり）。 

 

本学最寄りの IR 東金沢駅は、金沢駅より一つ能登

（JR 七尾線）・富山（あいの風とやま鉄道）寄りの

駅ということもあり、これらの地域からの電車通

学は、乗り換え不要で便利である。 

 

また、本学よりひがし茶屋街は 3km 程度、近江町

市場は 4km、金沢城公園や兼六園までは 5km 弱と、

観光地にも近い。そのため、それらの場所でアル

バイトを行う学生も多い。 

至 能登・富山方面 

至 加賀・福井方面 

鳴和 
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（5）課題等に対する向上・充実の状況 
① 前回の評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘された事

項への対応について 

（a) 改善を要する事項（向上・充実のための課題） 

令和 3（2021）年度の評価結果における指摘事項は以下のとおりである。 

基準 I 建学の精神と教育の効果 

［テーマ B 教育の効果] 

〇学習成果を卒業認定・学位授与の方針と混同し認識されているので、学習成果を

明確にし、学内外に公表することが望まれる。 

〔テーマ C 内部質保証〕 

〇自己点検・評価報告書の記載及び提出資料に不備が散見されたので、責任体制を

明確にし、全学的に SD 活動等を通じて認証評価業務の習熟に努めることが望まれ

る。 

〇自己点検・評価について「学校法人稲置学園自己点検・自己評価委員会規程」が

定められ点検・評価活動は行われているが、学校教育法施行規則第 166 条に則り、

短期大学としての点検・評価項目を含めて規程を定め、自己点検・評価委員会の組

織を実態に合わせて整備するように対応が求められる。 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

〔テーマ A 教育課程〕 

〇シラバス全体に学習成果と授業時間数の記載がなく、またシラバスの一部に事

前・事後学習の内容が記載されていなかったり、授業内のレポートや課題のみで評

価していたりするなどの問題があるので改善が望まれる。 

（b) 対策 

基準 I 建学の精神と教育の効果 

［テーマ B 教育の効果] 

「金沢星稜大学女子短期大学部自己点検評価規程」が制定承認されたことを受け、

新規程の下で 11 月より毎月開催の自己点検評価委員会にて、本学の「学習成果」の

あるべき姿について協議・検討し制定に向けて取り組んだ。 

〔テーマ C 内部質保証〕 

前回の認証評価でも指摘を受けていた、自己点検委員会の規程の不備については令

和 3（2021）年度の認証評価においても「実質的な自己点検・評価活動が実施され

てはいるが、短期大学の規程の整備がなされていない。実態に沿った規程の整備及

び組織的・定期的に自己点検・評価活動が実施されていることの明文化等、速やか

な対応が望まれる。」との指摘を受けた。至急改善にあたるため、認証評価面接調査

時に、翌週の教授会での対応を確約し、「自己点検評価規程」の制定に向けて早急に

取り組んだ。 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

〔テーマ A 教育課程〕 

シラバス記載の不備を無くすために、今年度末作成の来年度用シラバスより、「シラ
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バスチェックリスト」を作成した。ディプロマ・ポリシーの文言を活用し、当該授

業科目の関連について記載しているか、また事前事後学習については、単位数に応

じた時間の学習内容が求められることが示されているか等を含む 12 項目について

各教員にシラバス入力後「シラバスチェックリスト」による最終確認を求めた。講

義科目については授業終了後に期末試験もしくは期末レポートのいずれかを課す

こととした。 

（c) 成果 

基準 I 建学の精神と教育の効果 

［テーマ B 教育の効果] 

元来「目指す人物像～５つの軸～」として存在していた項目に修正を加え、建学の

精神、教育理念、教育目的・目標を踏まえて、新たに「学習成果」として制定し令和

4（2022）年 3 月の教授会にて承認された。 

〔テーマ C 内部質保証〕 

令和 3（2021）年 9 月の認証評価受審直後に「金沢星稜大学女子短期大学部自己点

検評価規程」を制定し、10 月 20 日の教授会で改定し、稲置学園自己点検評価委

員会の承認を経て施行された。これに基づき、同年 11 月に学長、副学長、学科長、

事務局長、教務課長、庶務課長、ALO を出席者として第 1 回自己点検評価委員会を

開催し、それ以降毎月委員会を開催した。 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援 

〔テーマ A 教育課程〕 

シラバスへの学習成果に関連した記述の記載は令和 4（2022）年度以降にさらに

改善が求められるが、学位授与の方針との関連が記載されたこと、また記載漏れを

チェックする仕組み作りができたことで前進が見られた。 

 

②上記以外で、改善を図った事項について 

（a) 改善を要する事項 

なし 

（b) 対策 

 

（c) 成果 

 

 

③前回の評価結果における３つの意見の「早急に改善を要すると判断される事項」で

指摘された事項の改善後の状況等について 

（a) 指摘事項及び指摘された時点での対応（「早急に改善を要すると判断される事

項」） 

なし 

（b) 改善後の状況等 
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④評価を受ける前年度に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において改善意見等

が付された短期大学は、改善意見等及びその履行状況を記述 

（a) 指摘事項 

なし 

（b) 履行状況 

 

 
（6）公的資金の適正管理の状況（令和 3（2021）年度） 

本学では、研究活動が社会の信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、建学

の精神の下、研究倫理の徹底を図っている。 
 具体的には、平成 22（2010）年に「学校法人稲置学園公的研究費取扱規程」を定め、

その後、平成 27（2015）年にそれに代わる「学校法人稲置学園公的研究費の取扱い及

び研究活動の不正防止に関する規程」を定めた。さらに、これらの規程を補うものとし

て、平成 24（2012）年に「金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部研究倫理規

程」と「金沢星稜大学及び金沢星稜大学女子短期大学部研究倫理委員会規程」を、平成

29（2017）年に「学校法人稲置学園における研究データ等の保存及び管理に関する規

程」を制定し、これらの規程を中心に、より厳格な研究倫理の確立に向けた取組みを進

めている。また、関連する規程として平成 24（2012）年に「金沢星稜大学及び金沢星

稜大学女子短期大学部『人を対象とする研究』倫理審査規程」を制定し、本規程を中心

に、研究活動における個人情報の取扱い等に関しても最大限の注意を払っている。 

 研究倫理は、研究者一人ひとりの常日頃からの心掛けに負うところが大きいが、本

学としても、研究者がその自覚を堅持するよう、毎年 1 回、全ての研究者に参加を義

務づけて研究倫理教育研修会を開催している。本研修会においては、研究倫理を巡る

最近の動向を紹介するとともに、APRIN の e ラーニングプログラムの受講を課してい

る。このプログラムを受講することは、科学研究費補助金（以下「科研費」）の申請の

みならず、本学の研究費を申請するための要件にもなっており、研究に際して必ず受

講しなければならないようになっている。 

 そのほか、不正防止体制をより一層強化するために、「学校法人稲置学園公的研究費

の取扱い及び研究活動の不正防止に関する規程」を平成 27（2015）年 7 月 24 日に制定

し、同年 4 月 1 日に遡及して施行した。さらに、研究に係る不正が起きないようにする

ために、「学校法人稲置学園における研究活動不正防止計画」及び「公的研究費の不正

防止計画」を策定した。それらの計画においては、責任体制の明確化、研究成果・研究

データの保存・開示方法の明確化、及び不正行為の告発等の窓口の周知徹底を進めて

いくことを求めている。責任体制の明確化としては、最高責任者、統括責任者及び研究

倫理教育責任者を設置し、その職務・責任も明確化した。研究成果・研究データの保存

開示に関しては、前述の「学校法人稲置学園における研究データ等の保存及び管理に

関する規程」を制定し、その保存対象及び期間を明確化し、その徹底を図っている。不

正行為の告発等の窓口に関しては、研究活動上の不正行為に関わる告発・相談窓口（コ

ンプライアンス窓口）を設置し、研究活動上の不正行為（その疑いがあるものを含む）

に関わる学内外からの告発・相談を受け付ける体制を整備した。 
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2．自己点検・評価の組織と活動 
 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 
本学の自己点検・評価については、「金沢星稜大学女子短期大学部認証評価

に関する規程」に基づき、以下の委員会が担っている。 

金沢星稜大学女子短期大学部認証評価委員会 
委員長 大久保 英哲（学長） 
教学系統部会 事務系統部会 

 堀口 英則（教授／副学長） 
 谷畠 範恭（教授／学科長） 
 辰島 裕美（准教授） 
 横野 成美（教授・ALO） 
 山田 範子（准教授） 

 

法人事務部門 
 経営企画部 
 総務部 
 財務部 

大学・短大部事務局 
 庶務課 
 教務課 
 入学課 
 進路支援課 
 学生支援課 
 国際交流課 
 図書課 
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 自己点検・評価の組織図 
 

 
 

 組織が機能していることの記述 
 

平成27（2015）年度より①学長、②ALO、③庶務課長による認証評価委員会を組

織し、また令和元（2019）年度より、学科長、学長が委嘱した者を加え、体制を

強化した。しかし令和3（2021）度に受審した認証評価において、「学校法人とし

て認証評価委員会を設置し構成員の見直しや自己点検・評価作業部会を設ける等

適切な評価を行うよう改善され、実質的な自己点検・評価活動が実施されてはい

るが、短期大学の規程の整備がなされていない。実態に沿った規程の整備及び組

織的・定期的に自己点検・評価活動が実施されていることの明文化等、速やかな

対応が望まれる。」との指摘を受け、早急に「金沢星稜大学女子短期大学部自己

点検評価規程」を制定し、教授会および稲置学園自己点検評価委員会において承

認された。これに基づき、同年11月に学長、副学長、学科長、事務局長、庶務課

長、ALOを出席者として第1回自己点検評価委員会を開催し、それ以降毎月委員会

を開催し、認証評価で指摘された事項を中心に協議を行っている。 

令和3（2022）年度の成果としては「学習成果」を明確化すべく、建学の精神、

教育理念、および教育目的・目標を踏まえて、従来の「目指す人物像～５つの軸

～」を修正し、新たに「学習成果」として制定し、令和4（2022）年3月の教授会

にて承認されたことが挙げられる。 
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 自己点検・評価報告書完成までの活動記録 
 

令和3（2021）年度 

4月6日（火） 第1回自己点検・評価作業部会 

自己点検・評価の基礎資料確認作業 

点検委員4名と庶務課課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につい

て協議した。 

4月9日（金） 第2回自己点検・評価作業部会 

自己点検・評価の基礎資料確認作業 

点検委員 4 名と庶務課課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につい

て協議した。 

4月14日（水） 第3回自己点検・評価作業部会 

自己点検・評価の基礎資料確認作業 

点検委員 4 名と庶務課課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点に

ついて協議した。 

4月16日（金） 第4回自己点検・評価作業部会 

１．基準Ⅳの点検 

２．各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

３．基準ⅢD2の執筆担当について 

点検委員4名で、自己点検評価報告書の問題点・修正点について協議した。 

「自己点検評価報告書」を5月19日の教授会に諮る予定。 

4月21日（水） 第5回自己点検・評価作業部会 

自己点検・評価の基礎資料確認作業 

点検委員4名と庶務課課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につい

て協議した。 

4月23日（金） 第6回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。  

4月28日（水） 第7回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

5月7日（金） 第8回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

5月12日（水） 第9回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

5月19日（水） 第10回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

5月26日（水） 第11回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

6月2日（水） 第12回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

6月4日（金） 第13回自己点検・評価作業部会 

各基準の「改善状況・改善計画」の記述について 

点検委員4名と宮一庶務課長で、自己点検評価報告書の問題点・修正点につ

いて協議した。 

6月28日（月） 令和3（2021）年度自己点検評価報告書を大学・短大基準協会に提出 

8月18日（水） 令和3（2021）年度短期大学認証評価事前確認・質問票を受領 
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8月30日（月） 令和3（2021）年度短期大学認証評価事前確認・質問票への回答を送付 

9月6日（月）

～9月7日（火） 
令和3（2021）年度認証評価実地調査（オンライン）受審 

9月13日（月） 第14回自己点検・評価作業部会 

議題 

１．令和3年度認証評価面接調査報告書について（資料） 

２．自己点検・自己評価委員会の発足と今後の方針について 

３．今後のスケジュールの確認 

9月15日（水） 教授会において「金沢星稜大学女子短期大学部自己点検評価規程」を制定 

10月20日（水） 教授会において「金沢星稜大学女子短期大学部自己点検評価規程」を改定 

11月17日（水） 第1回自己点検評価委員会 

「金沢星稜大学女子短期大学部自己点検評価規程」が制定承認されたことを

受け、新規程の下で第1回自己点検評価委員会が開催され、認証評価の対応

について意見交換がなされた。 

12月20日（月） 大学・短大基準協会より機関別評価結果（案）を受領 

12月22日（水） 第２回自己点検評価委員会 

議題 

１．機関別評価結果（案）に対する異議申立て及び意見申立てについて 

２．機関別評価結果（案）で示された「向上・充実のための課題」に対する

今後の取り組み計画について 

令和4年 

1月19日（水） 

第3回自己点検評価委員会 

議題 

１．学習成果の策定及びその測定方法について 

２．「令和4（2022）年度自己点検評価報告書」の作成について 

2月28日（月） 第4回自己点検評価委員会 

議題 

１．学習成果の制定について 

２．「令和4（2022）年度自己点検評価報告書」の作成担当について 

3月23日（水） 教授会において「学習成果」が承認された 

3月16日（水） 大学・短大基準協会より機関別評価結果及び基準別評価票を受領 

3月25日（金） 第5回自己点検評価委員会 

議題 

1.機関別評価結果および基準別評価票の検討 

2.令和3（2021）年度短期大学認証評価活動に関する評価校アンケートの記

入 

3.令和4（2022）年度自己点検評価報告書「評価の基礎資料・評価の組織と

活動」の校閲 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 
［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］ 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。 
（2） 建学の精神は教育基本法等に基づいた公共性を有している。 
（3） 建学の精神を学内外に表明している。 
（4） 建学の精神を学内において共有している。 
（5） 建学の精神を定期的に確認している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 
 

金沢星稜大学女子短期大学部（以下：「本学」）の建学の精神、「誠実にして社会に役

立つ人間の育成」は稲置学園全設置校が共有するものである。昭和7（1932）年に開学

した北陸明正珠算簿記専修学校（稲置学園の母体）の校訓、「至誠ヲ源トシ 忠実ヲ体

トシ 進取ヲ用トスベシ」に淵源し、金沢商業女学校や金沢女子学校時代の「至誠を旨

とし、技量を錬磨し、進取の気 象
（ママ）

に富む生徒の育成」という教育目標の精神をわかり

やすくしたものである。学園創設者である初代理事長稲置繁男が唱えた「建学の精神」

の意味するところは、「まず至誠人たらしめよう。ついで実用的技術の腕を徹底的に練

磨せしめよう。技術を練磨しつつ、至誠の実践人たらしめよう」であった。さらにこの

理念は「人に頼らず自分でやるところまで時間をかけてやってみる。完成した時の喜

びを味わってみよ。この繰り返しが心を育て、やがてそこに他から支配を受けぬ心が

生まれてくることと信じる。私は諸君等の誠実にして役立つ人間としての完成を心か

らお祈りして心身ともに健やかな人生を歩まれんことを希望します。」（昭和39（1964）

年2月18日付、実践商高新聞42号、卒業生へ贈ったことば、とあるように、在学中のみ

ならず、卒業後も一生をかけて貫き通す「生涯の教育理念」でもあった。 

およそ教育機関たるものは、在学中はもとより卒業にあたって、一人ひとりに「生涯

の教育理念」をいかに示せるかが問われなければならない。「自主独立」（慶應義塾大

学）、「知行合一」（松陰大学、国士舘大学）、「在野・反骨の精神」（早稲田大学）などで

ある。いわゆるカラー（校風）、スピリット（魂）と呼ばれる。 

このような建学の精神に基づき、「女性職業人の育成」という使命を担って、昭和54

（1979）年に星稜女子短期大学は開学した。平成17（2005）年に、本学の「教育理念」

は「知性と感性を育む教育」と定められたが、平成24（2012）年の金沢星稜大学女子短

期大学部への校名変更及びキャンパス移転を機に、翌平成25（2013）年には、「知性と

感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」と加筆された。この加筆によって、建学

の精神に基づいた本学の使命「女性職業人の育成」をより鮮明にした教育理念となっ

た。 

以上のように、建学の精神は、本学の教育理念・理想を明確に示している。 

 

本学は学則第1条に明記されているように、「教育基本法及び学校教育法に則り、広

い教養と実務的な専門知識を授けるとともに、建学の精神に則して強い責任感と協調
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の精神を涵養し、実践的人間を育成し、地方文化の向上と産業の発展に寄与し得る有

為な人材を育成することを目的」としている。本学における建学の精神は、「誠実にし

て社会に役立つ人間の育成」を掲げ、「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の

形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主

的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成」を目的とする「教育基本法」（第1条）に

合致するとともに、私立学校法（第1条）「この法律は、私立学校の特性にかんがみ、そ

の自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること

を目的とする」及び、第2条以降の趣旨に基づいた高い公共性を有し、地域社会の中堅

的な女性職業人材を養成することを使命としている。 

 

建学の精神や教育理念については、毎年、理事長の新年挨拶において再確認されて

いる。さらに全学教授会において学長より表明、また学園内広報誌「サ・エ・ラ」にお

いては、理事長及び学長から「本年度の教育方針」が学園内全構成員及び保護者ならび

に社会に向けて表明される。 

また大学正面キャンパス脇には初代理事長の銅像と建学の理念が石碑に刻まれ、教

職員や学生が日々目にすることができるようキャンパス整備を行っている。 

学生に対しては入学宣誓式において、理事長及ぶ学長より建学の精神について言及

し、年度当初の学科オリエンテーションにおいても学科長から建学の精神について言

及する機会を作っている。また学生全員に配布する「履修の手引き」「キャンパスガイ

ド」にも建学の精神を記載し、周知を図っている。 

建学の精神の学外への表明としては、入学宣誓式直後の保護者懇談会において、保

護者に向けて建学の精神について言及するほか、学園広報誌「サ･エ･ラ」を年4回発行

し、建学の精神について広く表明している。 

さらに在学生・受験生・社会など広く学内外に向けて、本学ホームページやSNS、「コ

ラム 学長室の窓から」、「キャンパスガイド」、学生便覧、その他の学生関連配布物を通

して情報発信を繰り返している。 

このほか、本館1階玄関を入ったホールに本学の歴史を解説したパネルや、広報誌な

ども展示し、学内者のみならず学外からの来校者が随時参観できるようにしている。 

また学園の創立記念誌を節目節目に刊行し、それによって本学の教育・研究に関す

る歴史・現状を明らかにしてきた。 

建学の精神を教育課程や授業に反映するため、教員便覧にも掲げ、非常勤講師も含

め、全教職員に配布して、建学の精神の共有化を図っている。 

 

本学では、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」を基点に、教育理念

「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」、「三つのポリシー」（アドミッ

ション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）が一貫したもの

となっている。また学生の目線に立ち、本学の使命や特色を端的に表すスローガンと

して「夢を力に、2年で4年を超える。明日輝く女性（ひと）になる！」を採用している。 

建学の精神は、学生便覧にも明記されている。加えて、入学者募集関連冊子にも記載

を徹底している。さらに、本学ウェブサイト「学校案内」でも冒頭に紹介するなど、「建

学の精神」を学内外に表明している。 

 

学内においては、教授会、その他教職員が参加する諸行事を通じて、学長は折に触れ

て「建学の精神」について言及し、お互いに確認し、共有し合うよう心掛けている。 
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学生に対しては、教員が「建学の精神」を念頭に授業をおこない、入学課、教務課、

学生支援課、進路支援課等の事務職員も同様に学生と接している。 

以上のように建学の精神は学内において共有されている。 

入学式、入学時の各種ガイダンス、また学期はじめの履修ガイダンス等において、担

当教員、事務職員は「建学の精神」を学生に繰返し説明している。入学時や授業のガイ

ダンス等でも、教務・学生担当、ゼミ・授業担当教員から口頭でも説明している。殊に

就職ガイダンス、キャリア合宿等では、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育

成」（誠実に働くこと）について、学生一人ひとりの就職選択との関係から一層熱のこ

もった伝え方をしている。「建学の精神」に基づいた、本学の使命「女性職業人の育成」

を発揮させるためである。 

 

建学の精神は普遍的なものであり、開設以来変わることはないが、年 1 回「自己点

検評価委員会」で、確認を行っている。また令和 2（2020）年度から新たに始められた

ことがらとして、学長がこの建学の精神を現代の学生にわかりやすく敷衍して、入学

式式辞、新入生への学長講話で取り上げたほか、毎月 2～3 回更新されるウェブサイト

「学長室の窓から」でも折に触れてとりあげ、学内外に発信している。 

ウェブサイト 学長室の窓から 

2020 年度 http://www.seiryo-u.ac.jp/c/news/past/202005.html 

2021 年度 http://www.seiryo-u.ac.jp/c/news/past/202105.html 

さらに、平成24（2012）年創立80周年に際し、今一度建学の精神に立ち返り、そこ

に込められた創設者の教育の信念を改めて確認するとともに、現代の、そして未来の

社会環境や教育･研究環境に鑑みながら「Seiryo 100年ビジョン」「学園のミッショ

ン」として次のように明文化した。 

①グローバルに活躍できる人材を育成する。 

②総合学園としての一貫した教育を行う。 

③地域･社会とともに発展できるネットワークづくりを行う。 

④充実した施設に恵まれたキャンパスづくりを行う。 

⑤総合学園を最大限に活かす経営基盤のさらなる確立を行う。 

 

令和4（2022）年には創立90周年、さらに10年後は100周年を迎えることから、その

都度建学の精神に立ち返り点検が行われる予定である。 

以上のように、建学の精神は定期的に確認されている。 

 

［区分 基準Ⅰ-A-2 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の開放（リカレント教

育を含む）等を実施している。 
（2） 地域・社会の地方公共団体、企業（等）、教育機関及び文化団体等と協定を締

結するなど連携している。 
（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域・社会に貢献している。 
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＜区分 基準Ⅰ-A-2 の現状＞ 
併設の金沢星稜大学では平成 12（2000）年 4 月に、地域との意思疎通と連携を強化

し、学問の成果を地域に還元することを目的に「金沢星稜大学地域連携センター」を開

設した。平成 19（2007）年には地域団体との具体的な協働活動を展開するために、金

沢星稜大学総合研究所の「地域協働センター」へと改組され、拡大を続ける本学の地域

連携活動を取りまとめ、地域社会と学内諸団体のコーディネートを行い、本学の社会

貢献を推進することを使命として、平成 24（2012）年に総合研究所より再び独立した

組織として「金沢星稜大学地域連携センター」となった。本学は大学との協働により地

域連携センターの下で、高等教育機関として地域・社会に貢献すべく様々な活動に取

り組んでいる。 

 具体的には、次のように地域・社会に向けた公開講座、生涯学習事業、正課授業の社

会的な公開等がなされている 

 

ウェブサイト Sei-Tan News！令和３（2021）年度テーマ一覧 

http://www.seiryo-u.ac.jp/c/news/past/2021.html 

2021.4.19 【ゼミナール】れんこん畑訪問＆プチ体験（手塚ゼミ） 

2021.5.18 【ゼミナール】フィリピンの NGO に翻訳した絵本を寄贈（横野ゼミ） 

2021.5.31 【ゼミナール】地元に寄り添うカフェ経営の現場を見学しました（手塚ゼミ） 

2021.6.23 【ちいプロ】「星稜ジャンプ地域活動プロジェクト」活動団体が決まりました！ 

2021.6.29 【ゼミナール】日本の奥深さを学び、世界に発信！（辰島ゼミ） 

2021.7.9 「社会に出て大切なスピーチスキルとは？」金沢商業高等学校で講演会を開催 

2021.7.9 【クラスコミュニティ】金沢の魅力を再発見！～キャッチコピー作りにチャレンジ～ 

2021.7.9 【ゼミナール】金沢星稜大学生と SDGｓについて学びました（横野ゼミ） 

2021.7.19 【ゼミナール】フィリピンの国際 NGO とのスタディツアー（横野ゼミ） 

2021.8.2  【情報技術ｂ】Vlog 制作に挑戦、「発信」のポイントを学ぶ！ 

2021.8.20 【ゼミナール】卒業研究真っ只中の 2 年次の活動報告（手塚ゼミ） 

2021.9.13 【ゼミナール】石川県の魚を応援する商品デザインを試案（手塚ゼミ） 

2021.9.24  裁判所を訪問し、将来の進路選択に活かす 

2021.10.7 【ゼミナール】星稜高校生と GSP 講座で交流（手塚ゼミ） 

2021.10.20 【プレゼミナール】1 年次生が国際交流にチャレンジ！第一弾：インドネシア 

（辰島・ビセットプレゼミ） 

2021.11.1 【ゼミナール】SDGs を体感！千里浜海岸で清掃活動を行いました（横野ゼミ） 

2021.11.2   【プレゼミナール】「金沢彩の庭ホテル」訪問研修（山本プレゼミ） 

2021.11.5  【ゼミナール】加賀れんこん部会とのコラボレーション始動（手塚ゼミ） 

2021.11.5  【ゼミナール】1、2 年次合同で能登牛関連牧場を訪問しました（手塚ゼミ） 

2021.11.9 【金沢星稜大学市民講座】（第 83 回）｢文学的に読み味わうストーリーマンガ｣を 

開催しました 

2021.11.10 【プレゼミナール】1 年次生が国際交流にチャレンジ！第二弾：韓国 

（辰島・ビセットプレゼミ） 

2021.11.23 【ゼミナール】Matching HUB Hokuriku 2021 ビジネスアイデア・プランコンペティション

（M-BIP）で見事受賞！（手塚ゼミ） 

2021.11.24  【Sei-Tan Act!】水引・着物着付け体験 in 金沢 

2021.11.24  【プレゼミナール】学生字幕コンテスト 2021 に挑戦しました（横野・ビセットプレゼミ） 

2021.11.26  ストーリーマンガを文学作品として扱う出張講義を星稜高校で開催 
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2021.12.3  【ゼミナール】早稲田大学とオンラインで研究交流をしました（山田ゼミ・プレゼミ） 

2021.12.6 「第 28 回学術文化講演会」が開催されました 

2021.12.10 【ゼミナール】着物で巡る金沢文学散歩（山田ゼミ） 

2021.12.15 【ゼミナール】四大学合同ゼミ発表会で第 2 位受賞！（横野ゼミ） 

2021.12.28 【経営実務Ⅱ】学生食堂でコリアンフェアを開催！ 

2022.1.11  【プレゼミナール】1 年次生が国際交流にチャレンジ！第三弾：オーストラリア 

（辰島・ビセットプレゼミ） 

2022.1.19  【経営実務Ⅱ】JA 金沢市と協力し、ほがらか村で加賀れんこんを販売 

2022.1.24  【ゼミナール】国際共同研究の成果を金沢西高等学校の生徒に発表！（辰島ゼミ） 

2022.3.2   【信川プレゼミ】地域人材育成の調査報告 

2022.3.14  【文芸部】今年度も学生 3 名が「金沢文芸館あすなろ青春文学賞」を受賞しました！ 

2022.3.31  【ちいプロ】「星稜ジャンプ地域活動プロジェクト（ちいプロ）2021 成果報告会」を 

開催しました！ 

 
地域との連携について、以下に記す。 

手塚ゼミナールでは、地域課題や生活課題を解決する取組みを実施しており、令和 3

（2021）年度では主に 3 つの地域貢献活動を実施した。 

① 加賀野菜の出荷量減少を改善するための取組み 

 加賀野菜 15 品目の一つである打木赤皮甘栗かぼちゃを使って、地元企業とコラボレ

ーションしたスイーツを開発し、流星祭（大学･短大の合同学園祭）での販売を実践し

た。また、JA 金沢市加賀れんこん部会とのコラボ T シャツの製作や販促グッズの開発

など、さまざまなイベントでの応援活動も実施している。 

②能登牛の販促活動に関する取組み 

 石川県庁、石川県畜産協会、能登牛生産者協議会、能登牛銘柄協議会、全農いしかわ

畜産グループの協力を得て、令和 3（2021）年 10 月には能登牛の繁殖牧場や肥育牧場

を見学した。その後、11 月に販促活動に関する打ち合わせを経て、令和４（2022）年

2 月に、手塚ゼミ生がデザインした「能登牛応援アルコールジェル」が販促品として完

成した。 

③公民館にて「れんこん食文化交流講座」を実施 

 令和 4（2022）年 1 月に、千坂公民館にて「れんこん食文化交流講座」を実施し、手

塚ゼミナール 1・2 年生 15 名が参加して、地域住民 23 名を対象とした世代間交流を実

践した。 

 

 令和 3（2021）年 11 月 12 日に実施された「Matching HUB Hokuriku 2021」における

「M-BIP 学生アイデア募集コンテスト」において、手塚ゼミナール学生グループ 4 名

が、「映える加賀野菜～打木赤皮甘栗かぼちゃスイーツ」のアイデアで「オーディエン

ス賞」を受賞した。 

また、手塚貴子准教授は、令和 3(2021)年度の金沢星稜大学地域連携センターによる

「地域連携による地域貢献活動」推進事業において、かなざわ食マネジメント専門職

大学野村京子講師と共同で、「女性の視点からみた地場野菜の販売促進活動の実践」に
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取り組んだ。活動の目的は、金沢市の農産物の一つである加賀野菜の認知度やイメー

ジの向上と、購買意欲拡大である。主な取組みとして、同年 10 月 30 日に JA 金沢市加

賀れんこん部会の協力を得て、伝統的加賀れんこん農法である「鍬掘り」体験を実施

し、手塚ゼミナール 1・2 年生 25 名と、かなざわ食マネジメント専門職大学 1 年生 1

名の計 26 名が参加した。収穫体験を通して生産農家の方と交流しながら、農産物生産

から消費までの流通過程の一端を学び、地場産物への魅力を改めて見直す機会となっ

た。 

他にも、若い世代対象に加賀野菜を気軽に楽しんでもらうため、令和 3(2021)年 10

月 3 日に近江町市場ふれあい館キッチンスタジオにて、「クッキング交流会」を開催し

た。 

さらに、加賀れんこんを県外の人にも発信するため、令和 3(2021)年 12 月 10 日、11

日の 2 日間、東京アンテナショップ「いしかわ百万石物語・江戸本店」2 階ブースにお

いて、加賀れんこん部会と共同で「加賀れんこんイベント」を開催した。女子短大生の

視点で加賀れんこんの魅力や保存方法、食べ方などを説明したプレゼンテーションを

行った。 

地域連携活動の他にも、手塚准教授が担当する「経営実務Ⅱ」の履修学生 54 名が、

令和 3(2021)年 11 月 21 日および 27 日の 2 日間、JA 金沢市の農産物直売所である「ほ

がらか村」で、朝獲れ土付き加賀れんこんの販売実践に取り組み、応援活動をしてい

る。 

令和 4（2022）年１月には、NHK 金沢放送局と金沢星稜大学とのコラボレーション企

画があり、1 月 18 日-20 日の 3 日間にわたり、NHK かがのとイブニング「ふるさと旬の

味」コーナーに学生 4 名と教員 2 名、学生食堂店長が出演した。加賀れんこんを使っ

たオリジナルレシピの開発、調理試作など、加賀れんこんを楽しむ企画を実現してい

る。 

 

山本航准教授のゼミでは、毎年企業の協力を得て、企業訪問研修を行っており、令和

3（2021）年も 10 月に「金沢彩の庭ホテル」で「メンバーシップとフォロワーシップの

事例研究」をテーマに研修を実施した。ホテルスタッフが各々、自己啓発を心がけ、周

囲もそれに協力する体制が整っていることを知って、「After コロナ」に備えて組織力

を維持、向上させるためには、強い信念を持つリーダーのもと、共鳴するスタッフ（フ

ォロワー）が支える環境づくりが大切なことを学んでいる。 

 

山田範子准教授が顧問を務めている文芸部では、昨年度に引き続き 3 名が第 16 回金

沢文芸館あすなろ青春文学賞を受賞した。令和 4（2022）年 3 月 6 日に行われた表彰式

では、3 名とも「詩」部門で奨励賞を受賞し、うち 2 名は昨年度に続いて 2 度目の受賞

となった。 

 

また、ボランティア活動としては、横野成美教授のゼミナールで、SDGｓをテーマに

した調査活動の一環として、令和 3(2021)年 10 月 28 日に千里浜海岸での清掃活動を行っ

た。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 
建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」を基点とした、教育理念「知性と

感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」、「三つのポリシー」を、学生たちの実

態に適合するよう、今後も定期的に点検し、具体化していく。 

＜テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神の課題＞ 

特記事項なし 

 
［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 
 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき確立している。 
（2） 学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。 
（3） 学科・専攻課程の教育目的・目標に基づく人材養成が地域・社会の要請に応え

ているか定期的に点検している。 
 
＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

金沢星稜大学女子短期大学部学則 第５条（教育目的） 

本学に経営実務科を置き、社会人としての知識、教養、道徳心を具備することで社会における規範と

なり、かつ専門知識に則った実務能力を涵養することで地域社会に貢献できる人材養成を目的とする。 

本学では、金沢星稜大学女子短期大学部学則第5条に、教育目的として「本学に経営

実務科を置き、社会人としての知識、教養、道徳心を具備することで社会における規範

となり、かつ専門知識に則った実務能力を涵養することで地域社会に貢献できる人材

養成を目的とする」と掲げている。 

これは「本学は教育基本法及び学校教育法にのっとり、広い教養と実務的な専門知

識を授けるとともに、建学の精神に則して強い責任感と協調の精神を涵養し、実践的

人間を育成し、地方文化の向上と産業の発展に寄与し得る有為な人材を育成すること

を目的とする」にある通り、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」の精神

に基づき、確立されたものである。 

 

本学は、建学の精神に基づいて、教育目的を設定している。 

この教育目的を具体的に学内外へ表明するため、本学は「三つのポリシー」（アドミ

ッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）を掲げている。

まず到達目標としてのディプロマ・ポリシーから示す。 

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針） 

2ヵ年の学習を通し、社会人として女性として求められる素養が備わり、所定の単位を取得した学生

に対して卒業を認定します。 

1.社会人として求められる将来への意欲と、責任感・協調性が身についている 

2.地域を支える一員としての意識が身についている 

3.大人の女性としての感性、教養、マナーが身についている 
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4.組織人としての問題発見・対応力、コミュニケーション力が身についている 

5.職業人として必要とされる、基礎的な知識および実務能力が身についている 

 このディプロマ・ポリシーに対応して、「目指す人物像 5つの軸」を本学では学生

に求めている。それは、建学の精神「誠実にして、社会に役立つ人間」を次のように

具体化したものである。 

 

目指す人物像 5つの軸 

【意欲と目標】  

   ～自己の目標を明確に持つ～ 

【地域への意識】 

   ～郷土を愛し、地域社会を担う～ 

【感性・教養・振舞】 

   ～感性・教養・マナーを持った振舞いができる～ 

【コミュニケーションと問題対応力】 

   ～十分なコミュニケーション力と問題対応力を持つ～ 

【実務能力の基礎】 

   ～ビジネスの基礎を学び、企業・組織で仕事ができる～ 

 上のディプロマ・ポリシー、「目指す人物像 5つの軸」は、建学の精神、教育理念

に則していることがわかる。以下に、このようなディプロマ・ポリシーを遂行する上

で必要とされるカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針）を示

す。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施に関する方針） 

 今日、社会で求められている素養は、専門的知識やスキル以上に、いわゆる「社会人力」です。「本

学が目指す人物像」に則り、社会人として、女性として求められる知識・教養・マナーをまず身に付

け、さらには専門的なビジネス知識やスキルも習得できるよう、「基礎科目」「教養科目」「専門科目」

からなる教育課程を編成しています。 

 

基礎科目 

自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、情報処理等、社会人の核となる基礎力を先ず

全員で身につけます。 

  

教養科目 

文学、法律、経済、環境をはじめ、手話、英会話等の科目を配し、社会人として、より幅広い教養や知

識を身につけます。 

 

専門科目 

将来の目標とする仕事等に応じて、専門分野の知識とスキルを実践的に学びます。それぞれの目標に応

じて、科目を組み合わせ、学ぶことができる科目配置となっています。 

 

 以上のカリキュラム・ポリシーによって、基礎科目として、「日本語表現法I」、「美し

い日本語」、「英語リテラシーI」、「社会人基礎」、「キャリアデザイン」、「キャリア実習

Ⅰ」、「キャリア実習Ⅱ」、「経営学Ⅰ」、「簿記演習Ⅰ」、「ICT活用実習」、「プレゼンテー

ション」、「クラスコミュニティ」、「プレゼミナール」、「ゼミナール」の計14科目27単位

を全員必修としていることを強調しておきたい（基礎科目必修27単位／要卒68単位以
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上）。 

現在、社会が学卒者に求めているのは、専門的な知識やスキル以上に、「人間・キャ

リア教育」によって培われる、いわゆる「社会人力」である。 

本学は、これまでも「人間・キャリア教育」に力を入れてきたが、平成25（2013）年

度教育課程より、「社会人力」を最重要のビジネススキルと捉え、より一層「人間・キ

ャリア教育」に力を入れている。 

基礎科目を核に、それを教養科目、専門科目が包み込む形で、建学の精神「誠実にし

て社会に役立つ人間の育成」に基づいた、本学経営実務科の使命「女性職業人の育成」、

教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」を実現させている。 

 

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

本学は「女性人材の質的向上」という地元経済界の期待を担い、「誠実にして社会に役立つ人間の育

成」を建学の精神として開学しました。 地域社会で輝く女性人材の育成を教育理念とし、本学での教

育を通して目指す人物像として、具体的な５つの軸を設定しています。  

  本学の「建学の精神」「教育理念」「目指す人物像 ～5つの軸～」を理解し、これからの地域を支え

る社会人として、また女性として、大きく成長するための基礎とスキルを修得しようとする、意欲ある

女子学生を求めます。 

以上のように、「建学の精神」を基点とする本学経営実務科の教育目的・目標は、学

生便覧のみならず、本学ウェブサイトをはじめ、諸々の冊子、印刷物に掲載された「三

つのポリシー」を通じて、学内外に表明されている。 

 

【学生への表明】 

年度当初のオリエンテーション及びゼミ時に教育目的の周知を図っている。さらに

令和4（2022）年度中に完成予定の「カリキュラムマップ」は、毎年度見直しを行い、

年度当初から在学生dotCampusサイトに掲載し、常に教育目的及び学習目標を確認でき

るようにする。 

【教職員への表明】 

専任教員は教授会などで日常的に様々な課題を学生の動向と照らし合わせながら教

育目的に還元する必要性を議論している。 

非常勤講師に対しては、学科長及び教務課から、『教員便覧』を配布し、必要に応じ

て個別オリエンテーションの機会を設けて、本学の教育目的の共通理解を図っている。 

【学外への表明】 

この教育目的を具体的に学内外へ表明するため、本学はウェブサイト大学案内「教

育理念」、パンフレット等に明記している。 

 

本学は、教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を保証し、継続的に改善・向上

を行うために、教授会において教育プログラム等の毎年の点検と評価を行っている。

また年2回の保護者懇談会、企業懇談会等を開催し、ステークホルダーの意見を聴取し

ている。 
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［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 短期大学としての学習成果を建学の精神に基づき定めている。 
（2） 学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づき定めている。  
（3） 学習成果を学内外に表明している。 
（4） 学習成果を学校教育法の短期大学の規定に照らして、定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 
「建学の精神」と「学習成果」との関係構造 

教育基本法・学校教育法・私立学校法  

↓  

建学の精神  

↓  

教育目標＆教育理念・理想  

↓  

学習成果  

↓  

卒業認定・学位授与の方針  

↓  

入学者受け入れの方針  

↓  

教育課程編成の方針  

↓  

短大設置基準 /教育課程  

 

建学の精神に基づいた教育理念は「誠実にして社会に役立つ人間の育成」であり、本

学の教育目的・目標は、「2 ヵ年の学習を通し、社会人として女性として求められる素

養が備わり、所定の単位を取得した学生に対して卒業を認定します」とある。 

これらを踏まえて、本学の学習成果は星稜をシンボルとする次の 5 つの光軸を持っ

た星として具体的に示される。 

 ① 

 

⑤          ② 

 

 

 

④      ③ 

①意欲と目標：自己の目標を明確に持つ（態度・志向性） 

②実務能力の基礎：ビジネスの基礎を学び、企業・組織で仕事ができる（知識・理解） 

③感性・教養・振舞：豊かな人間性に裏付けられた感性・マナーを持った振舞ができる（汎用的技能） 
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④コミュニケーションと問題対応力：多様な社会におけるコミュニケーション力と問題対応力を持つ

（汎用的技能） 

⑤地域への意識：建学の精神と設立の理念を活かし、郷土を愛し、地域社会を担う（学修経験の統合

と社会性） 

この学習成果の設定は、2年間の卒業認定・学位授与方針「ディプロマ・ポリシー」

と連動する。 

ディプロマ・ポリシー 

2ヵ年の学習を通し、社会人として女性として求められる素養が備わり、所定の単位を取得した学生

に対して卒業を認定します。 

1.社会人として求められる将来への意欲と、責任感・協調性が身についている 

2.職業人として必要とされる、基礎的な知識および実務能力が身についている 

3.大人の女性としての感性、教養、マナーが身についている 

4.組織人としての問題発見・対応力、コミュニケーション力が身についている 

5.地域を支える一員としての意識が身についている（2、5の順番を入れ替え） 

 

これらの学習成果は、3 つのポリシーとともに本学ウェブサイト、大学案内にて学内

外に表明している。 

なお、本学では「短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に

必要な能力を育成することを主な目的とする」と規定する学校教育法第 108条に鑑み、

本学の教育目的を学則第 5 条に「本学に経営実務科を置き、社会人としての知識、教

養、道徳心を具備することで社会における規範となり、かつ専門知識に則った実務能

力を涵養することで地域社会に貢献できる人材養成を目的とする」と明示し、3 つの方

針を置くことを学則上に規定している。さらに学則上において、本学のディプロマポ

リシーを定めており、その中に学習成果が記載されている。 

学校教育法第 108 条と本学の学習成果との関係は、毎年度初めの「自己点検委員会」

「教授会」において点検し、その妥当性を検証している。 

 

学校教育法第 108 条「職業に必要な能力」「実際生活に必要な能力」と本学の学習成果 

5 つの軸☆ 内容 職 業 に 必 要 な

能力 

実 際 生 活 に 必

要な能力 

1.意欲と目標 自己の目標を明確に持つ（態度・志向性） 〇 ◎ 

2.実務能力の基礎 ビジネスの基礎を学び、企業・組織で仕事がで

きる（知識・理解） 

◎ 〇 

3.感性・教養・振舞 豊かな人間性に裏付けられた感性・マナーを持

った振舞ができる（汎用的技能） 

◎ ◎ 

4.コミュニケーションと

問題対応力 

多様な社会における十分なコミュニケーション

力と問題対応力を持つ（汎用的技能） 

◎ ◎ 

5.地域への意識 建学の精神と設立の理念を活かし、郷土を愛し、

地域社会を担う（学修経験の統合と社会性） 

〇 ◎ 
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［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者

受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 三つの方針を関連付けて一体的に定めている。 
（2） 三つの方針を組織的議論を重ねて策定している。 
（3） 三つの方針を踏まえた教育活動を行っている。 
（4） 三つの方針を学内外に表明している。 

 
＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

本学では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポ

リシーを関連付けて一体的に定めている。前述のとおり、ディプロマ・ポリシーにおい

て、本学がどのような人材を輩出しようとしているか、どのような成果をあげれば学

位を授与するのかという方針を明示している。卒業認定はディプロマ・ポリシーに基

づき行われ、卒業に係る認定基準は 学則に定め、『学生便覧』にて明記している。ま

た、卒業に係る単位認定は、認定基準に基づき教務課において原案を作成し、教授会の

審議を経て、学長が承認する形で厳正に行っている。ディプロマ・ポリシーを達成する

ためのカリキュラム・ポリシーでは、「本学が目指す人物像」に則り、社会人として、

女性として求められる知識・教養・マナーをまず身に付け、さらには専門的なビジネス

知識やスキルも修得できるよう、「基礎科目」「教養科目」「専門科目」からなる教育課

程を編成している。 

 

本学では、学則に三つの方針を制定することを教授会で決定、次いで令和 4（2022）

年度にカリキュラムマップ、カリキュラムフローの作成と、学生目線での学習の到達

目標が記載されるようシラバスの見直しを行い、令和 5（2023）年 3 月に完成させ、令

和 6（2024）年 4 月から学生用 dotCampus、「学生便覧」等に反映、活用する予定であ

る。 

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーとと

もに、社会の要望に応えるためには、学校教育法はもとより短期大学設置基準等とい

った関係法令を遵守することが当然不可欠である。教育情報の公開等の新たな義務が

法令で定められた場合、関係法令の変更には常に関心をもって臨み、いち早く、法令に

則った的確な対応ができるよう、日頃から努力している。 

変更する場合、短大学長、副学長、学科長、事務局長、副局長が参加する執行部で議

論のうえ、教授会で審議、さらに常務理事会、理事会で議論したうえで決定されてい

る。 

三つの方針の学内外への表明は、本学ウェブサイトをはじめ、諸々の冊子、印刷物を

通して積極的に行っている。さらにそれを踏まえた教育活動を広く公表している。 

 

入学希望者に対する、あるいは高等学校におけるアドミッション・ポリシーを軸と

した教育活動については、アドミッション・ポリシーが記載された「学校案内」を用

い、オープンキャンパスや AO 事前面談等で十分説明を行ってきている。 

 

以上のように、基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、

入学者受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 
建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」、教育理念「知性と感性を身につ

け、地域社会で輝く女性を育む」、「三つのポリシー」、いわば本学の教育目的・目標を

達成すべく、今後も不断に点検と改善を図り続けていかねばならない。なお、本学で

は、授業「ゼミナール」の中で、教員が学生の卒業論文執筆を指導し、個別の冊子体に

まとめている。この卒業論文・研究の水準の調整や作成過程で行われる学生の様々な

活動を適切に評価するためのルーブリック作成等は今後の課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 
特記事項なし 
 

［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］ 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り

組んでいる。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 

（1） 自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。 
（2） 定期的に自己点検・評価を行っている。 
（3） 定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。 
（4） 自己点検・評価活動に全教職員が関与している。 
（5） 自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見聴取を取り入れている。 
（6） 自己点検・評価の結果を改革・改善に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 
「金沢星稜大学女子短期大学部学則」の「第1章 総則」における「（自己評価等）」に

は、以下のように記されている。 

（自己評価等） 

第 2 条 本学は教育水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成するため、教育活動等の状況につい

て自ら点検及び評価を行う。 

 

令和３（2021）年9月に受審した認証評価の指摘を受けて、早急に同月中に「金沢星

稜大学女子短期大学部自己点検評価規定」を制定し、自己点検・自己評価のための体制

を強化した。これは実態に沿うように規定を整備したものであり、それ以前にも「金沢

星稜大学女子短期大学部認証評価委員会」とその下部組織である「自己点検・評価作業

部会」が置かれ、自己点検・評価活動が行われていた。自己点検評価委員会においては

教務、学生支援、進路支援、入試広報といった役割を教員一名ずつが担い、教務課、学

生支援課、進路支援課、入学課等の事務職員とともに、日常的にそれぞれの部門の自己

点検・評価を行っている。 

 

各分担者の自己点検・評価は、日常的になされ、議論を交えた上、改善が必要となれ

ば、改善案をつくり、教授会で協議し改善策を正式決定し、直ちに実行に移している。 
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また、評価結果を踏まえ、速やかに教育活動の改善に活用できるよう、毎年の自己点

検・評価報告書の作成、および認証評価・外部評価に関する事項を審議している。自己

点検・評価報告書は毎年、一般財団法人大学・短期大学基準協会の提供する認証評価の

様式に係る様式を用いて作成し、公表している。 

 

自己点検・評価報告書の項目 

1．自己点検・評価の基礎資料  

2．自己点検・評価の組織と活動  

【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】  

［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］  

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］  

［テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証］  

【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】  

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］  

［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］  

【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】  

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］  

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］  

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］  

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］  

【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】  

［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］  

［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］  

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

  

「自己点検・評価報告書」の作成に当たっては、基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果、

基準Ⅱ 教育課程と学生支援、基準Ⅲ 教育資源と財的資源、基準Ⅳ リーダーシップと

ガバナンスという包括的な点検と評価が必要になる。まず自己点検評価委員会におい

て報告書の執筆分担を決定し、作成スケジュールと締め切りを設定後、各担当者が執

筆にあたる。平成 30（2018）年からは提出された報告書を委員会の全員で読み合わせ、

その自己評価の結果、特に新たな基準との適合性について議論を尽くしている。その

後各委員や所管部局、また教授会で課題を共有することとしている。 

令和 3（2021）年度は認証評価を受審したことにより、これまで見過ごされてきた教

育・研究・大学運営上のいくつかの課題が明確になった。こうした自己点検・評価結果

を改革・改善にむけて活用すべく、上述のように、速やかに「自己点検評価規定」を制

定することにより組織の整備を図り、体制強化を図った。 

令和 3（2021）年度は報告書の作成に当たり、併設校である星稜高等学校長の意見聴

取を実施した。「自己点検・評価報告書」に定期的な外部評価を加えることは今後の課

題である。 
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［区分 基準Ⅰ-C-2 教育の質を保証している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。 
（2） 査定の手法を定期的に点検している。 
（3） 教育の向上・充実のための PDCA サイクルを活用している。 
（4） 学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを確認し、法令を遵

守している。 
 

＜区分 基準Ⅰ-C-2 の現状＞ 
本学では、教育の内部質保証を実現するための学内の仕組み（「内部質保証システム」）

として、日常的な教育・研究活動を以下の 6 項目から査定（アセスメント）している。 

 

1.教育の内部質保証に関する方針と体制 

①教授会:本学は教育研究活動の質と学生の学修成果の水準等を保証し、継続的に改

善・向上を行うための枠組みとして、教授会等で折に触れ、質保証の方針や体制を検討

している。それらの内容は「中期計画・目標」として教授会で承認され、学園に提出さ

れる。 

②短大部常務理事会：毎月 1 回定期開催される「短大部常務理事会」（理事長・教育担

当理事・総務担当理事・財務担当理事・短大学長理事・短大事務局長理事）において、

学長が短大における「内部質保証」取り組み報告を毎回行い、常務理事会からの指示や

アドバイスを得、さらにこれを短大教授会等に反映している。 

③稲置学園監事による短大教育関係監査：年に一度稲置学園監事による短大教育監査

を受け、指摘事項の改善に取り組むなど教育の内部質保証に関する方針と体制を確立

している。 

教学監査の評価項目は次のとおりである。 

1 教育の理念及び教育目標の達成 2 教育内容 3 教育方法 4 成績評価及び修了認

定 5 教育内容等の改善処置 6 入学者選抜 7 学生の支援体制 8 教員組織 9 管理

運営等 10 施設設備及び図書館等 11 自己点検及び評価等 12 情報の公表 13 その

他 

 

2.学習成果を焦点とする教育プログラムのアセスメント 

本学は、教育研究活動の質や学生の学修成果の水準等を保証し、継続的に改善・向上

を行うために、教授会において教育プログラム等の毎年の点検と評価を行っている。 

令和 2（2020）年度においては、カリキュラムの点検と評価を行い、経営学関連科目

の 2 科目増、教養科目としての「心理学入門」(従来の保健体育科目の見直し)、「生き

るための哲学・倫理学」新規開設、特別キャリア開発群科目の見直しにつなげた。 

 また「教育の質を保証する」ために、本学は、シラバス作成、授業実施に細心の注意

を払っている。シラバスは、「授業意図」、「具体目標」、「履修条件」、「授業計画表」、「成

績評価（方法・割合・留意事項）」等で統一的に構成されている。これらは、各授業担

当教員が、建学の精神に基づいた「学位授与の方針」に対応する「教育課程の編成・実

施に関する方針」に則り、作成している。(区分Ⅰ-B-2 の現状参照) 

また年間 44 単位のキャップ制を制定、学事暦を設定することにより、学生が適切に

教育プログラムを履修できる環境を整えている。 
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3.教育プログラムの新設等の学内承認 

新たな教育プログラムの設置においては、その質を保証するための教授会審議はも

ちろんのこと、常務理事会、理事会等（学則変更を伴う場合）で承認の仕組みを定め、

実施している。 

 

4.教職員の能力の保証と開発 

教員は教育研究活動を通じて、学生に大学における質の高い経験をもたらし、知識、

能力及び技能を修得できるように教授することを使命としている。また、教育研究の

支援、及び学生の学修を支援する職員は、知識や技能を活かしてそれぞれの担当する

業務にあたることを任務としている。教育研究活動を担う教員は採用時に、専攻分野

における教育上・研究上の業績を有するか、または特に優れた知識・経験を有する等の

適切な審査基準を定め、実施している。昇任についても同様である。令和 3（2021）年

度は教授昇任 1 件の人事異動を行い、短大設置基準等に基づいた適切な教員配置を行

っている。また複数の教員が博士学位の取得を目指して、当該専攻分野の研究に取り

組んでおり、本学としても教職員の能力の保証と開発を奨励している。 

 

5.学修環境・学生支援の点検・評価 

学生が学修を行う施設・設備や資源等の学修環境、ならびに学生の学修等の相談・助

言等の学生支援の施策の状況について、継続的な改善・向上を行うために、点検・評価

を行っている。 

令和 2（2020）年度前期は、新型コロナウイルス感染拡大に伴って遠隔授業が実施さ

れることとなり、本学では dotCampus サーバー機器等の整備強化・充実を図るととも

に、学生の遠隔授業環境整備費として全学生に各 3 万円を支給し、コロナ禍にあって

も学びを止めない学修環境・学生支援を展開した。また一方で、修業年限が 2 年と短

い短大生の学修環境を充実させるためには対面授業も不可欠であると判断し、後期は

原則対面授業を実施した。また、1 年次学生対象にタブレットを無償貸与し、タブレッ

トを活用した対面授業の導入を開始した。12 月の冬期休暇中に学生一名が新型コロナ

ウイルスに感染したが、さらなる感染拡大等は生じていない。このような経験から、令

和 4（2022）年度新入生以後、全員に対してタブレットの無償貸与を行い、IT 教育環

境の充実・強化を実施するとともに、対面授業の重要性にも着目しながら、双方を効果

的に活用するなど、ハイブリッド型の教育を展開する予定であったが、令和 3（2021）

年後期から前倒しをして配布した。 

また、さらに令和 2（2020）年度から、遠方からの入学者を支援する「家賃・遠距離

通学費支援制度」を新設して、学生支援制度の整備・充実を図った。 

 

6.教育研究活動の有効性の検証 

本学では教育プログラム等の質保証が効率的に実施されているかどうかの検証のた

め、平成 30（2018）年 9 月に情報戦略室が置かれ、大学の各教育研究組織の諸活動に

関する情報を収集し分析するインスティテューショナル・リサーチ（IR）の取組を開始

した。令和 3（2021）年 4 月の組織変更にて情報戦略室を廃止し、IR 機能は、大学・短

大事務局と法人経営企画部の連携体制にて対応する体制に変更された。 

IR の任務としては、 

①大学および短大部の情報戦略及び IR に係る施策 

②同運営に関する各種情報の収集および分析並びにその管理等に関すること 
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③各部署への情報提供並びに情報活用及び情報教育の支援に関すること 

④分析情報に基づく年報等の作成及び公開に関すること 

⑤所掌する会議に関すること 

⑥その他 

とされている。すなわち、モニタリングによって、入学状況、進学、留年、退学の状況、

卒業や進路の状況に関する定量データの収集と分析や、入学時調査、学生調査、授業ア

ンケート、卒業時調査、卒業生調査、雇用者調査などの各種の調査を実施する。令和元

（2019）年 6 月から FactBook が刊行されている。 

 

 本学の教員は、学期末ごとに、学生による授業評価を受けている。その評価結果は、

各授業の担当教員に提示され、各教員は、評価結果を認識するとともに、さらなる授業

改善のために活用している。その証左がシラバスに関わる「授業で課題（例えば、小テ

スト・小論文・小レポート等）を学生に提示することによって、教員が学習成果の状況

を適切に把握できるようにしている」にもつながっている。  

さらに、保護者の声、そして企業（社会）からの声に耳を傾けることも重要である。

本学経営実務科が、期待されている「学習の成果」を上げているかどうか、様々な観点

にたって査定する努力をしている。 

まず、「保護者の声」について、年に 2 回「保護者懇談会」を開き、また「保護者の

ための就職ガイダンス」時においても直接話を聴取し、同様の査定を行っている。 

さらに、本学 2 年次で、就職先が決定した学生の出身高校へ、担当教員と進路支援

課職員とが報告に行く際、高校側から見た本学について、コメントをもらっている。夏

休み等に、母校（高校）を訪れたときの卒業生（本学にとっては在校生）の「声」を、

高校側から直に聴取できることは、学生の満足度に関わる「教育の質」という面から大

変参考になっている。 

「企業からの査定」についても、本学卒業生が就職している企業へ、本学担当教職員

が直接訪問し、「生の声」を聴くことにしている。その際、どういった人材を企業側は

欲しているのか、本学卒業生の評価を聴取し、経営実務科単体の女子短大である本学

に期待するところを率直に述べてもらっている。職場で活躍している本学卒業生が同

席し、その優れた点を懇切丁寧に説明してくれた企業もある。本学の「学習の成果」を

外部の人間が査定してくれたことになる。 

また、本学の学内合同企業説明会に参加してくれる企業の多くは、実際に本学卒業

生が就業している。ゆえに、その際にも、卒業生の評価を聴取している。さらに、学外

で開催される合同企業説明会等にも職員が学生とともに出向き、できるだけ多くの企

業から本学卒業生の評価を聴取するよう努めている。 

 

さらに、令和 2（2020）年度から学生支援課を受け付け窓口として、学生数名ずつ「学

長とのトークタイム」を学長室等で適時開催し、学生の授業やカリキュラム、大学生

活、進路、人生哲学などについて 30 分～1 時間程度懇談し、学生の動向や要望などの

聞き取りを通じて、教育計画とその実施過程を評価する機会を得、改善を加えて教育

の質向上に役立てようとしている。 

定期的に稲置学園監事による「短大部学内教育監査」を受け、カリキュラムの適切な

運用等について、指導・助言を得た。本学ではこのように教育の向上・充実のための

PDCA サイクルを運用している。 
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本学は、教授会はもちろん、学校法人総務部や監事、常務理事会、理事会など組織を

挙げてコンプライアンスに取り組んでおり、学校教育法、短期大学設置基準等の関係

法令の変更などを確認し、法令を遵守している。また学習成果を焦点とする各種アセ

スメントの手法を有して、定期・臨機に取り入れつつ、「教育の質を保証する」取り組

みを行っている。こうした評価はさらなる教育の向上・充実のための PDCA サイクルに

活用されている。 

令和 3（2021）年度本学卒業生 145 名のうち 138 名が就職（実質就職率は 95.5％）、

四年制大学からでも難関とされる企業への採用数も多く、国家公務員・地方公務員に

も延べ 24 名が合格、他、金沢星稜大学や他大学・専門学校へも計 8 名が進学している。

これを見ても、本学の教育の内部質保証は適切に行われて、高水準を維持していると

評価できる。 

 
＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の課題＞ 
 本学における基準Ⅰ-C 内部質保証の課題としてあげられるのは、査定（アセスメン

ト）の手法のさらなる確立とその継続によって、中・長期的な内部質保証に取り組むこ

とである。受験生の四大志向、共学志向、医療・健康志向などの中で、本学は北陸唯一

のビジネス系女子短大として異彩を放ち、社会や卒業生からは高い評価と支持を得て

いる。しかし、近年受験者が減少し、令和 3（2021）年入学者は 135 名と入学定員（150

名）に満たなかった。本学は医療や栄養、保育といった分野がないこと、また入学試験

のハードルが高いという受験者間の思い込みもあるようである。本学の設立・維持基

盤にかかわるこれらの対応を適切に行うことが内部質保証の課題である。 

 
＜テーマ 基準Ⅰ-C 内部質保証の特記事項＞ 
特記事項なし 
 
＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞ 
 
（a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況  

前回記載の行動計画 

令和 3（2021）年度認証評価を受けた際の、自己点検・評価の課題についての改善計画 

としてあげられたのは、次の 2 点であった。 

①査定（アセスメント）の手法のさらなる確立とその継続実施による評価を踏まえて中・長期的な内部

質保証に取り組む。 

②本学は北陸唯一のビジネス系女子短大として高い評価と支持を得ているが、近年受験者が減少し、令

和 3（2021）年入学者は入学定員に満たなかった。本学の設立・維持基盤にかかわるこれらの分析と

評価を踏まえた改善計画を立案し、実行に取り組む。 

 

行動計画の実施状況 

①について 

本学では、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」に基づき、教育理念
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「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」が設定され、さらにこれに則し

た「三つのポリシー」（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプ

ロマ・ポリシー）は一貫して実行されている。令和3（2021）年度においては、これら

の文言の整備と分かりやすさを主眼とする修正を行った。また学習成果の明確化と図

示化を行った。このことによって、査定（アセスメント）の手法のさらなる確立とその

継続実施による評価を踏まえて中・長期的な内部質保証に取り組む課題が明確になっ

た。 

② について 

18 歳人口の減少と、四大志向が強まる中で、短大志望者の減少は全国的な傾向であ

り、北陸地区も例外ではない。令和 3（2021）年度は、入学課関係職員のみならず、学

長以下短大教員全員が石川県・富山県内高校訪問を行って短大の積極的なアピールを

展開した。また自己 PR 方式の特別選抜試験を年内に新設・実施した。その結果、受験

者は前年を上回る成果を得たが、短大合格者の中から国公立大学を含んだ大学への大

幅な吸い上げ現象が生じ、定員未充足の結果となった。このことから令和 3（2021）年

度末に、金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部の合同入学者選抜方針検討委員

会を設置し、さらなる対応策を立案、実施を検討することとした。 

 
（b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画としてあげられるのは、次の 2 点

である。 

①査定（アセスメント）の手法のさらなる具体化とその継続実施による評価を踏まえ

て、中・長期的な内部質保証に取り組む。 

②本学の入学定員確保に向けたさらなる具体策の検討と実施 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 卒業認定・学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。 

 ①卒業認定・学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要

件を明確に示している。 
（2） 卒業認定・学位授与の方針は、社会的・国際的に通用性がある。 
（3） 卒業認定・学位授与の方針を定期的に点検している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 
本学経営実務科の学位授与の方針は、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の

育成」、本学の使命「女性職業人の育成」、教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会

で輝く女性を育む」に則したものである。本学経営実務科のディプロマ・ポリシーは、

学生便覧に掲載され、ウェブサイト上でも公開されている。 

 

以下に、これを示す。 

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針） 

2 ヵ年の学習を通し、社会人として女性として求められる素養が備わり、所定の単位を取得した学生

に対して卒業を認定します。 

１. 社会人として求められる将来への意欲と、責任感・協調性が身についている 

２. 地域を支える一員としての意識が身についている 

３. 大人の女性としての感性、教養、マナーが身についている 

４. 組織人としての問題発見・対応力、コミュニケーション力が身についている 

５. 職業人として必要とされる、基礎的な知識および実務能力が身についている 

このディプロマ・ポリシーを踏まえて、卒業要件は以下のように定められている。 

 

●卒業の要件 

■要件を満たした者に卒業を認定し、学位が授与されます。 

短期大学部 ・本学に 2 年以上在学していること 

・本学が定める教育課程を履修していること 

・本学が定める区分ごとに必要な単位を修得していること 

・卒業要件を満たす単位を 68 単位以上取得していること 

・授業料等の学費を完納していること 

 
成績評価は以下のように定められている。 

●成績評価 

各授業科目の教育目標に対する学生の到達度を見るために、それぞれの授業形態に応じた評価方法に

基づいて成績評価が行われます。 
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成績評価の方法には、期末試験・レポート、授業内での試験・レポート・課題、授業への参加態度な

どがあります。各授業科目のシラバスに評価方法が書かれていますので、受講開始時に確認をしましょ

う。 

 

■成績評価の区分 

 100 点法に基づき以下の区分によって行われ、各自の成績として記録されます。 

 

以上のように、本学経営実務科の卒業認定・学位授与の方針は、建学の精神「誠実に

して社会に役立つ人間の育成」、教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女

性を育む」に則したものであり、社会的・国際的に通用性があると言える。 

また、「卒業認定・学位授与の方針」については、教授会や執行部（学長、副学長、

学科長）などにより定期的に点検している。 
 

［区分 基準Ⅱ-A-2 学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 
（2） 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

 ① 短期大学設置基準に則り体系的に編成している。 
 ② 学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

③ 単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について 
  年間または学期にいて履修できる単位数の上限を定める努力をしている。 
④ 成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等に則り判定している。 

 ⑤ シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、

成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 
 ⑥ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業

（添削等による指導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面

接授業又はメディアを利用して行う授業の実施を適切に行っている。 
（3） 教育課程の見直しを定期的に行っている。 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 
本学経営実務科の教育課程は、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」、

本学の使命「女性職業人の育成」、教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く

評価点 成績評価 GP 値 認定種別 

90～100 S 4 

合格 

80～89 A 3 

70～79 B 2 

60～69 C 1 

単位認定 R - 

～59 D 0 不合格 
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女性を育む」に則した前述のディプロマ・ポリシーに対応したものであり、短期大学設

置基準に則り体系的に編成している。 

 本学経営実務科のカリキュラム・ポリシーを以下に示す。 

  

今日、社会で求められている素養は、専門的知識やスキル以上に、いわゆる「社会人力」です。「本学

が目指す人物像」に則り、社会人として、女性として求められる知識・教養・マナーをまず身に付け、

さらには専門的なビジネス知識やスキルも習得できるよう、「基礎科目」「教養科目」「専門科目」からな

る教育課程を編成しています。 

■基礎科目 

 自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、情報処理等、社会人の核となる基礎力をま

ず全員で身につけます。 

■教養科目 

 文学、法律、経済、環境をはじめ、手話、英会話の科目を配し、社会人として、より幅広い教養や知

識を身につけます。 

■専門科目 

 将来の目標とする仕事等に応じて、専門分野の知識とスキルを実践的に学びます。それぞれの目標に

応じて、科目を組み合わせ、学ぶことができる科目配置となっています。 

 以上、カリキュラム・ポリシーは、ディプロマ・ポリシー、とりわけ、そこに具体的

に示されている学習成果「1.社会人として求められる将来への意欲と、責任感・協調性

が身についている」、「2.地域を支える一員としての意識が身についている」、「3.大人

の女性としての感性、教養、マナーが身についている」、「4.組織人としての問題発見・

対応力、コミュニケーション力が身についている」、「5.職業人として必要とされる、基

礎的な知識および実務能力が身についている」に対応したものであることがわかる。 

 本学経営実務科では、この学習成果に対応したカリキュラム・ポリシーに沿った、分

かりやすい授業科目編成を心掛けている。 

 本学経営実務科の授業科目は、分野、形式、履修方法、学期・開講期間、配当年次に

より、合理的に編成されている。 

 基礎科目は、「自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、情報処理等、

社会人の核となる基礎力をまず全員で身につけます」（同上）とあるように、社会人の

基礎として必要な人間性とビジネススキルを、全学生が必修する編成となっている。 

 教養科目は、「文学、法律、経済、環境をはじめ、手話、英会話等、社会人として、

より幅広い教養や知識を身につけます。」（同上）とあるように、社会から求められる幅

広い知識に触れ、教養を深める編成となっている。 

 そして、専門科目で、「将来の目標とする仕事等に応じて、専門分野の知識とスキル

を実践的に学びます。それぞれの目標に応じて、科目を組み合わせ、学ぶことができる

科目配置となっています」（同上）とあるように、社会での様々な仕事につながる実務

能力を伸ばす編成をとっている。 

 基礎科目を必修とし、卒業に要する単位数（68 単位以上）のうち 27 単位（14 科目）

をこの基礎科目としている。1 年次のプレゼミナールに続く 2 年次ゼミナール 4 単位

（1 科目）をのぞき、基礎科目は 1 年次配当となっている。 

 一方、専門科目は、1 年次から配当されるが、大半は 2 年次前期以降の配当という工

夫がされている。例えば、将来に向けて「簿記力」を徹底させたい学生は、簿記演習Ⅰ
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を 1 年次前期に週 2 回基礎科目として履修した後に、簿記演習Ⅱを 1 年次後期に週 2

回、簿記演習Ⅲを 2 年次前期に週 2 回、簿記演習Ⅳを 2 年次夏休み（集中講義）、簿記

演習Ⅴを 2 年次後期に週 2 回と履修できる授業科目編成がなされているということで

ある。 

 教養科目については、「社会人として、より幅広い教養や知識を身につけます」とあ

るように、1 年次前期から 2 年次後期にわたってバランスよく配当されている。 

 以下に、本学経営実務科における基礎科目、教養科目、専門科目ごとの授業科目配当

表を示す。 

区分 科 目 名 
単
位
数 

１年次 ２年次 

前 後 前 後 

 日本語表現法Ⅰ 2 ○    

美しい日本語 2  ○   

英語リテラシーⅠ 2 ○    

社会人基礎 1 ○    

キャリアデザイン 1  ○   

キャリア実習Ⅰ 1 ○    

キャリア実習Ⅱ 1  ○   

経営学Ⅰ 2 ○    

簿記演習Ⅰ 4 ◎    

ICT活用実習 2 ◎    

プレゼンテーション 1  ○   

クラスコミュニティ 2 ○    

プレゼミナール 2  ○   

ゼミナール 4   ○ 
 

 
 

 

基礎の国語Ⅰ 2 ○    

基礎の国語Ⅱ 2 ○    

基礎の数学Ⅰ 2 ○    

基礎の数学Ⅱ 2 ○    

日本語表現法Ⅱ 2  ○   

英語リテラシーⅡ 2  ○   

英語リテラシーⅢ 2   ○  

英語リテラシーⅣ 2    ○ 

TOEIC Ⅰ 2 ○    

TOEIC Ⅱ 2  ○   

TOEIC Ⅲ 2 ○    

TOEIC Ⅳ 2  ○   

TOEIC Ⅴ 2 ○    

TOEIC Ⅵ 2  ○   

教 

養 

科 

目 

基 

礎 

科 

目 
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英会話Ⅰ 2   ○  

英会話Ⅱ 2    ○ 

アジアスタディーズⅠ 2 ○    

アジアスタディーズⅡ 2 ○    

くらしと経済 2 ○    

くらしと法律 2    ○ 

スポーツ実技a 1 ○    

スポーツ実技b 1   ○  

現代教養Ⅰ 2  ○   

現代教養Ⅱ 2   ○  

現代教養Ⅲ 2    ○ 

現代教養Ⅳ 2    ○ 

海外研修 4  ○   

心理学入門 2  ○   

生きるための哲学・倫理学 2    ○ 

 経営学Ⅱ 2  ○   

経営学Ⅲ 2   ○  

経営学Ⅳ 2   ○  

経営学Ⅴ 2    ○ 

経営実務Ⅰ 2 ○    

経営実務Ⅱ 2  ○   

簿記演習Ⅱ 4  ◎   

簿記演習Ⅲ 4   ◎  

簿記演習Ⅳ 2   ○  

簿記演習Ⅴ 4    ◎ 

金融実務演習Ⅰ 2  ○   

金融実務演習Ⅱ 2   ○  

税務会計演習 2  ○   

会計演習Ⅰ 2  ○   

会計演習Ⅱ 2   ○  

秘書実務演習 2  ○   

オフィスPC実習a 1    ○ 

オフィスPC実習b 1    ○ 

ビジネスソフト実習 1   ○  

情報技術a 1  ○   

情報技術b 1   ○  

情報技術c 1   ○  

情報技術d 1    ○ 

専 

門 

科 

目 
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情報技術e 1    ○ 

情報システム実習a 1  ○   

情報システム実習b 1   ○  

情報化社会論 2 ○    

情報化社会論実地研修 2 ○    

観光学Ⅰ 2  ○   

観光学Ⅱ 2   ○  

ブライダル・コーディネート 2    ○ 

 
 

特
別
キ
ャ
リ
ア
開
発
群
（
Ｃ
Ｄ
Ｐ
） 

知能基礎 2 ○    

会計基礎 2 ○    

教職基礎 2 ○    

語学基礎 2 ○    

情報基礎 2 ○    

一般知能基礎a 4 ○   

一般知能基礎b 2  ○   

一般知識基礎a 4 ○   

一般知識基礎b 2  ○   

教養基礎答練Ⅰ 1   ○  

教養基礎答練Ⅱ 1   ○  

CDP基礎ゼミ 1  ○   

CDP応用ゼミ 1   ○  

財務会計基礎 2  ○   

原価計算基礎 2  ○   

財務会計応用 4 ○   

原価計算応用 4 ○   

一般教養基礎 2  ○   

教職教養基礎 2  ○   

 

以上、本学経営実務科の教育課程は、基礎科目を核に、それを教養科目、専門科目が

包み込む形で、学位授与の方針と対応した体系をとっていることがわかる。 

「成績評価の基準」は、学習成果の獲得を短期大学設置基準等に則り判定しており、

下表のとおり6段階に区分している。 

評価点 成績評価 GP 値 認定種別 

90～100 S 4 

合格 

80～89 A 3 

70～79 B 2 

60～69 C 1 

単位認定 R - 

～59 D 0 不合格 
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また、本学の「GPA（Grade Point Average）制度」について以下に示す。 

 

●GPA 制度  

GPA 制度は、成績評価をより明確にするための方法です。成績評価の段階ごとに所定のグレードポイ

ント(GP 値)を付与し、学期ごとに履修登録したすべての科目(不合格科目含む)の GP 値の、1 単位当たり

の平均値を出したものです。最高点は 4.00(すべての履修科目において S 評価)となります。 

 GPA 値は、褒賞制度や奨学生制度で活用されます。なお、単位認定による修得単位は、GPA の対象に含

まれません。 

 

■GPA の計算方法  

計算方法は次の通りです。 

  

     ＝ 

 

 

成績は期末試験終了後、各授業科目担当教員による成績評価が完了した時点で、学

生は学務システムを通じて自身の成績を確認できる。「成績評価」に疑問があった場合

には、「異議申し立て」制度を利用できるようにしている。直接授業担当教員に口頭で

申し出るものではなく、学生が教務課に書面で「異議申し立て」を正式に申請し、それ

に対して授業担当教員が、教務課を通して、正式に書面回答する方式である。教育の質

保証に向けて、厳格に適用される成績評価システムづくりのひとつの試みである。 

 教育の質保証に向けて成績評価を厳格にするには、試験が厳格に行われるシステム

（制度）が重要である。本学における試験は次のとおり実施されている。 

不正が起こらないよう受験者数により通常授業と異なる広めの教室を使って複数の

教員が監督する。「受験上の注意」を掲示するのみならず各授業時間において徹底説明

し、さらに「受験上の注意」を試験当日開始前に監督者が再度説明している。また、監

督者にはマニュアルを配布し、指示内容の均質化を図っている。 

 以下に学生向け周知事項を示す。 

 

●試験 

前期、後期および各クォーターの期末に任意で行われる試験を期末試験といいます。 

期末以外の授業内に任意で行われる試験を中間試験といいます。 

 

●追試験 

病気や不慮の事故などのやむを得ない理由で期末試験を受験できなかった学生に対して、追試験が行

われます。受験を希望する学生は、教務課へ「追試験受験願」と受験できない理由を証明する書類を、

試験実施期間最終日の翌日までに提出してください。教務部会で審査をした上で、許可された学生のみ

が受験できます。 

 

■追試験に該当する理由 

{（修得単位数）×（当該科目での GP 値）}の総和  

履修登録した単位数の総和  
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●再試験 

期末試験の結果、以下に該当する学生に対して再試験を行う場合があります。 

 再試験の該当者や手続き方法は掲示および学務システムで通知します。再試験の受験は、所定の期日

までに再試験受験願の提出等の手続きを行っていることが必要です。再試験受験料は 1 科目につき 3,000

円です。 

 

■再試験に該当する理由 

期末試験を適切に受験した学生の中で、学修の評価において不合格となった学生が対象。再試験の実

施については、科目担当教員の判断による。 

 

●試験等の形式 

  評価のための試験等には、次のような形式があります。 

 

■筆記試験 

 資料等を持ち込むことなく受験する試験です。ただし、六法全書と電卓についてのみ、持ち込みが許

可される場合があります。 

 

■レポート課題 

 （1）課題の指示 

   レポート課題は、授業時間内に教員から、または掲示等によって指示されます。 

 （2）提出方法 

   次の提出方法があります。教員の指示に従って提出してください。 

A 期限提出型 

①教員が指定した提出日時に、直接教員に提出する。 

②学務システム（dotCampus）により提出する。 

③別途指示する手順で、教務課へ提出する。 

B 授業内一斉記述型 

授業時間内に、一斉記述式レポートを提出する。 

 

■その他 

  担当教員が定めるもの。 

 

 上記の形式にて行う試験等について、以下に留意してください。 

（1）期末試験等の時間割 

・試験等の時間割は、通常の授業時間割とは別に編成します。 

欠席理由 必要書類 

病気・負傷 医師の診断書 

就職試験 別途定める申請書に、進路支援課と就職試験を実施する

機関の証明書が必要 

公共交通機関の遅延等 当該機関で発行された遅延証明 

火災・災害等 当該市町村の罹災証明書を添付 

忌引（三親等まで） 葬儀等の書類（日時が確認できるもの） 

試験科目の時間割重複 試験時間割発表後、すぐに教務課に申し出てください。 

その他 受験できなかった理由を証明する文書、または証明可能

な書類 
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発表された試験等の時間割にて、試験日・試験時間・教室等を必ず自分で確認してください。 

・試験の解答時間は、50 分から 80 分の範囲で各科目の試験内容に応じて設定されます。 

各科目の解答時間は、試験等の時間割発表時にあわせて発表します。 

（2）座席指定 

・試験等の際には座席が指定される場合があります。 

当該試験等開始前に会場の座席表を確認の上、自分の座席に着席してください。 

 

●試験時間帯 

 試験時間は 1～5 限まで通常講義と同じ時間帯で行われます。 

試験では 6 限を使用することがあります。 

 

 

●受験上の注意 

① 学生証を必ず机の上に提示してください。学生証の顔写真が不鮮明等の理由によって本人確認が行

えない場合は試験が無効となることがあります。学生証を忘れた場合は、学生支援課で仮身分証明書

の発行を申請してください。 

② 遅刻が認められるのは、入室完了時刻より 20 分以内です。遅刻限度を超えての受験は、理由の如何

にかかわらず受験はできません。 

③ 携帯電話・スマートフォン等の使用は一切禁止します。時計代わりとして使用することも認められ

ません。電源は切ってください。 

④ 試験終了まで途中退出はできません（トイレ使用等の一時退出は可能です）。 

  ただし、試験時間中に体調不良等の場合には、監督者に手をあげて知らせてください。途中退出し

た場合は、追試の対象とはなりません。 

⑤ 監督者の指示、注意に従ってください。 

⑥ 不正行為は厳しく処罰されます。 

 

●不正行為 

■不正行為による処分 

  試験において不正行為を行った場合は、以下のとおり厳しく処分されます。 

① 学則に基づき懲戒されます。 

② 当該学期のすべての科目については、単位認定はされません。 

③ 特待生や奨学金受給者については、その資格が取り消されます。 

 

■不正行為とは 

 以下を不正行為として取り扱います。 

① カンニング（カンニングペーパー、参考書、携帯電話・スマートフォン等による解答検索、他の受

験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わること） 

② 使用許可がない用具等を用いて問題を解くこと 

時限 入室完了時刻 解答時間（50 分～80 分の範囲で指定） 

1 限 8:50  9:00～10:20 

2 限 10:35 10:45～12:05 

3 限 12:50 13:00～14:20 

4 限 14:35 14:45～16:05 

5 限 16:20 16:30～17:20 

6 限 18:05 18:15～19:35 
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③ 「解答はじめ」の指示の前に解答を始めること 

④ 試験終了の合図の後にも、筆記用具や消しゴムを持っていたり、解答を続けたりすること 

⑤ 試験時間中に答えを教えるなど、他の受験生の利益になるような行為をすること 

⑥ 試験時間中に携帯電話・スマートフォン等を操作すること 

⑦ 他人に解答作成やレポートの代筆をさせること 

⑧ 他人に成りすまし、解答作成やレポートの代筆をすること 

⑨ 監督者の許可なく問題用紙、解答用紙を試験室外に持ち出すこと 

  上記①～⑨以外にも、次のことをすると場合によっては不正行為となることがあります。 

① 試験時間中に携帯電話・スマートフォンや時計等の音を長時間鳴らすなど、試験進行に多大な影響

を与えること 

② 教室内で他の受験者の迷惑となる行為を行うこと 

③ 教室内で監督者の指示に従わないこと 

④ その他、試験の公平性を損なう行為をすること 

 さらに、本学は成績評価の厳格化について、「教育の質保証」に向け、試験を受ける

前の段階、つまり履修の段階においても配慮しており「キャップ制度」を平成26（2014）

年度から実施している。 

本学経営実務科が学生に求めている「学習成果」に対し、個々の学生が本来持ってい

る資質・能力を確実に引き出した上で、その「成績評価」を行うことが、厳格な評価で

あり、真の教育につながるからである。「建学の精神」が言うところの「誠実」である。 

 以下に、本学の「キャップ制度」を示す。 

 

●履修単位数と履修単位上限（キャップ制度） 

 ■履修上限単位数 年間44単位 

年間に履修できる単位数に上限を設けるキャップ制度を導入しています。これは、各自の授業時間外

の学修時間を十分確保し、授業内容を奥深く身につけることを目的としています。 

ただし、個別の学修状況に応じて以下の履修単位制限の緩和措置が設けられています。 

 

 ■履修上限単位数が緩和される場合 

 

本学のシラバスの記載項目は、「授業意図」「科目の具体目標」「履修条件」「授業計画

（予習・復習を含む）」「成績評価（方法・割合・留意事項）」「成績評価のフィードバッ

ク」「教科書・参考書」「事前事後学修の内容」「アクティブ・ラーニングの要素」「実務

経験の内容」等となっており、具体的に記述するように設定している。また、記載項目 

については、教育改革と併せ、適宜見直しを行ってきている。シラバスは、システムで

短期 

大学部 

44 単位＋8 単位

まで緩和 

前期の成績が全てSである場合、当該年度の履修上 

限を緩和 

44 単位＋4 単位

まで緩和 

前期の成績が全てA以上である場合、当該年度の履 

修上限を緩和 

履修単位制限の

対象とならない 

集中講義において履修した科目の単位 

特別キャリア開発群（CDP）の履修単位 

金沢星稜大学および金沢星稜大学女子短期大学部以外の教育機関

での履修単位 

単位認定に相当すると認めた検定試験に合格した場合（技能審査

による単位認定を参照） 
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管理しており、登録後はシラバスが適正かどうか、教務課が確認を行うようにしてい

る。また、本学の教育内容の詳細を地域社会に発信する良い機会となることから、シラ

バスは本学ウェブサイトで公開し、学生だけでなく誰でも自由に閲覧・検索できるよ

うになっている。  

 

 本学は、「通信による教育を行う学科・専攻課程」を配置していないが、令和 3（2021）

年度はコロナ禍により一部遠隔授業を行った。遠隔授業は、かねてより導入していた

dotCampus（Learning Management System、以下 LMS）をベースとして、Zoom 等 WEB 会

議システムを用い、YouTube に動画を配信するなどして、講義の質を低下させることな

く双方向の実現を目指した。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、短期大学設置基準に則り、幅広く深い教養を培う

よう編成している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教養教育の内容と実施体制が確立している。 
（2） 教養教育と専門教育との関連が明確である。 
（3） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 
 今日、社会で求められている素養は、専門的知識やスキル以上に、いわゆる「社会人

力」である。「本学が目指す人物像」に則り、社会人として、女性として求められる知

識・教養・マナーをまず身に付け、さらには専門的なビジネス知識やスキルも習得でき

るよう、本学では「基礎科目」「教養科目」「専門科目」からなる教育課程を編成してい

る。「基礎科目」は必修とし、自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、

情報処理等、社会人の核となる基礎力をまず全員で身につけた上で、文学、法律、経済

をはじめ、手話、英会話の科目を配し、社会人として、より幅広い教養や知識を身につ

けることが意図されている。教養教育の中には、「日本語表現法Ⅰ、Ⅱ」「美しい日本

語」「英語リテラシーⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」「英会話Ⅰ、Ⅱ」「くらしと経済」「くらしと法律」

「現代教養Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」等が配されており、それらが専門科目の「経営学Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ」「観光学Ⅰ、Ⅱ」「経営実務Ⅰ、Ⅱ」「簿記演習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ」また

「ICT 活用実習」「情報技術 a、b、c、d、e」を履修する際に土台となっている。 

教養教育の効果の測定・評価については、毎回の課題提出や試験の実施など科目ご

とに適切に行われている。また、教養科目に関する科目の新設や改廃等は、執行部（学

長、副学長、学科長）と科目担当者等で検討、審議し最終的に教授会の議を経て決定し

ている。 

 
［区分 基準Ⅱ-A-4 教育課程は、短期大学設置基準に則り、職業又は実際生活に必

要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学科・専攻課程の専門教育と教養教育を主体とする職業への接続を図る職業教
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育の実施体制が明確である。 
（2） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-4 の現状＞ 

学園全体が共有する建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」に基づき、地

元産業界からの要望に応え、「女性職業人の育成」を使命とし、昭和 54（1979）年に本

学が開学したことは繰り返し述べてきた。 

本学経営実務科の誕生自体、北陸における本格的「女子職業教育」の幕開けといえ、

その伝統は現在も揺るぎないものと考える。 

本学の教育理念「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」に根ざしたデ

ィプロマ・ポリシーを今一度掲げる。 

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針） 

１. 社会人として求められる将来への意欲と、責任感・協調性が身についている 

２. 地域を支える一員としての意識が身についている 

３. 大人の女性としての感性、教養、マナーが身についている 

４. 組織人としての問題発見・対応力、コミュニケーション力が身についている 

５. 職業人として必要とされる、基礎的な知識および実務能力が身についている 

以上の本学ディプロマ・ポリシーに沿った教育は、地元産業界が求めている広義の

「職業教育」そのものといえる。 

本学では、地元産業界から、現在も、「事務職求人」が多数寄せられ、学生の多くは

それを望んで本学に入学し、令和 3（2021）年度卒業生の 64％が事務職に就くことと

なった。 

本学において、事務職に関わる「職業教育」の根幹を成しているのが、「基礎科目」

（必修）である。 

 事務職に関わる「基礎科目」の内容を、以下に、いくつか紹介したい（シラバスの

「授業意図」、「科目の具体目標」参照）。 

 

（1）「クラスコミュニティ」 

【授業意図】 

 本講義ではクラスごとに教員と学生によるコミュニティ（共同体）をつくり、学生として身につける

べき学修意識や社会の一員としての意識を学びます。 

 基本的なテーマとして「『読む』『聴く』『考える』『書く』『話す』Input～Output」を設定し、全クラ

ス合同の講義形式とクラスごとの演習形式とを適宜組み合わせた実践的なかたちで授業を進めていきま

す。 

 クラス担当教員は、毎週の授業だけではなく、学業・学生生活・就職に関する総合的な指導・アドバ

イスも行います。 

【科目の具体目標】 

 学生として身につけるべき学修意識や社会の一員としての意識を学ぶ 

 

（2）「社会人基礎」 

【授業意図】 

 成熟した現代社会において、ホスピタリティは社会活動だけではなく、企業における組織行動に関し

ても重要な要素である。組織構成員の一員としての行動や意思決定、ステークホルダーとの関係構築、
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生産性向上などにも関与している。 

 本講義では、社会的な基礎能力であり、企業の協働活動に不可欠なホスピタリティについて学ぶ。ホ

スピタリティの意義や役割について理解を深めながら、顧客満足（Customer Satisfaction）や企業利益

にも影響する重要な能力であることを具体的に学習する。 

【科目の具体目標】 

・ホスピタリティの意義や役割を多面的に理解し実践できる 

・協働のベースとなるホスピタリティを理解する 

・企業の価値創造活動に貢献できるホスピタリティを養う 

 

（3）「キャリアデザイン」 

【授業意図】 

 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や働き方の多様性など、日本社会の雇用を取り巻く環境は大き

く変化している。企業は働き方改革に取り組み、個人のキャリアは選択肢が広がっている。将来の指針

や連続性あるキャリアを模索する力を養うことは、今後ますます重要になると言える。 

 本講義では、企業の管理施策や現代社会における雇用環境の理解を深めるとともに、キャリアの理論

や多様性について学び、自分らしい働き方とは何かについて考察する。最終的に、主体性をもって自律

的に「職業人生を含めた人生（＝キャリア）」のデザインができる力を養成する。 

【科目の具体目標】 

・企業の管理施策や社会的な就業支援など雇用環境の現状を理解する 

・キャリア理論の基礎知識を学び、キャリア形成の多様性を理解する 

・キャリアデザインに必要な内省を深め、キャリア意識を高める 

 

（4）「キャリア実習Ⅰ」「キャリア実習Ⅱ」 

【授業意図】 

 ①自己理解と自己表現の方法を学び、コミュニケーションスキルを涵養する。②他者との関係を構築

しチーム内での役割、態度、姿勢を学ぶ。③チームで課題を解決していくための論理的な手法やさまざ

まな思考法を学ぶ。 

【科目の具体目標】 

グループワークを通して次の目標の習得をめざす。 

・自己理解と自己表現 

・対人関係コミュニケーション能力 

・対人関係構築力 

・プレゼンテーションの方法 

・情報の論理的な分析・加工・処理方法 

 

（5）「経営学Ⅰ」 

【授業意図】 

 卒業後の進路はさまざまですが、多くの学生は企業で働くことを前提に就職活動をしています。公務

員志望の人や企業経営者になることには関心がない人にとっては、「経営」は他人事に映るかもしれませ

んが、それは大きな誤りです。「経営」の基本を知っている人と知らない人とでは、仕事への取り組み意

欲に大きな差が出ます。金儲けだけが「経営」ではありません。 

 仕事を通して人も企業も成長するとはどういうことなのか、毎時間の授業の中で新しい発見があるこ

とを約束します。そして、やりがいのある楽しい仕事をしている人たちの事例を多数紹介しますので、

ぜひ進路決定に役立ててください。 

 企業経営に関する基礎知識の習得を念頭に、企業での経営実務の具体的事例を活用して理解を深めま

す。 

【科目の具体目標】 
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・企業経営に関わる専門用語を理解する。 

・企業の取り組み、工夫に関する事例研究を通して経営者の仕事を理解する。 

・卒業後の進路選択に役立たせる。 

 

（6）「簿記演習Ⅰ」 

【授業意図】 

 商店や会社などの営利企業は、経済活動によって自分が関係する経済価値が変化するとき、これを記

録しなければなりません。このような記録すべき事柄を取引と呼びます。これらの取引は複式簿記とい

うルールに基づいて記録されます。その記録計算を通じて、企業の財政状況（どれだけ財産をもってい

るか）と経営成績（どれだけ儲かったか）を明らかにすることが簿記の目的です。その計算結果は財務

諸表（貸借対照表、損益計算書）として表され、企業の経営管理や利害関係者との利害調整として役立

てられます。将来、企業が何らかの意思決定・判断を行う際に必要となる情報・データになります。 

 簿記の学習を通して、物事を合理的に考察し、正確・迅速に処理する能力や思考力を身につけること

をねらいとします。 

【科目の具体目標】 

・商業簿記の基礎的な知識を身につける。 

・経理担当者として初歩的な実務処理能力を身につける。 

・日商簿記３級の基礎知識を身につける 

 

（7）「ICT 活用実習」 

【授業意図】 

 学生生活や社会生活で必要であるコンピュータ操作の基本をマスターします。社会でのコンピュータ

や情報の利用法を、アンケートデータの処理方法から学びます。すでに日常化している情報端末の操作

は、簡単なことなどできて当たり前になっています。社会生活において、情報を活用する目的は、問題

を解決するためです。例えば就職活動でも情報端末で調べて連絡して行動を決めていきます。問題解決

に向けた実践的なスキルと共に、社会の常識やルール、新しい技術の概要も学び、積極的に情報社会に

挑みましょう。 

【科目の具体目標】 

・学生生活に必要な情報知識と基本操作を身につける 

・MS-Office の基本操作をマスターする 

・Excel で情報を処理する方法を身につける 

・問題解決の一つの手段として不自由なく情報機器を使う方法を知る 

 

（8）「プレゼンテーション」 

【授業意図】 

 プレゼンテーションとは、単に自分の主張や説明を発表したり表現したりするだけのものではなく、

相手の思考や認識、あるいは行動をも変えうるものです。科目担当者は、自治体職員研修でプレゼンテ

ーションの指導に当たってきました。その経験により、効果的なプレゼンテーションの目標を達成する

演習には、相手を意識することが重要であると分かっています。この科目では、多様な状況設定でのプ

レゼンテーションや表現を練習することで、総合的なコミュニケーションスキルを高めることを狙いと

します。また、自らの思考による意見について自分の言葉で適切に話せる人を目指し、そのために必要

なスキルを自分の経験と他者の姿から学びます。また、授業の進行を通じて、課題の提出や成績評価の

配点など、自己管理力を高めたり、グループワークではいつでもだれとでも協力して、成果を上げるこ

とを目指します。 

【科目の具体目標】 

・プレゼンテーションの対象とする相手やテーマに最適で、目的を達成することを意識したプレゼンテ

ーションを計画し実施するプロセスを学ぶ 
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・前項のプロセスにおいて、自分自身の得意不得意を知り、改善策を考える 

・多くの人と話し、協力することを繰り返して、最大限の成果を発揮する方法を模索する 

 

 以上のような「基礎科目」授業に加えて進路支援課の就職支援（キャリア合宿、就職

ガイダンス、ほし☆たび、難関企業対策講座「MOON SHOT 講座」等））や、金沢星稜大

学・金沢星稜大学女子短期大学部エクステンション課の資格取得支援（パソコン・IT

系、会計・経理・金融系、法律系、ビジネス系、語学・その他）などが持つ諸機能が、

それぞれ補完、連動し合い、「新しい組合せ」による大きな効果を、本学「女子職業教

育」にもたらしている。職業教育の効果の測定・評価についても、毎回の課題提出や試

験の実施など科目ごとに適切に行われている。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-5 学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・

ポリシー）を明確に示している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 入学者受入れの方針は学習成果に対応している。 
（2） 学生募集要項に入学者受入れの方針を明確に示している。 
（3） 入学者受入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。 
（4） 入学者選抜の方法は、入学者受入れの方針に対応している。 
（5） 高大接続の観点により、多様な選抜についてそれぞれの選考基準を設定して、

公正かつ適正に実施している。 
（6） 授業料、その他入学に必要な経費を明示している。 
（7） アドミッション・オフィス等を整備している。 
（8） 受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 
（9） 入学者受入れの方針を高等学校関係者の意見も聴取して定期的に点検している。  

 

＜区分 基準Ⅱ-A-5 の現状＞ 

本学経営実務科のアドミッション・ポリシーを以下に示す。 

アドミッション・ポリシー （入学者受け入れ方針） 

本学は「女性人材の質的向上」という地元経済界の期待を担い、「誠実にして社会に役立つ人間の育成」

を建学の精神として開学しました。 

地域社会で輝く女性人材の育成を教育理念とし、本学での教育を通して目指す人物像として、具体的な

5 つの軸を設定しています。 

本学の「建学の精神」「教育理念」「目指す人物像 5 つの軸」を理解し、これからの地域を支える社会人

として、また女性として、大きく成長するための基礎とスキルを修得しようとする、意欲ある女子学生

を求めます。 

以上のように、アドミッション・ポリシーは、建学の精神、教育理念に基づいた「学

位授与の方針」に示された、本学経営実務科が求める学習成果である「1.社会人として

求められる将来への意欲と、責任感・協調性が身についている」、「2.地域を支える一員

としての意識が身についている」、「3.女性としての感性、マナー、教養が身についてい

る」、「4.組織人としての問題発見・対応力、コミュニケーション力が身についている」、

「5.職業人として必要とされる、基礎的な知識および実務能力が身についている」に
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対応しており、かつ入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。 

このような「入学者受け入れの方針」は、ウェブサイト、大学案内、あるいはオープ

ンキャンパス、進学相談、出前授業等を通じて、入学希望者、保護者や学校関係者等に

伝えている。 

 本学では「入学者受け入れの方針」に対応した入学者選抜方法に努めている。 

 本学の推薦には、「指定校推薦入学試験」、「公募制推薦入学試験(一般)」、「公募制推

薦入学試験(専門高校・総合学科)」、「簿記検定特待生推薦入学試験(全商1級)」、「簿記

検定特待生推薦入学試験(日商2級)」の区分がある。また、本学一般入学試験には、「CDP

特待生一般入学試験」、「一般入学試験」、「専門高校・総合学科一般入学試験」の区分が

ある。さらに、「センター利用CDP特待生入学試験」、「センター利用入学試験」「自己PR

入学試験（AO入試）」といった入学者選抜方法がある。 

 全商1級、日商2級取得者を対象とした「簿記検定特待生推薦入学試験(全商1級)」・

「簿記検定特待生推薦入学試験(日商2級)」や「CDP特待生一般入学試験」、「センター利

用CDP特待生入学試験」では、目的意識を持った優秀な学生を、特待生として受け入れ

ている。良い意味で、競争が生じることを期待している。これら特待生と机を並べる他

の学生たちの向上心アップに一役を担っている。前述のアドミッション・ポリシー冒

頭には、「『女性人材の質的向上』という地元経済界の期待を担い、『誠実にして社会に

役立つ人間の育成』を建学の精神として開学しました」と記してある。 

また、推薦入学試験における面接や内申書、推薦書類を通じては言うに及ばず、いず

れの入学試験においても、受験者が「本学の『建学の精神』『教育理念』『目指す人物像 

５つの軸』を理解し、これからの地域を支える社会人として、また女性として、大きく

成長するための基礎とスキルを修得しようとする、意欲ある女子学生」であるのか、つ

まり本学アドミッション・ポリシーに適う人材であるのかを確認することに努めてい

る。 

募集要項やウェブサイトに、授業料、その他入学に必要な経費を明示している。ま

た、入学課を配置し、受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。 
 

［区分 基準Ⅱ-A-6 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学習成果に具体性がある。 
（2） 学習成果は一定期間内で獲得可能である。 
（3） 学習成果は測定可能である。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-6 の現状＞ 

本学では、「経営系科目」「情報系科目」「キャリア系科目」を 3 本の柱として、あら

ゆるビジネスの現場に対応し、即戦力として活躍できる「経営実務能力」の高い人材育

成に主眼を置いている。 

また、カリキュラム・ポリシーで示しているように、本学の教育課程の具体的な学習

成果は、次のとおりである。 

「基礎科目」群については、自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、
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情報処理等、「社会人の核となる基礎力」を身に付けることである。 

「教養科目」群については、文学、法律、経済をはじめ、手話、英会話、ひいては国

際理解のための海外研修等、「社会人として、より幅広い教養や知識」を身に付けるこ

とである。 

「専門科目」群については、将来の目標とする仕事等に応じて、「専門分野の知識と

スキル」を実践的に身に付けることである。 

学習成果を獲得するためには、入学から卒業までの期間、一貫した指導が必要であ

る。本学の特長として、資格取得・検定合格を奨励しており、入学式、進路ガイダンス

等、各種の説明の場で伝えている。具体的には、秘書・簿記・エクセル・ワード・パワ

ーポイントはもちろん、税務・金融・手話・語学などと関連した多様な資格取得がそれ

らに該当する。さらに上位級や専門的な資格取得を目指す学生には、エクステンショ

ン講座を多数用意し、積極的にバックアップし、社会人としてより幅広い教養や知識

を身につけるための支援をしている。さらに取得・合格を推進するために令和 2（2020） 

年度からは、各資格検定の取得・合格者に対して Sei-Tan Award を設けその努力を称

える仕組みが作られた。これにより資格取得に対し今後一層の意欲向上が期待される。 

本学経営実務科で得られた「学習成果」については、授業科目レベルでは、シラバス

で提示された学習目標に対する成績評価、学生による授業評価によりその成果を査定

している。各授業・科目の成績評価は、S・A・B・C・D の 5 段階で評価し、それぞれに

対し、4・3・2・1・0 のグレードポイントを付与し、GPA 方式で判定している。教育課

程レベルの学修成果は、資格免許の取得状況、単位習得状況、GPA 等により、さらに、

資格を活かした希望する就職先への就職実績で査定を行っている。卒業・学位認定率

は高く、就学期間の 2 年間での学習成果の獲得は十分に可能であることを示すもので

ある。また、学習成果が達成されていることは実質的「就職率」の高さが証明してい

る。本学卒の多くの卒業生が地元の様々な企業で活躍した結果として、地元石川の企

業には「星短生は即戦力になる」というブランドイメージがしっかりと定着している。 

令和 3（2021）年度本学卒業生 146 名のうち、就職希望者は 132 名であり、129 名が

就職した（実質就職率 88.4％、名目就職率 97.7％） 

 

［区分 基準Ⅱ-A-7 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組

みをもっている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） GPA 分布、単位取得率、学位取得率、資格試験や国家試験の合格率、学生の

業績の集積（ポートフォリオ）、ルーブリック分布などを活用している。 
（2） 学生調査や学生による自己評価、同窓生への調査、インターンシップや留学な

どへの参加率、大学編入学率、在籍率、卒業率、就職率などを活用している。 
（3） 学習成果を量的・質的データに基づき評価し、公表している。 

 
＜区分 基準Ⅱ-A-7 の現状＞ 

本学では教務課・進路支援課・学生支援課・入学課・エクステンション課・国際交流

課・情報戦略課等の関連部署と連携のもと学習成果を量的・質的データとして測定す
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る仕組みを有している。 

学習成果の獲得状況については、基本的な評価の指標として、以下のデータにより

学年全体の動向が把握できるようになっている。 

●各学期における学年全体の成績（GPA）（前期終了時の成績・後期終了時の成績） 

●単位取得状況、（前期終了時の成績・後期終了時の成績） 

●科目毎の成績分布  

●履修人数区分別、科目毎の成績分布 

●GPA 値の過年度との比較 

また学生個々のデータはウェブの学生カルテによって管理され、出欠状況、修得済

み単位数・履修中単位数などの単位数のデータ、また各学期および累計の GPA 値が一

目でわかるようになっており、担当教員が個々の学生の指導に活用している。学生の

欠席が目立つ場合は教職員が相互に連絡し、情報を共有している。成績不振者に対し

ては、個別面談を通して、成績不振に陥った原因を振り返らせ、出欠状況、課題提出状

況、生活態度、アルバイトの状況等を確認し、学習への意欲を取り戻させることができ

るよう指導している。 

科目担当教員は、全体で行う授業評価とはまた別に、量的・質的な学習成果を調査し

て、積極的に学会で成果を報告したり、論文集で発表したりするなどして、授業方法と

その成果について公表している。 

また以下の方法及びデータによっても学習成果の測定を行っている。 

●短期留学への参加人数 

●卒業率 

●大学等進学者数 

●就職率 

●卒業者に占める就職者の割合 

●職種別・業種別就職者の割合 

このような、データは進路支援課が就職活動の相談を受ける場合や、学内選考・推薦

を必要とする場合などに活用されている。その他、学生アンケートや雇用者への調査、

卒業生アンケートなどを活用している。 
 
［区分 基準Ⅱ-A-8 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 卒業生の進路先からの評価を聴取している。 
（2） 聴取した結果を学習成果の点検に活用している。 

 

＜区分 基準Ⅱ-A-8 の現状＞ 

卒業生への進路先への評価は 2021 年度は実施していないが、平成 30（2018）年から

毎年、卒業して 1～３年の卒業生に対しアンケートを実施し、結果は教職員で共有され

ている。なお、令和 3（2021）年 12 月に実施した卒業者アンケートでは、回答数 43 件

のうち 40件が「短大での学びが働くうえで役に立っている」と肯定的な回答であった。 
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設問は以下の９つ 

Q1.卒業時に就職した会社・団体名 

Q2.現在の状況 

Q3.転職先の企業・団体名 

Q4.卒業時に就職した会社・団体を後輩に勧めますか。 

Q5.その理由を教えてください。 

Q6.転職後の状況（会社や仕事など）はいかがですか？ 

Q7.短大在学中に学んだことが現在の仕事に活かされているか 

Q8.どんなことが活かされているか具体的に教えてください（選択式） 

Q9.短大時代の学びが実際の仕事でどんな風に活かされていますか（自由記述） 

 

Q8 に対する回答集計は以下の通り（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q9 には例として以下のような回答があった。 

・ワード、エクセルをよく使うので、そこで活かされていると感じる。 

・授業で言葉遣いや礼儀を学んだことが、電話対応や来客対応に活かされていると感じる。 

・ビジネスマナーは職場内外の人とのコミュニケーションの場面で大変役に立っている。 

・業務上簡単な英文を書く、読むことがあるため、ゼミや英語の授業での学びが役立っている。 

・簿記の資格があったことで任せてもらえる仕事が増えた。 

・講義で何度もディスカッションやプレゼンテーションをした経験が、ミーティングでの発表時に生か

されている。 

・サークル、就職活動を積極的に取り組んだ経験が仕事の全てに役立っている。 

・短大の 2 年間で、「自信がないことでも何でも挑戦してみること」を学べたことにより、仕事で分から

ない事があっても自分から積極的に何でも聞いて行動する活力になっている。 

 
＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

本学は経営実務科であるため、ビジネス教育やキャリア教育に主軸を置いたカリキ

ュラムとなっており、教養科目については科目数が相対的に少なく十分とは言えない。

今後は専門科目も含めた全体的なカリキュラムのバランスを勘案したうえで教養科目

の内容の変更や拡充について検討する予定である。 
 
＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 
特記事項なし 
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［テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援］ 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 

 ① シラバスに示した成績評価基準により学習成果の獲得状況を評価している。  
 ② 学習成果の獲得状況を適切に把握している。 
 ③ 学生による授業評価を定期的に受けて、授業改善に活用している。 
 ④ 授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図っている。  
 ⑤ 教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。 
 ⑥ 学生に対して履修及び卒業に至る指導を行っている。 

（2） 事務職員は、学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。 
 ① 所属部署の職務を通じて学習成果を認識して、学習成果の獲得に貢献している。  
 ② 所属部署の職務を通じて教育目的・目標の達成状況を把握している。 
 ③ 所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援を行っている。  
 ④ 学生の成績記録を規程に基づき適切に保管している。 

（3） 短期大学は、学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有効に活用している。  
 ① 図書館又は学習資源センター等の専門的職員は、学生の学習向上のために

支援を行っている。 
 ② 教職員は、図書館又は学習資源センター等の学生の利便性を向上させている。  
 ③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や大学運営に活用している。 
 ④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進し、適切に

活用し、管理している。 
 ⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用

技術の向上を図っている。 
 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

 本学の教員は、本学の「学位授与の方針」に対応した成績評価基準により、それぞれ

が担当する授業科目における学生の「学習成果」を評価している。 

 本学のシラバスは、前述したとおり、「授業意図」、「具体目標」、「履修条件」、「授業

計画表」、「成績評価（方法・割合・留意事項）」で構成されている。これらは、各授業

担当教員が、建学の精神に基づいた「学位授与の方針」に対応する「教育課程の編成・

実施に関する方針」に則り、作成したものである。 

 「授業意図」に始まり「成績評価（方法・割合・留意事項）」に終わる構成は、まさ

に、各教員が、学位授与の方針に対応した成績評価基準によって、学習成果を評価して

いることを顕すものである。 

 シラバスにある「授業計画表」には、各授業担当教員の学習成果の状況把握の意味も

ある。 

 「授業計画表」には、授業 1 回ごとに「予習・復習」の項目、「テーマ」の項目、「目

標・教科書」の項目に、それぞれの計画が記されている。半期 15 回の授業なら 15 回
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分、通年 30 回の授業なら 30 回分が毎回記されている。1 回ごとの学習成果（到達目

標）が明示されている。回を重ねる度に、授業科目の「授業意図」、「具体目標」（求め

られる最終の学習成果）に到達するように作成されている。 

 これに合わせ、授業で課題（例えば、小テスト・小論文・小レポート等）を学生に与

えることによって、教員が学習成果の状況を適切に把握できるようにしているわけで

ある。 

本学の単位認定は、各科目の到達目標に対する到達度を、それぞれの授業形態に応

じた成績評価方法により点数化し、評価点が 100 点法に基づき 60 点以上であることを

全学共通としている。なお、成績評価の厳正な運用のための工夫として、学生からの成

績疑義申し立ての制度を設けている。成績評価について疑義や不満のある学生が、成

績通知後に所定の手続を取ることにより、教員から成績判定の内容、根拠等の説明を

受けることができる。成績の評価は、学期末テスト、小テスト、レポート及び卒業研究

等により行い、90 点以上（S）、80 点以上（A）、70 点以上（B）、60 点以上（C）、60 点

未満（D 不合格）の 5 段階となっている。また、他の大学等で履修し取得した単位を、

教授会の審議を経て、学長が本学の同等な内容の科目の単位として認定することがで

きることになっている。 

 

 本学の教員は、学期末ごとに、学生による授業評価を受けている。その評価結果は、

各教員に提示されている。各教員は、評価結果を認識するとともに、授業改善のために

活用している。 

本学では、情報系や簿記会計系、キャリア系、語学系等の教員間における授業内容に

ついて、日常から事務職員も交え、連絡・連携が適切に行われている。 

 各種行事等でも、同様の連絡・連携が速やかになされていることから、この延長線上

に授業・教育方法の改善も自然な形で現れている。 

 専任教員の研究室は、学長・副学長および学科長も含め本館（A 館）2 階および 3 階

に集中して配置されており、意思疎通および協力体制の環境が整っている。特に、専任

教員が共通して担当するクラスコミュニティにおいては、各自が専門性を活かしなが

ら、常に授業内容・授業方法の改善に向けて、様々な意見を出し合い協力・調整を図っ

ている。 

 

 本学事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識し、その成果に多大な貢

献をしている。 

本学の学習成果は以下のとおりである。  

1. 意欲と目標：自己の目標を明確に持つ（態度・志向性） 

2. 実務能力の基礎：ビジネスの基礎を学び、企業・組織で仕事ができる（知識・理解） 

3. 感性・教養・振舞：豊かな人間性に裏付けられた感性・マナーを持った振舞ができる（学習経験の

統合と社会性） 

4. コミュニケーションと問題対応力：多様な社会におけるコミュニケーション力と問題対応力を持つ

（汎用的技能） 

5. 地域への意識：建学の精神と設立の理念を活かし、郷土を愛し、地域社会を担う（学習経験の統合

と社会性） 
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これら 5 つの学習成果を学生が身につけるために、教育課程の編成・実施に関する

方針があり、その具体的提示が下記にみるような基礎科目、教養科目、専門科目であ

る。 

■基礎科目 

 自己理解、マナー、立ち居振舞、職業理解、経営、簿記、情報処理等、社会人の核となる基礎力をま

ず全員で身につけます。 

■教養科目 

 文学、法律、経済、環境をはじめ、手話、英会話の科目を配し、社会人として、より幅広い教養や知

識を身につけます。 

■専門科目 

 将来の目標とする仕事等に応じて、専門分野の知識とスキルを実践的に学びます。それぞれの目標に

応じて、科目を組み合わせ、学ぶことができる科目配置となっています。 

以上のような、一連の学習成果達成過程における、本学事務職員の果す役割は大き

い。学習成果に関わる各種オリエンテーション、ガイダンス等は、本学の求める学習成

果をよく認識している各課所属の事務職員が、各担当教員と連携して、行っている。履

修・卒業に関わる相談、出席管理システムの正確な運用管理、各授業担当教員から報告

された学生の成績等のデータ管理、それをもとにした追試験、再試験、レポート提出等

に関わる適切な学生への指示、助言等は、教務課、情報支援課、図書館等の事務職員た

ちが本学の求める学習成果を認識し、教育目的・目標の達成状況を把握しているがゆ

えに、なせることなのである。また、学生に対する個別指導は、1 年前期はクラス担任

が、1 年後期から 2 年にかけてはゼミナール担当教員がつとめ、きめ細かい指導を行っ

ている。 

本学の「5 つの学習成果」について、教務のみならず、学生支援、入学・広報、進路

支援等、全ての本学事務職員は、教員との連絡を通じ協働し、多大な貢献をしている。 

 新入生ガイダンスの際に、図書館スタッフが図書館の使い方のガイダンスを行い、

図書館ツアーを実施している、なお、その後も、1.本の探し方、2.学術論文の探し方、

3.学内でのみ利用できるデータベースなどの資料検索ガイダンスなどを定期的に行い、

学生の研究活動へとつなげている。 

 本学は経営実務科のみの短大であり、授業におけるコンピュータの活用頻度は高い。

「ICT 活用実習」「会計演習Ⅰ・Ⅱ」「ビジネスソフト実習」「情報技術」などにおいて

積極的にコンピュータを用いている。また、コンピュータの実習を伴わない授業であ

っても、dotCampus という LMS を用いて授業の有効性・効率性を高める努力を行ってい

る。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。 
（2） 入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。 
（3） 学習の動機付けに焦点を合わせた学習の方法や科目の選択のためのガイダンス

等を行っている。 
（4） 学生便覧等、学習支援のための印刷物（ウェブサイトを含む）を発行している。  
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（5） 基礎学力が不足する学生に対し補習授業等を行っている。 
（6） 学習上の悩みなどの相談にのり、適切な指導助言を行う体制を整備している。 
（7） 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には、添削等による指導の学習支

援の体制を整備している。 
（8） 進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。 
（9） 留学生の受入れ及び留学生の派遣（長期・短期）を行っている。 
（10）学習成果の獲得状況を示す量的・質的データに基づき学習支援方策を点検している。  

 
＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

本学では、学校推薦型選抜簿記検定特待生方式で合格した入学手続者へ、入学前に

簿記の課題を課すことで入学後の学習につなげている。また、全ての入学手続者には、

一人暮らしのためのアパートの紹介、パソコン購入を希望する際の必要スペックの紹

介等、学生生活の準備となる情報を提供している。さらに、入学後すぐに通学定期を購

入できるよう、通学証明書は入学前に受け付けし入学式時に発行するなど、便宜を図

っている。 

 

 本学では、経営実務科の学習成果の獲得に向けて、学習支援を組織的に行っている。 

まず、入学者に対する学習成果の獲得に向けての、学習の動機付けに焦点を合わせた

学習の方法や科目の選択のため、次の①～⑥のガイダンスを行っている。 

①教務関連ガイダンス 

②学生支援関連ガイダンス 

③情報ガイダンス 

④資格・CDP 関連ガイダンス 

⑤就職関連ガイダンス 

⑥クラスガイダンス 

 

①は教務担当教員と教務課事務職員、②は学生支援担当教員と学生支援課事務職員、

③は情報系授業科目担当の教員と ICT 企画支援課職員、④は CDP 授業科目担当教員と

エクステンション課職員、⑤は就職担当教員と進路支援課職員が連携して実施してい

る。そして、⑥のクラスガイダンスで、A クラスから H クラスに分かれ、それぞれのク

ラス担任教員がクラスごとに分かれた教室で、①～⑥のガイダンス内容の再確認、個

別指導を行うようにしている。「学習成果の獲得に向けて、学習の動機付け」の徹底化

を図っている。 

さらに、学習成果の獲得に向け、本学では、学生便覧だけでなく、新入生用に Sei-

Tan ガイドブックも発行し、いつでも上記内容を個々で復習できるようになっている。 

本学では、入学前に、入学者全員が入学前テストを受けるようになっている。このテ

ストによって、国語、数学、英語の基礎学力を検査し、基礎学力が不足していると判断

された学生には、「基礎の国語Ⅰ」、「基礎の数学Ⅰ」の授業をそれぞれ受けるように指

導している。英語については、「英語リテラシーⅠ(Basic)」を準備している。学生には

以下のように説明している。 
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英語リテラシーⅠについて 

 「英語リテラシーⅠ」は学生の理解度・習熟度に応じて、「英語リテラシーⅠ(Basic)」、「英語リテラ

シーⅠ(Intermediate)」、「英語リテラシーⅠ(Advanced)」の３つのレベルに分かれています。「英語リテ

ラシーⅠ(Basic)」は英語をしっかりと学ぶ必要がある人向けに開講されています。「英語リテラシーⅠ

(Advanced)」は、通常授業より上級な内容となっています。どのレベルを履修するかは入学前テストの

結果を参考に履修指示が行われますので、指示に従ってください。 

 

基礎の国語Ⅰ・基礎の数学Ⅰについて 

 前期開講の「基礎の国語Ⅰ」「基礎の数学Ⅰ」は、入学前テストの結果により履修対象者を決定します。

履修対象となった学生は、必ず履修してください。 

 ＊「基礎の国語Ⅱ」「基礎の数学Ⅱ」は、自由に履修できる科目です。 

 

進度が速く優秀で意欲ある学生には、「TOEIC Ⅰ」～「TOEIC Ⅵ」等の教養科目、既

述の「専門科目 特別キャリア開発群（CDP）」を用意している。加えて、エクステンシ

ョン課には、下記のような、基礎から応用発展にわたる多様なコース・講座が準備され

ている。以下にその例を示す。 

CS 技能評価試験（ワープロ部門）3 級、2 級、CS 技能評価試験（表計算部門）3 級、2 級、web クリエイ

ター（エキスパート）、簿記検定（日商簿記）1 級、BATIC（国際会計検定）【Subject1】、金融窓口サービ

ス技能検定 3 級、医療事務技能審査試験、医師事務作業補助技能認定試験 

 

また、本学では、各教員が週 2 コマ以上のオフィスアワーを設けているが、それに

限らず、授業の空き時間を利用して、学習上問題を抱えている学生についての相談・指

導、あるいは進度の速い、優秀な学生に対する一層の支援についても、各担当教員が個

別に対応している。研究室はガラス張りのため開放的であるが、ブラインド操作を行

って、相談者のプライバシーに配慮して、指導を受けることが可能となっている。 

 

 本学学生が参加できる大学の海外研修プログラムは多数あるが、現状は 1 年次の夏

休みの研修に参加が集中している。平成 26（2014）年からの 6 年間、プログラムは年々

増加しており、年度ごとの留学数比較は難しい。令和元（2019）年度に短期大学生に提

供されたプログラムは以下の通りである。 

1. MOONSHOT abroad!!  

2. ほし☆たび  

3. 語学研修  

4. エリア・スタディーズ  

5. 個人企画海外研修  

6. 団体企画海外研修  

7. 協定校等主催短期研修  

8. 短期海外実習  

9. 海外ボランティア  

10. 海外インターンシップ 

 

 留学生の受け入れとしては令和元（2019）年 7 月に、協定校のテリム大学校（韓国
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安養市）から 12 名の学生が金沢市に滞在し、1 か月間金沢星稜大学および本学のキャ

ンパスで学んだ。 

 

［区分 基準Ⅱ -B-3 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行ってい

る。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備している。  
（2） クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われる

よう支援体制を整えている。 
（3） 学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。 
（4） 宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。 
（5） 通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。  
（6） 奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。 
（7） 学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。 
（8） 学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。 
（9） 留学生が在籍する場合、留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体

制を整えている。 
（10）社会人学生が在籍する場合、社会人学生の学習を支援する体制を整えている。 
（11）障がい者の受入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整えている。  
（12）長期履修生を受入れる体制を整えている。 
（13）学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極的

に評価している。 
 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

本学では、学生の生活支援のために、学生支援課がある。学生支援担当の教員と学生

支援課事務職員が中心になって、クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に

参画する活動が行われるよう、支援体制を整えている。 

 具体的には、学生が主体的に参画する主な行事として、「新歓交流プログラム」、「運

動会」、「百万石踊り流し」、「プレゼン大会」、「流星祭（学園祭）」、「スキー研修」等が

ある。 

 この他に、「Sei-Tan Act!」という学生が企画運営する小規模な催しがある。例えば、

「七つ橋渡り体験」、「七夕・流しそうめん大会」、「夏休みサバイバル体験」等を開催し

ている。 

学友会主催の「新歓交流プログラム」や「運動会」、流星祭実行委員会が運営する「流

星祭」のみならず、この「Sei-Tan Act!」が存在することで、多くの学生が、行事に参

加する以上の「主体性」の発揮、責任者の役割（立場）を経験することになっている。 

また、毎年開催されるオープンキャンパスにおいても、学生が企画運営する部分を多

く取り入れている。人前で話すことが苦手であった学生が、回を重ねるごとに堂々と

プレゼンテーションしていくようになっていく。組織だった行動に後れをとっていた

学生が機敏に自らの役割を果たしていくようになっていく。オープンキャンパスは、
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彼女たちが、高校生の前で、リーダーシップとフォロワーシップを遺憾なく発揮する

絶好の機会となっている。 

本学は、金沢星稜大学と同一キャンパスに移転したことによって、大学との一体感

が増している。学生のクラブ・サークル活動においても、本学と大学のクラブ・サーク

ルが一体化し、より多くの選択肢が本学学生にもたらされるようになった。以下に、そ

れを紹介する。 

スポーツ系のクラブ・サークルには、硬式野球部、準硬式野球部、軟式野球部、サッ

カー部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部、女子バ

スケットボール部、硬式テニス部、ソフトテニス部、バトミントン部、トランポリン

部、剣道部、弓道部、卓球部、野外スポーツ部、陸上競技部、空手道部、ハンドボール

部、バトントワリングサークルなどがある。 

文化系のクラブ・サークルには、茶道部、華道部、書道部、文芸部、星短オープンキ

ャンパス・プロジェクト、学生赤十字奉仕団、軽音楽部、Star Blue Jazz Band、吹奏

楽部、美術部、ミュージックサークル、星稜クラシックギターサークル、手話サーク

ル、おもてなし娘などがある。 

 但し、本学オープンキャンパスや学園行事等で、短大独自の活動を行う SOP(星短オ

ープンキャンパス・プロジェクト)は、本学学生のみが所属可能である。 

 本学では、3 人以上の部員と 1 人の顧問（教員）がいれば、好きなクラブ・サークル

を申請して創部することができること、つまり「友だちが集まってこれがやりたい！

と思ったらぜひ新しい部を作って星短生活を盛り上げてください」というメッセージ

を常に学生たちに送っている。 

 さらに、これまで大学が単独で行ってきた「ジャンプ・チャレンジ企画」に、平成 25

（2013）年から正式に本学学生が参加できるようになったことは、学生支援面での大

きな成果といえる。 

この「ジャンプ・チャレンジ企画」は、同じ目標・興味を持つ学生同士の団体が、5

つのテーマ（地域活性化、国際交流、学生支援、大学活性化、地域貢献）のいずれかに

関わる活動を企画し、応募することから始まる。その企画、応募した活動を通して「自

分を超える力をつける」ことができるかどうかが審査され、採択された場合には活動

資金が援助されるというものである。 

学生が、卒業前に、社会で役立つ基礎力を養うことを目的にしている。まさに建学の

精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」の発揮である。 

「ジャンプ・チャレンジ企画」の採択方法は、エントリーシートの提出→教職員で構

成される Seiryo Jump Project 推進チームによる面談→申請書提出・審査→ジャンプ・

チャレンジ審査委員会（審査員：教職員・学生代表）によるプレゼン審査→採択という

手順である。 

本学学生も、大学生に混ざって、これらの企画に積極的に参加している。これも、他

の短期大学では見られないことで、その意義は非常に大きい。 

本学は、学生のキャンパスライフにおいて、その利便性や快適さに充分配慮してい

る。まず、学生一人ひとりに専用ロッカー(ダイヤルロック式)を設置しており、鞄やバ

ッグ等を収納できるため、学内では身軽に行動でき、着替え等にも便利と好評である。
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食堂については、平日、土日祝日・学校休業日においても、ほぼ一年中朝 6 時半から

夜 8 時半まで営業されている。朝食、昼食、夕食が準備されており、親元から離れ、一

人暮らしをする学生の食生活を支えている。 

また、学内にセブンイレブンがあり、便利な存在となっている。加えて、近くにはフ

ァミリーマート金沢星稜前店もある。さらに、学内には簡易郵便局や学園が運営する

星稜プラザもある。星稜プラザでは、学園グッズの購入、自動車学校等の申し込み等が

できる。金融機関の ATM も学内には設置されている。 

キャリアデザイン館の 4 階から 5 階には本学専用の教室がある。この棟の中庭側の

外壁はガラスカーテンウォールの洗練された印象であり、川側の外壁は木の柔らかな

印象を演出している。周辺環境との調和を図った設計といえ、特に女子学生にとって

は快適な環境となっている。付設した専用のテラス（5 階）やラウンジ（4 階）は、本

学学生たちの充実した交流スペースとなっている。 

キャリアデザイン館の 3 階には進路支援課とエクステンション課があり、学生が利

用しやすい造りとなっており、就職支援、資格取得支援のベースとなっている。メイク

アップ、ヘアメイク等に使用される大鏡が設置された女子学生専用の部屋「れでぃ・せ

っと・ごー」という部屋があり、面談、小会議等に使用される「きんぎょ鉢」、「ビード

ロ」といった部屋もある。 

2 階には、1 階から吹き抜けの多目的階段教室とラウンジがあり、CDP 受講学生が多

く使用している個別学習室がある。 

学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制については、保健室、

学生相談室が設置されている。学生の就職活動に関わる進路支援課の職員にも、産業

カウンセラー資格を取得している者が多く、個別の打ち合わせや教授会等での報告に

よりゼミ担当教員との連絡・連携が図られている。 

学生生活に関して学生の意見や要望の聴取には、ゼミやクラブ・サークル、学園行事

等の活動を通じ、学生と教職員との間でなされる会話が果たす役割は大きい。日頃の

学生とのやりとりの中で、色々と教えられる点が多いからである。その結果、改善され

たことも多い。 

本学は、IR 東金沢駅から徒歩約 20 分の距離にあり、近隣の大学・短大と比べ、通学

に便利である。自転車通学者には駐輪場、自動車通学者には駐車場が準備されている。

また、バスの停留所も隣接している。 

学生寮はないが、本学の周りには家賃 4万円程度の学生向けアパートが十分にあり、

本学で紹介もしている。 

本学では、次のような特待生や奨学金が用意されていることを学生に周知している。 

以下、本学ウェブサイト掲載内容を紹介する。 

 

特待生制度について 

家賃・遠距離通学費支援制度 

遠方からの入学者の経済的負担を支援する制度です。 
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◆適用対象となる本学が指定するエリア  

石川県外のほか、珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、志賀町、七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、

小松市、加賀市、白山市（※河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰の 5 地域のみ対象 )  

家族の居住地も同市町にあることが条件。 

※尚、当支援制度については、2021 年度入学者選抜より適用となります。 

※年間授業料を上限に、他の特待生制度と併用は可能です。 

 

簿記特待生 

 

CDP 特待生 

 

 

修学支援新制度について 

本学は、令和 2（2020）年度から開始される国による「高等教育の修学支援新制度」の対象大学となり

ました。 大学等における修学の支援に関する法律に基づき、令和 2（2020）年度から授業料及び入学金

の免除並びに日本学生支援機構が実施する給付型奨学金の給付が行われます。 

 

奨学金制度について 

奨学金制度 

奨学金制度には、日本学生支援機構奨学金・各地方自治体奨学金があります。 

家庭の事情などにより学費の納入が困難であったり、自分で学生生活費を補わなければならない学生

にとって、安定した経済生活を設計するうえで大切な制度です。 

対象者 本学が指定するエリア（◆）の出身者で、学校推薦型選抜[公募制方式(一般

／専門学科・総合学科)]と一般選抜[一般方式(A 日程)]の各選抜区分において

成績上位で合格し、入学した方。 

支援内容 通学費用またはアパート等の住居費の補助（月額上限 20,000 円×12 ヵ月 ※

通学費用は実費に限る）。 

ただし、自家用車等での通学となった際は制度対象外。※1 年次のみの適用と

なります。 

選考方法 各入学者選抜の成績によって選考します。 

学校推薦型選抜 

簿記検定特待生方式 

（全商１級） 

この入学者選抜の合格者は、1 年次に「CDP 会計」を受講することを

条件に、特待生として 1 年次前期の授業料のうち入学者選抜区分によ

り半額または全額を免除します。 

※1 年次後期は、1 年次前期の学業成績により改めて特待生を選考し

ます。 

2 年次の特待生選抜は実施せず、「CDP 会計」を受講中の者で、税

理士試験又は簿記検定（日商簿記 1 級または全経簿記上級）に合格

した者に、受験年度の授業料を全額返還します。 

学校推薦型選抜 

簿記検定特待生方式 

（日商２級） 

 

一般選抜 

CDP 特待生一般方式 

この入学者選抜の合格者は 1 年次に「CDP 公務員」を受講するこ

とを条件に、特待生として 1 年次前期の授業料のうち合格区分に

応じ全額または半額を免除します。 

※1 年次後期は、1 年次前期の学業成績により改めて特待生を選考

します。 

2 年次の特待生選抜は実施せず、「CDP 公務員」を受講中の者

で、本学が指定する公務員採用試験に合格した者に、受験年度の

授業料を全額返還します。 

一般選抜 

大学入学共通テスト利用

CDP 特待生方式 
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募集時期 

•定期採用：4 月中旬に説明会を開催します。（詳細は掲示板を確認してください） 

•緊急･応急採用：主たる家計支持者の失職、死亡、または火災等による家計急変のため奨学金の貸与の

必要が生じた場合、臨時的に採用されるものです。 

こうした事情が発生した時は、速やかに事務局学生支援課に相談することが必要です。 

•予約採用：高校在学時に申請し、大学入学後所定の手続を行い貸与が開始されます。 

 

本学では、学則第 4 章「授業科目・履修方法及び課程修了の認定」において、長期履

修学生について以下のように定めている。 

（長期履修学生） 

第 18 条の 2 第 5 条の 2 第 1 項に定める修業年限を超える一定の期間にわたり授業科目を履修すること

を目的として、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、長期履修学生として入学を許可する。 

 

 本学では、学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）を積極的

に評価している。令和 2（2020）年度は学外の活動を思うように実施できなかったが、

例年、ゼミナール活動として外部の研究報告、地域調査、活動を行っている。なお、令

和元（2019）年度は、「信川ゼミの企業探訪」「第 4 回国際 ICT 利用学会全国大会での

発表」「「秋の味覚と能登牛肉まつり in 能登町」でボランティア」「神社での作法を外

国人に指南する御朱印ツアー（横野ゼミ）」などを実施した。令和 3（2021）年度から、

状況を見て再開する予定である。 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 進路支援を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。 
（2） 就職支援のための施設を整備し、学生の就職支援を行っている。 
（3） 就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。 
（4） 学科・専攻課程ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就

職支援に活用している。 
（5） 進学、留学に対する支援を行っている。 

 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

本学では、1 年次前期に「クラスコミュニティ」、1 年次後期に「プレゼミナール」、

2 年次に「ゼミナール」を必修科目としている。各クラス、各ゼミ担当教員は、所属す

る学生の個々の動向を把握しやすくなっている。そのため、進路支援に関し、担当事務

職員との連絡・連携が有効に機能するようになっている。進路支援においても、教育職

員と事務職員相互の連絡・連携体制が確立しているといえる。 

本学の進路支援課では、就職ガイダンス、就職相談、カウンセリング、面接練習、エ

ントリーシート・履歴書の添削指導等の他に、以下に見るような就職支援イベントを

開催している。 

以下、本学ウェブサイト掲載内容を紹介する。 
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◆大学生との合同参加プログラム 

進路支援課では、「MoonShot 講座」、「MoonShot abroad」、「ほし☆たび」など、金沢星稜大学と合同で

参加できる進路支援プログラムを行っていることが特色です。 

・MOONSHOT abroad!! 

夏休みの期間を利用してフィリピンのセブ島に語学研修に行きます。 1 日 8 時間以上のマンツーマン

レッスンを 9 日間受けるので、遊び半分の短期留学とは本気度が違います！  

費用も 2 週間で 15 万円と格安なのも魅力的です（宿泊費・食費・授業料・航空券込み）。  

・難関企業対策講座『MOONSHOT 講座』 

航空・観光・金融業などの難関企業を目指す女子学生のための特別講座。  

中部国際空港の見学や現役 CA からの実践的な研修を行っています。受講者限定の個別ヘアメイク相

談も好評です。 

・ほし☆たび 

大学と合同で行う船上での就職合宿！   

これまで北海道・上海（中国）・沖縄・ウラジオストク（ロシア）に行きました。たった１週間の船旅

で人生が大きく変わる経験ができるかもしれません。 

 

◆星短独自プログラム 

北陸唯一の女子短期大学ならではの特徴を生かした独自の進路支援プログラムを実施しています。 

・就活コフレプレゼント！（星短独自プログラム） 

就職ガイダンスの一コマとして、参加した 1 年次に「クリニーク」や「資生堂」「RMK」の化粧品をプ

レゼントしています。  

口紅を中心とした就活コフレは厳しい就活に立ち向かうための心強いアイテムです。 

・キャリア合宿 

1 年次の夏休みに行う星短の恒例行事。働く OG から仕事の話を聞いて、ほんの少し前まで高校生だっ

た星短生たちが、社会人に一歩近づきます。  

ユニークな由来のある就活メニューも名物です。 

・メンタイコ合宿 

面接（メン）・対策（タイ）・自己（コ）分析合宿 

1 年次の冬に行われる通称メンタイコ合宿。これまでの自分を振り返り、素の自分の良さを面接で伝

えられるようにするための合宿です。 

・星短オリジナルの就職支援サイト『ほしなび sister』 

現代の就職活動は「情報戦」。星短オリジナルの就職支援サイト「ほしなび sister」では、会社説明

会・選考会情報や進路課ニュースなど就職活動を有利にする情報提供を行っています。 

  

◆キャリアデザイン館内の「進路支援課」 

進路支援課は平成 24（2012）年に完成したキャリアデザイン館内にあります。  

就職に強い金沢星稜大学と同じ場所にあるので、大学生から刺激を受けることができます。 

このほか、進路支援課の職員が就職状況を分析し、定期的に学長や教授会に報告し

ている。その結果を受け、各教員がゼミナール等でアドバイスを行っている 

以上のような就職支援に関連して、就職担当教員と進路支援課職員が呼びかけ、教

職員一丸となり、日常的に連絡・連携し、ゼミ単位、個別、学生ごとの就職活動の状況

把握、対策検討に努めている。 

本学においては、経営実務科全体の就職支援対策とゼミ単位・学生ごとの就職支援

対策が、整合性を持つように練られ、組織的に実施されていることが特筆される。「顔

の見える」支援、「穴のない」対策を目指しているからである。 
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進学および留学の指導は、進路支援課やゼミナール担当教員が行っている。 

留学に関しては、近年、在学中の海外研修参加率は著しく増加しており、英語学習に

対する意欲も高まってきている。この動きに対応するため、継続的に英語学習をサポ

ートする仕組みの一環として、令和元（2019）年度より学生ホールの一角にカウンター

で仕切られたコーナーを設け、ネイティブの教員による English Café を週 2 回開催し

ている。正規の授業以外に、学生が気軽に立ち寄り英語で会話することができる場を

設けたものであり、海外研修前の事前学習のサポート及び海外研修後の継続的な英語

学習のサポートを行っている。もっとも令和 2（2020）年度に関してはコロナ禍により

実施できなかったが、再開する予定である。  
 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の課題＞ 
令和 2（2020）年度はコロナ禍で、予定していたイベントが軒並み中止となった。次

年度以降についてはコロナ禍が収束次第、学友会と相談した後、Sei-Tan-Act（学友会

活動）等のイベントを順次再開する予定である。 

 
＜テーマ 基準Ⅱ-B 学生支援の特記事項＞ 
特記事項なし 
 
＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 
（a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

 

本学カリキュラムの見直しについては今後、社会的ニーズを調査し、時代に即した内容の科目を配置

する予定である。調査については、企業のトップや採用担当者及び高校の先生方へのインタビューを想

定している。 

行動計画の実施状況 

ＩＴ企業の経営者にインタビューをし、デジタルトランスフォーメーション関連の

科目を新設することとした。また、“実践にもとづくビジネス教育の強化”の趣旨のも

と、「経営実務（1 年前期）」を「経営実務Ⅰ（1 年前期）」「経営実務Ⅱ（1 年後期）」に

拡充した。 

 
（b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

コロナ禍ではあったが高校の先生方へのヒアリングを実施した。令和４年度はさら

に高校訪問を拡充する予定である。
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 
 
［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 
 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学及び学科・専攻課程の教員組織を編制している。 
（2） 短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数を

充足している。 
（3） 専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経

歴等、短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼任・兼担）を

配置している。 
（5） 非常勤教員の採用は、学位、研究業績、その他の経歴等、短期大学設置基準の

規定を準用している。 
（6） 教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員等を配置している。 
（7） 教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。 

 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

本学の教員組織は、学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手で構成される

ことになっている（学則第37条）。令和4（2022）年度の専任教員は以下のとおりであ

り、短期大学設置基準を充足する教員数を配置している。 

                  令和4（2022）年5月1日現在 （単位：人）   

学科名 
専任教員数 

短期大学設置基準で定

める教員数 

第22条別表第1 

教授 准教授 助教 計 〔イ〕 〔ロ〕 

経営実務科 5 4 1 10 7（3） 3（1） 

小計 5 4 1 10 7（3） - 

〔ロ〕     - 3（1） 

合計 5 4 1 10 10（4） 

※（ ）内はうち教授数   

 専任教員で補えない科目等については、金沢星稜大学教員または非常勤の適任者を

採用して対応している。また、本学の教育・指導方針等について理解・協力を得られ

るよう授業実施前に分野ごとに専任教員と非常勤講師の打ち合わせを行っている。 

教員の採用については、「金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の採用に関する規

程」に基づき、広く優れた人材の確保に努めるとともに、設置基準に準拠した「金沢

星稜大学女子短期大学部教育職員の資格審査に関する規程」により、当該専門分野の

教員等よる資格審査を行い、教授会の議を経て職位を決定している。また、教員採用

の選考委員による審査を経て、適正に採用が決定されている。  
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 昇任者についても、同様に「金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の資格審査に関

する規程」に基づき、教育・研究等の業績評価を基に、選考委員会により資格審査対

象者を選考している。理事長は、資格審査対象者の昇任の適否を教授会に諮問し、そ

の答申を受け昇任を適正に決定している。 

「金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の資格審査に関する規程」における教授、

准教授、講師、助教、助手の資格規定は以下のとおりである。 

 

金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の資格審査に関する規程 

 

（趣 旨）  

第 1 条 この規程は、金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の採用又は昇格における資格審査の基準並

びに手続を定めるものである。  

（基 準）  

第 2 条 教育職員の資格審査の対象となる者の資格は、第 3 条から第 8 条に定めるとおりとし、年数の

基準については別表のとおりとする。  

（教育職員の資格）  

第 3 条 教育職員となることのできる者は、教育に専心し、短期大学における教育を担当するにふさわ

しい教育上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

（教授の資格）  

第 4 条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、特に第 4 号又は第 7 号

を重視する。 

（1）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有す

る者  

（2）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者  

（3）学位規則 （昭和二十八年文部省令第九号）第五条の二に規定する専門職学位（外国において授与

されたこれに相当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有す

る者  

（4）芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあっては実

際的な技術に秀でていると認められる者  

（5）大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講師の経

歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者   

（6）研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者  

（7）特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者  

（准教授の資格）  

第 5 条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、特に第 4 号を重視す

る。  

（1）前条各号のいずれかに該当する者   

（2）大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相

当する職員としての経歴を含む。）のある者  

（3）修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当

する学位を含む。）を有する者  

（4）特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者  

（講師の資格）  

第 6 条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、特に第 2 号を重視する。  

（1）第 3 条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者  

（2）特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認め
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られる者  

（助教の資格）  

第 7 条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、特に第 3 号を重視する。  

（1）第 3 条又は第 4 条各号のいずれかに該当する者   

（2）修士の学位（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実

践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、

学士の学位）又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当

する学位を含む。）を有する者  

（3）特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者  

（助手の資格）  

第 8 条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

（1）学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者  

（2）前号の者に準ずる能力を有すると認められる者  

（選考委員会）  

第 9 条 教授会は、資格審査の対象となる教育職員を選考するため、選考委員会を置く。  

2 選考委員会は、原則として指定した期日までに資格審査対象者の有無を確認し、当該対象者がある場

合は速やかに審査を開始する。  

3 選考委員会は、審査結果を教授会に報告する。  

4 選考委員会が資格審査の対象となる者を選考するにあたり、教員データベース及び教員業績評価シス

テムの記載事項を参考にする。 

5 審査は、教育力評価、論文評価、その他の業績評価等により行う。 

（構 成）  

第 10 条 選考委員会は次の委員をもって構成する。  

（1）学長  

（2）学科長 

（3）事務局長 

2 委員長には、学長をもって充てる。  

3 学長は、第 1 項の構成員のほか必要と認めた者を委員に加えることができる。  

（資格の決定）  

第 11 条 学長は、選考委員会の審査結果報告について、教授会で審議し決定する。  

2 学長は、前項の審査結果を理事長に報告する。  

（規程の改正）  

第 12 条 この規程の改正は、教授会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。  

  

付 則  

1 この規程は、平成 24 年 9 月 28 日に金沢星稜大学女子短期大学部教育職員の資格審査と任命に関す

る内規を廃止し、平成 24 年 9 月 28 日から施行する。  

2 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に定める助手であった者は助教の、助教授であったもの

者は准教授の年数とみなす。 

付 則  

この規程は、平成 26 年 2 月 21 日に「規程第 9 条に規程する会議」を廃し、平成 25 年 4 月 1 日に遡り施

行する。 

付 則 

この規程は、平成 28 年 5 月 27 日に年数の基準及び教育職員の資格、審査の方法について一部改正し、

平成 28 年 5 月 27 日より施行する。 

付 則  

この規程は、令和 2 年 2 月 28 日に資格審査の方法及び選考員会の構成等を一部改正し、令和 2 年 4 月 1
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日から施行する。 

  

別表（年数の基準） 

（1）新たに採用する者  

 

 

 

 

 

 

（2）本学在職者の昇格 

 

 

 

 

 

（3）特例 

 前任校の職位で本学に着任した場合は、前任校での在職年数を加えることができる。ただし、 

着任初年度は審査の対象としない。基準を満たしていない場合においても、研究業績及び教育上 

の功績又は実務経験が特に顕著な者、並びに本学として特に昇格させる必要があると認められる 

者については、審査の対象とする場合がある。 

 

以上のように、採用者、昇任者ともに短期大学教育を担当するにふさわしい資格と

資質を有していることを審査した上で、採用、昇任の決定がなされている。また、非

常勤講師の新規採用についても教授会で適切に審査を行っている。 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 専任教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活

動を行っている。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は教育

課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。 
（2） 専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。 
（3） 専任教員の研究活動に関する規程を整備している。 
（4） 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みを定期的に行っている。 
（5） 専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。 
（6） 専任教員が研究を行う研究室を整備している。 
（7） 専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。 
（8） 専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。 
（9） FD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 

 ① 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。 
（10）専任教員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう学内の関係部署と連携している。  

教授 着任時に学部卒業後 15 年以上を経ている者 

准教授 着任時に学部卒業後 10 年以上を経ている者 

講 師 着任時に学部卒業後 5 年以上を経ている者 

助 教 着任時に学部卒業後 2 年以上を経ている者 

助 手 着任時に大学の学部を卒業した者 

教授 
昇格時に准教授就任後 3 年以上を経ている者のうち学部卒業後 15

年以上を経ている者 

准教授 
昇格時に講師就任後 3 年以上を経ている者のうち学部卒業後 10 年

以上を経ている者 

講 師 
昇格時に助教就任後 3 年以上を経ている者のうち学部卒業後 5 年

以上を経ている者 
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＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

本学は、教員の採用、昇任において、採用者、昇任者ともに短期大学教育を担当する

にふさわしい資格と資質を有していることを審査した上で採用、昇任を決定しており、

優れた人材を確保している。本学に相応しい「教育研究」活動、すなわち「教育」活動

を裏打ちするための「研究」活動、ないし教育活動そのものを研究対象としている教員

で構成されていることが、本学の強みとなっている。 

外部研究費については、手塚准教授が「コープいしかわ 2021 年度(第 12 回）地域活

動助成金」として「地域財としての加賀れんこん食育活動の実践」のテーマにより助成

金を獲得している。科研費については、令和 3（2021）年度は 1 名が応募したが採択に

は至らなかった。 

教員一人一人が、積極的に教育活動の裏づけを行えるよう、研究（教育準備）時間確

保に配慮している。個々別々に、週に 1 日、講義等を実施しない「研究日」をつくる工

夫をしている。 

研究費についても、個人研究、共同研究及びプロジェクト研究所の助成を行ってい

る。研究の内容及び成果については、毎年度開催する研究成果報告会で発表されるほ

か、金沢星稜大学学会短期大学部会が発行している『星稜論苑』（金沢星稜大学学会短

期大学部会、年報）や『総合研究所年報』（金沢星稜大学総合研究所）等で公表してい

る。 

 専任教員の研究活動に関する規程については、学校法人稲置学園研究規程、学校法

人稲置学園研究活動補助費規程、学校法人稲置学園知的財産取扱規程、学校法人稲置

学園公的研究費の取扱い及び研究活動の不正防止に関する規程、学校法人稲置学園に

おける研究データ等の保存及び管理に関する規程を整備している。 

 専任教員の研究倫理を遵守するための取組みは、上述規定を適切に整備、運用する

ほか毎年 1 回、総合研究所主催「科研費獲得のための説明会及び研究倫理研修会」を

行い、研究倫理遵守について啓蒙するとともに「APRIN ｅラーニングプログラム」の

受講を義務づけている。なお、令和 2（2020）年度は 6 月 30 日にオンラインにて開催

された。 

 研究室は、1 人 1 部屋が割り当てられ、広さも十分に確保している。 

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等については、「金沢星稜大学・大学院教

育職員海外派遣研修規程」に準じることとしている。 

 FD・SD 活動は「FD・SD 活動に関する内規」のもと、短大独自のものと大学と共同で

行うものとを組み合わせ、適切に行っている。 

 

令和 3（2021）年度 FD・SD 活動  

回 日時 内容 

第 1 回 6 月 30 日 「大学の授業と著作権について」 

第 2 回 7 月 28 日 「数理・データサイエンス教育の取り組みについて」 

第 3 回 11 月 17 日 
「2022 年度からの数理･AI･データーサイエンス教育につい

て」 
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第 4 回 2 月 15 日 「2021 年度 大学・短大ハラスメント研修」 

第 5 回 2 月 17 日～24 日 「学園全体ハラスメント研修」オンデマンド 

 

なお、情報関連科目については、非常勤講師との連携がより重視されることから、専

任教員と非常勤講師の連絡会を定期的に設けている。 

 専任教員は、教務課や学生支援課の職員と適宜連携し、学生の学習成果獲得の向上

に日々努めている。 

 

［区分 基準Ⅲ -A-3 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備してい

る。］ 

※［当該区分に係る自己点検・評価のための観点］ 
（1） 短期大学の教育研究活動等に係る事務組織の責任体制が明確である。 
（2） 事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。 
（3） 事務職員の能力や適性を十分に発揮できる環境を整えている。 
（4） 事務関係諸規程を整備している。 
（5） 事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。 
（6） SD 活動に関する規程を整備し、適切に実施している。 
（7） 日常的に業務の見直しや事務処理の点検・評価を行い、改善している。 
（8） 事務職員は、学生の学習成果の獲得が向上するよう教員や関係部署と連携している。  

 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

事務部門は併設の金沢星稜大学と一体化されており、大学・短期大学部事務局とし

て運営している。事務部門を統括する者として事務局長が置かれ、その補佐として副

局長を配置、各課（庶務課、教務課、学生支援課、入学課、広報課、進路支援課、総合

研究所）にはそれぞれ課長が置かれ、責任と連絡体制が明確になっている。毎週月曜・

水曜の朝、各課代表者による「事務調整連絡会」にて、業務の確認・評価を行うことで

事務運営の改善につなげている。 

事務部署は課ごとに配置されており、情報機器や備品等、一般的な大学事務に必要

なものは揃っている。また、本学の教職員は全員、グループウェア「サイボウズ Garoon

（ガルーン）」を活用しており、教育職員・事務職員は密な情報共有をはかることで、

学生の学習成果の獲得を向上させている。 

職員一人ひとりの資質・能力の向上を図るため、学内で職員研修を実施するととも

に外部の研修会等に参加し専門知識の習得に努めている。また、資格の取得等、事務職

員の自発的な取り組みの研修費用を補助する制度もある。 

人事は稲置学園総務部が担当しており、各職員の能力や適性に応じた配置を行うと

共に、事務組織についても都度の見直しを行っている。事務局の組織及び各課の事務

分掌、職制の任務等は、「学校法人稲置学園事務組織及び事務分掌規程」に規定されて

いる。 

 

 



金沢星稜大学女子短期大学部 

72 

［区分 基準Ⅲ-A-4 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切

に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教職員の就業に関する諸規程を整備している。 
（2） 教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。 
（3） 教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。 

 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

教職員の就業に関しては、労働基準法等の関連法令等に基づき「学校法人稲置学園

就業規則」及びその他就業に関する諸規程を総務部が整備し、適正な人事・労務管理を

行っている。 

本学園の諸規程等については、規程管理システムで管理し、全教職員は、学内ネット

ワーク上から最新の規程を常時閲覧できる。 

働き方改革等を踏まえ、関連規程を整備・周知するとともに、超過勤務や休暇取得に

関連する法令等を遵守するよう各会議等で指示・指導しており、ワークライフバラン

スの充実に向けた職場環境づくりに努めている。また、令和元年（2019）年度からハラ

スメント防止策として、「ハラスメントに関するアンケート」を毎年実施し、教育現場

や職場におけるハラスメント撲滅に努めている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 
文部科学省から「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」の提言があり教育

界自体も大きな変革が期待される。法人が持続可能な組織・体制を構築し、教育機関と

しての使命を有効に発揮するためには、業務の健全性・適切性の確保及び職員の働き

方改革並びに人材育成が、重要課題である。したがって、これまでの就業意識を改革す

るための業務プロセスの適正化及び柔軟な働き方への対応、並びに客観性・公正性を

重視した人事考課制度の導入と職員の就業意識改革を促進する人材育成プログラム

（キャリアパスの明示）の構築等、法人としての組織的な取り組みが必要不可欠であ

る。 

人材育成プログラムの基本的な取組みとして、新たな人事制度を導入し、各職階に

求められる役割を果たすために必要な能力や専門性を明確にしているが、今後さらに

キャリアパスに応じた役割、能力、業績、情意等を身につけるための体系的な階層別研

修プログラムの策定にも着手する。 

また、近年は「実学教育」重視の観点から、実績・実務経験が豊富な教育職員の採用

を増やしているが、一方で50歳以上が6割以上を占め、40歳未満の教員が在籍しておら

ず、若手教員が相対的に少ないため、教育職員の年齢構成の偏りの是正が課題である。 

 
＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 
 特記事項なし 
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、そ

の他の物的資源を整備、活用している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（2） 適切な面積の運動場を有している。 
（3） 校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。 
（4） 校地と校舎は障がい者に対応している。 
（5） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習室、実験・実習

室を用意している。 
（6） 通信による教育を行う学科・専攻課程を開設している場合には、添削等による

指導、印刷教材等の保管・発送のための施設が整備されている。 
（7） 教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・備品を整備している。  
（8） 適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。 
（9） 図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席数

等が適切である。 
 ① 購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。 
 ② 図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。 

（10）適切な面積の体育館を有している。 
（11）多様なメディアを高度に利用して教室等以外の場所で授業を行う場合、適切な

場所を整備している。 
 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

短期大学設置基準では、本学に必要な校地面積は 3,000 ㎡、校舎面積は 2,350 ㎡と

なっている。本学の校地は全て金沢星稜大学（設置基準面積 校地 26,320 ㎡ 校舎

15,119 ㎡）との共用となっており、校舎敷地面積 35,001 ㎡、運動場用地 105,029 ㎡を

有しており、校地面積基準を充足している。また校舎面積は、本学専用面積が 2,003㎡、

大学との共用面積が 23,028 ㎡となっており校舎面積基準を充足している。 

 本学と金沢星稜大学の校舎は、本館（A 館）、稲置記念館（B 館）、キャリアデザイン

館（C 館）、メディアライブラリー（M 館）及びグローバルコモンズ（G 館）により構成

されている。 

 本学の講義は、キャリアデザイン館（C 館）の 4 階から 5 階をメインに実施してお

り、各種講義形態に合せて、24 人から 180 人収容の教室を整備している。大中教室に

プロジェクターとスクリーンを備えているほか、ワイヤレスマイクやブルーレイディ

スクプレイヤーを設置している。小教室には可動式で軽量な机と椅子を配置するとと

もに、プロジェクターや移動式ホワイトボードを設置し、グループワークなど多彩な

授業の運営が可能となっている。また、出席管理システムを導入し、全ての教室にシス

テムの端末を整備している。授業の出席状況を担当教員が容易に把握することができ、

履修指導の一助となっている。 



金沢星稜大学女子短期大学部 

74 

メディアライブラリー（M 館）の３階には情報演習室が 6 室あり、300 台のパソコン

を設置し、メディア活用の推進・教育研究に対応できる環境を整備している。アプリケ

ーションソフトは、Microsoft Office のほか、Stata や SPSS など統計解析ソフト、会

計ソフト及びメディア・デザインソフトを用意している。学生は授業の入っていない

情報演習室を自由に活用することができる。また、教員が研究室から配信する授業を、

学生ホールやラウンジ、各館の渡り廊下などに設置してあるパソコンを使って受講で

きるほか、レポートや資料の作成、情報検索などの自主学習もできるようになってい

る。教室、演習室への持ち出し可能な学生用メートパソコンも用意し、無線 LAN（Wi-

Fi）の整備も含めて学内の ICT 環境を整備している。 

また、本学では「dotCampus（ドットキャンパス）」という LMS を使用し、ウェブサイ

ト上で授業科目毎に学習教材の配信やテスト・レポート管理、教員と学生の質疑応答

などを行っている。教員は、学生一人ひとりの学習の進捗状況を把握できるため、個々

の状況に応じた指導ができ、学生も、自分のペースでの学びがしやすくなるという利

点がある。このシステムはウェブサイトからログインすることで、学内外問わず利用

することができるようになっている。 

体育施設も金沢星稜大学と共用であり、運動場 3 か所計 105,029 ㎡、体育館 2 か所

計 10,586 ㎡を有しており、運動場・体育館ともに適切な面積を確保している。体育館

には 2 階メインアリーナにバスケットコート 2 面、1 階に人工芝のテニスコート 2 面

を整備している。星稜スポーツセンターにはトレーニングジム、ダンススタジオ、剣道

場、武道場及び卓球場を整備している。稲置学園テニスコートは屋外に人工芝のコー

ト 6 面を有し、陸上競技場として稲置学園総合運動場を有している。これらのスポー

ツ施設は、授業のほか運動部の課外活動及び学内外の各種イベント等において活用し

ている。 

障がい者への対応については、各館内におけるスロープや手すりの設置のほか、多

目的トイレとエレベーターの整備など、バリアフリー化が進んでいる。また、A 館、B

館、C 館と M 館の連絡は、2 階、3 階の渡り廊下で繋ぎ、各館の移動にも配慮している。 

 

稲置記念館（B 館） 

階 教室等名 座席数 備 考 

1 

ピアッツア工房 

B 01 造形工房 

B 11 あそび工房 

B 12 表現工房 

B 13 リズム工房 

 

金沢星稜大学人間科学部用の教室で、こどもに関する

「あそび」「表現」「リズム」を実践的に学ぶことができ

る。 

2 

B 21 星稜フォーラム 

 

ピアッツア工房 

B 02 実験工房 

449 

 (B21） 

B21（星稜フォーラム）教室は、講義のほかに講演会、進

路ガイダンスで使用している。 

ピアッツア工房Ｂ02 教室は、金沢星稜大学人間科学部用

の教室で、「理科実験」を学ぶ実習室である。 

3 大学・短期大学部事務局  

事務組織のうち、庶務課、教務課、学生支援課、入学課、

広報課、総合研究所、地域連携センター、情報戦略課を

配置している。 

4 図書館書庫  積層書架及び電動書架を設置している。 

5 

6 
講堂 1259 学位記授与式、大学祭、各種イベントで活用している。 

 

キャリアデザイン館（C 館）  
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階 教室等名 座席数 機器・備品 備 考 

1 

C11（階段教室） 

C12 ナースリー工房 

C13 クッキング工房 

80 

(C11) 

 C11 教室は多目的なイベントで

も使用。C12.C13 教室は、金沢星

稜大学人間科学部用の教室で、

保育・調理の実習施設である。 

2 

C21（自習室） 17  

主に CDP（キャリア・ディベロッ

プメント・プログラム）、エクス

テンション講座で使用してい

る。 

C22（自習室） 40  

C23 80 プロジェクター1 台 

C24 74 プロジェクター1 台 

C25 49 プロジェクター1 台 

3 

C31 18 プロジェクター1 台 

C32 20 プロジェクター1 台 

C33 20 プロジェクター1 台 

大学・短期大学部事務局  

 事務組織のうち、進路支援課、

エクステンション課、教職支援

センターを配置している。 

4 

C41 48 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

C42 48 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

C43 48 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

C44 48 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

5 

C51 125 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

C52 70 プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

C52・C53 教室を連結し、180 名

収容の教室に変更して使用でき

る。 C53 110 

C54 24 
プロジェクター1 台 

移動ボード 

主にゼミナールで使用してい

る。 

C55 24 
プロジェクター1 台 

移動ボード 

C56 24 
プロジェクター1 台 

移動ボード 

C57 24 
プロジェクター1 台 

移動ボード 

C58 24 
プロジェクター1 台 

移動ボード 

メディアライブラリー（M 館） 

階 教室等名 座席数 機器・備品 備 考 

1 図書館 117 

  

2 

図書館 153   

M21 

（グループ学習室） 
20 

 可動式机・椅子を配置し、グル

ープ学習などで使用している。 

M22 20 プロジェクター1 台 可動式机・椅子を配置し、グル
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（グループ学習室） ープ学習などで使用している。 

3 

M31 64 

パソコン 64 台 

大型ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 1 台 

複合機 1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 
M31・M32 教室を連結し、112 名

収容の教室に変更して使用でき

る。 

M32 48 

パソコン 48 台 

プロジェクター1 台 

複合機 1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

M33 40 

パソコン 40 台 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

M34 38 

パソコン 38 台 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

 

M35 34 

パソコン 38 台 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

メディア・デザインソフトなど

を整備している。 

M36 72 

パソコン 72 台 

プロジェクター1 台 

書画カメラ 1 台 

BD/DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 1 台 

会計、統計解析ソフトなどを整

備している。 

 

 図書館は、延べ床面積 1,600 ㎡に、収容可能冊数 203,000 冊(記念館書庫を含む)の

うち 183,000 冊を超える図書、2,500 種を超える学術雑誌及び 2,800 を超える視聴覚

資料を所有し、座席数は 270 席を確保している。 

 図書・視聴覚資料については、学生・教員が教育研究上必要となる資料をいつでも提

供できるよう「学生向け教員推薦図書購入申込」を随時受け付けている。また、定期的

に学生対象及びゼミナール対象の選書ツアーを企画・実施している。 

 また、学術雑誌については、毎年、学生の利用促進を第一とした、教員対象の購入希

望調査を和・洋別に実施しており、継続的に提供できている。 

 一方、利便性を追求し、専門雑誌コーナーを 1 階手前に設置し「ヒラクト English

（英語学習）」コーナー、絵本・児童書コーナーは 1 階やや奥の目立つ箇所に設置して

いる。また、専門図書は主に 2 階に設置している。 

 他方、館内全 OA フロア化、無線 LAN 対応など ICT 環境を、グループ学習室を設置す

るなど学生の自立的学習環境を、それぞれ整備・強化した。 

 近年、図書・雑誌所蔵スペースの狭隘化が徐々に進んできているが、それを少しでも

防ぐために、書庫に保管されている古く利用されなくなった図書等を計画的に廃棄し、

学生がよく利用する図書等の購入増加を検討すると同時に雑誌等の電子化も合わせて

検討する。 

  

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程に含め整備
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している。 
（2） 諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。 
（3） 火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。 
（4） 火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。 
（5） コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。 
（6） 省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。 

 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

当学校法人では、「学校法人稲置学園固定資産及び物品管理規程」「学校法人稲置学

園固定資産及び物品調達規程」を定め、規程に従い施設設備・物品等を適切に管理・調

達している。また担当部署による管理に加え、建物・設備管理業者と管理委託契約を締

結し校舎内の一室に建物・設備管理業者を常駐させ、施設設備の管理・修繕を行ってい

る。 

  

 火災・地震対策、防犯対策については、金沢星稜大学防火管理規程を準用しており、

定期点検は消防法に従い、年 1 回以上の防火対象物点検、防火設備管理点検を行って

いる。 

避難訓練については平成 30（2018）年は 10 月 31 日に実施。令和元（2019）年 7 月

10 日には県民一斉防災訓練「シェイクアウトいしかわ」に参加し、午前 11 時に学内の

教職員が一斉に机の下に頭を隠す行動を取ったが、令和 2（2020）年度、令和 3（2021）

年度はコロナ禍による遠隔授業期間であったため、訓練は行っていない。 

 

コンピュータシステムにはファイアウォール装置や不正監視による対外的なセキュ

リティ対策を実施の上、学内で提供する全ての PCにウィルス対策を行っている。特に、

近年多用される無線 LAN システムには最新のプログラムを用いて通信を暗号化してお

り、学生が Zoom などのリモート講義や面接を常に安心して利用できる環境を整えてい

る。近年（特に令和 2（2020）年度からの遠隔授業において）利用が増えている、個人

のコンピュータやスマートフォンの学内利用に対しては、学内ネットワークと切り離

された無線 LAN を提供しており、利用者の利便性とネットワークの安全性を両立させ

ている。 

  

 地球環境保全問題への取組について、設備面では LED 照明への順次更新、廊下・階

段・トイレ等への人感センサー照明の設置、非接触型自動水栓の設置、一部建物の屋上

緑化等を行っている。運用面においては、不要照明等の消灯徹底、空調設備運転の適切

化、クールビズ制度導入を行うとともに、デマンド監視による消費電力削減に取組ん

でいる。また学内におけるペーパーレス化を進め、紙資源の消費抑制に取組んでいる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 
 稲置記念館、食堂棟、体育館の施設において、まだ障がい者の動線対応ができていな

い状況であり、全施設が対応できるよう整備が必要である。 
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また、現在は、肢体障がい者への対応が中心となっているが、今後は聴覚障がい者等

を含めて、全ての障がい者に対して優しいキャンパスづくりを目標としたい。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特記事項なし 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-C-1 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を

獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な支援、施設設備

の向上・充実を図っている。 
（2） 情報技術の向上に関するトレーニングを学生及び教職員に提供している。 
（3） 技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持している。  
（4） 技術的資源の分配を常に見直し、活用している。 
（5） 教職員が教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営に活用できるよ

う、学内のコンピュータ整備を行っている。 
（6） 学生の学習支援のために必要な学内 LAN を整備している。 
（7） 教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行っている。 
（8） コンピュータ教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備している。  

 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

学内の情報設備は、基本的なソフトウェア構成を共通化し、学生がどのシステムを

用いるときにも、統一された操作が可能なように整備されている。基本的な Office ソ

フトについては、学生個人の情報機器で利用できるアカウントを提供している。その

上で、各学科の教育内容に合わせた、専門性の高いソフトウェアが利用できる環境を

整備している。 

教員からのソフトウェア、ハードウェアの改善要望については、動作検証やライセ

ンス方式の選定を含め専門部署（情報支援課）が支援を行っている。定期的なソフトウ

ェアの見直しやライセンス方式の見直しなどを行っている。 

情報教室のソフトウェアはライセンス契約により、常に安定最新版のバージョンを

提供している。これらの利用に関する情報は、利用手引き、学生向けウェブサイトなど

により全学生に提供しており、自主的なトレーニングと活用が可能な状態を維持して

いる。また、大規模な環境更新が行われる際にはガイダンスの実施やハンドブックの

配付なども実施している。 

本学の情報システムは計画的に整備を実施している。教職員は日々の情報収集や展

示会への参加などを通して新技術の調査を行っており、情報システム設計と構築にあ

たっては、導入期から更新期までの社会的需要や情報技術のロードマップを十分に考

慮している。 

情報環境の資源分配については、講義内容や受講者数の変化に対応可能な設備を整

えることで柔軟に実施している。例えば、①パーティションにより分割・統合が可能な

教室の整備(M31/M32)、②学内無線 LAN 整備、講義用ノートコンピュータおよび移動用

カートの整備により情報教室の増減に対応、③PC 収納型デスクを用い、一般講義と情

報講義を容易に切り替え可能な教室を整備、などである。 

教員に対しては教員向けの情報活用マニュアルである教員便覧の配付、学内のグル
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ープウェアを通して、新しい情報環境や活用についての情報共有と検討が行われてい

る。 

入学時の情報ガイダンスやその後の情報リテラシー教育を通して、基礎的な情報活

用スキルを身につけさせている。これらのスキルを基本として、以降の実務系のコン

ピュータ活用が実施されている。 

情報教室（6 室，308 席，PC 300 台）を中心として、講義用貸出ノート PC（40 台）

が整備されている。また、キャンパス内に自習用コンピュータを計 40 台設置し、自習

環境の整備をおこなっている。情報教室 6 室は大講義形式、少人数講義形式、対面型

形式、メディア編集ソフト用教室、会計ソフト用教室などに適した PC 配置やソフトウ

ェア構成を行っており、教員と学生が目的に応じて使い分けることができる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 
本学の情報システムには、一般講義で安定して利用することができる共通化された

ツールとしての安定性、専門講義に特化した応用性の 2 つが求められている。2 つの要

求を同時に満たすことは、運用コストの増加や過度な設備投資を招く恐れがある。シ

ステムを利用する学生像や講義を基に、情報活用形態を意識することで物的・人的資

源が限られた中での効果的な情報システムの整備を行っていきたい。 
情報技術のトレーニングについては、学生や教職員の自主性に依存する部分が大き

い。全学的なフォローアップの仕組みなどを検討していきたい。 
今後も継続的に新技術の調査を行い、社会的需要に即した整備と継続的に利用率の

調査も行い、技術的資源を有効活用していきたい。 
事務職員と教育職員のコンピュータについては、業務が滞りなく行われるように計

画的な整備・更新計画を実施する必要がある。更新計画については学園の 5 か年計画

などに含めて着実に実施を行う予定である。現状は、教員間に情報技術の活用度に大

きく差がみられる。教職員間での情報共有や活用事例紹介を積極的に行い、活用度の

底上げを行っていきたい。 
入学時のガイダンスや 1 年前期の講義で基本的な情報スキル教育を行っているが、

その段階で理解が十分ではない学生がみられる。これらの学生に対してフォローアッ

プできるような体制を検討したい。利用者のニーズや活用度の調査を通して効果的な

機器整備を継続していきたい。 
 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 
特記事項なし 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 
 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

 ① 資金収支及び事業活動収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。 
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 ② 事業活動収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握している。  
 ③ 貸借対照表の状況が健全に推移している。 
 ④ 短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。 
 ⑤ 短期大学の存続を可能とする財政を維持している。 
 ⑥ 退職給与引当金等を目的どおりに引き当てている。 
 ⑦ 資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。 
 ⑧ 教育研究経費は経常収入の 20％程度を超えている。 
 ⑨ 教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切である。  
 ⑩ 公認会計士の監査意見への対応は適切である。 
 ⑪ 寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。 

 ⑫ 入学定員充足率、収容定員充足率が妥当な水準である。 

 ⑬ 収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。 
（2） 財的資源を毎年度適切に管理している。 

 ① 学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算

を、関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。 
 ② 決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。 

 ③ 年度予算を適正に執行している。 

 ④ 日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

 ⑤ 資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金出納簿等

に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。 

 ⑥ 月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。 

 
＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

本学の過去 3 ヶ年の資金収支及び事業活動収支については、下表のとおりともに収

入超過の状態である。令和 3（2021）年度は入学者減少により学生生徒等納付金が対前

年比減少したものであるが、収支状況は安定しており、本学の資金収支及び事業活動

収支は堅調に推移している。 

 

〈短期大学部 資金収支・事業活動収支推移〉（単位：千円） 

  令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

資金収支計算書 

  資金収入 

  資金支出 

  資金収支差額 

 

439,475 

291,191 

148,284 

 

415,425 

349,839 

65,586 

 

364,081 

318,637 

45,444 

事業活動収支計算書 

  事業活動収入 

  事業活動支出 

  事業活動収支差額 

 

439,452 

329,278 

110,174 

 

415,409 

368,825 

46,584 

 

364,127 

352,951 

11,176 

 

 法人全体の純資産構成比率は、令和元（2019）年度 92.6％、令和 2（2020）年度 89.7％、

令和 3（2021）年度 89.8％、また総負債比率は、令和元（2019）年度 7.4％、令和 2

（2020）年度 10.3％、令和 3（2021）年度 10.2％と良好な比率を維持しており、貸借

対照表の状況は健全に推移していると判断している。 
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 本学の法人全体に占める資金収支上の割合は約 5％である。また本学単体で収入超

過の状態を維持しており、法人全体の財政状況も鑑みれば、本学の運営においても安

定的に推移している。 

 退職給与引当金については、期末要支給額の 100％を基にして石川県私学退職金社団

よりの交付金相当額を控除し、大学・短期大学部については、私立大学退職金財団に対

する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。 

資産運用は、「学校法人稲置学園資金運用管理規程」を定め、毎年 3 月の理事会にて、

翌年度の「運用方針及び運用基準」の承認を受けたうえで財務部を主管部署として運

用を行っている。運用商品は定期預金を中心としつつも、より効率的な資金運用が可

能になるよう、元本の確実性を重視した金融商品での運用も行っている。 

 教育研究経費は、過去 3 年 25％以上を維持しており、適切な水準である。また本学

校舎を含む施設設備や学習資源は大学と一部共用しており、資金配分は適切に行われ

ている。 

 公認会計士監査は監査法人が実施し、監査法人の監査意見は適正と認められている。

また日常会計事務における不明点等は、随時監査法人の指導を受けるなどして適正な

会計処理に努めている。また、監査法人、監事、監査室、担当部署が参加しての監査協

議会を年 4 回実施し、諸課題に対する認識を共有し、諸課題への適切な対応に努めて

いる。 

 寄付金募集については、例年募集事業を実施している。令和 3（2021）年度において

は、令和 4（2022）年に学園創立 90 周年を迎えるにあたり、「学園創立 90 周年事業実

行委員会」を運営し、積極的な外部資金獲得を企図している。 

 本学の入学定員充足率、収容定員充足率推移は下表のとおりであり、令和 3（2021）

年度はいずれも 100％を下回っていることから、安定した定員確保が課題となってい

る。 

 

 〈入学定員・収容定員充足率推移 各年度 5 月 1 日現在〉 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

入学定員充足率 116.6％ 

（175/150） 

102.6％ 

（154/150） 

88.7％ 

（133/150） 

収容定員充足率 119.6％ 

（359/300） 

109.3％ 

（328/300） 

95.0％ 

（285/300） 

 

 当学校法人では財的資源を適切に管理することを最重要事項の一つと捉え、「学校法

人稲置学園予算管理規程」に基づき、各部門の意向・要望もふまえて前年度 3 月に翌

年度予算を決定・周知している。具体的には、理事会の審議・承認を経た「次年度予算

編成方針」を各部門に周知したうえで「（中期事業計画に基づいた）次年度事業計画・

予算要求書」の提出を受ける。予算主管部署である財務部では、各部門との間で予算ヒ

アリングを実施し、予算原案を基に理事長等の経営陣を含む「予算編成会議」を開催

し、各事業の優先度合等のコンセンサスを得たうえで「次年度事業計画・予算（案）」

を作成、3 月の評議員会・理事会にて審議を行い、決定される。理事会承認後速やかに、

各設置校へは「全体設置校会議」、法人各部門へはサイボウズ・ガルーンの学内メール

を用い、「中期計画・次年度事業計画・次年度予算」として周知している。 
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 予算執行については、「学校法人稲置学園予算管理規程」に基づき、各部門長を予算

責任者とし、各部門の統制を行っている。また、9 月、12 月、1 月、2 月基準にて予算

執行状況を各部門に提出させ、年度予算の適正執行を管理している。 

 日常的な出納業務については、「学校法人稲置学園経理規程」に基づき、経理統括責

任者である財務担当理事が承認し、円滑に遂行している。また月次試算表を毎月作成

し、財務担当理事を経て理事長に報告している。 

 固定資産等については、「学校法人稲置学園固定資産及び物品管理規程」に基づき各

種台帳を整備し適正に管理している。運用資金等については、「学校法人稲置学園資金

運用管理規程」に基づき、元本の確実性を重視し、安全かつ適正に管理している。 

 
［区分 基準Ⅲ-D-2 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態

を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 短期大学の将来像が明確になっている。 
（2） 短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。 
（3） 経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。 

 ① 学生募集対策と学納金計画が明確である。 
 ② 人事計画が適切である。 
 ③ 施設設備の将来計画が明瞭である。 
 ④ 外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。 

（4） 短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費

（人件費、施設設備費）のバランスがとれている。 
（5） 学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。 

 

［注意］ 
基準Ⅲ-D-2 について 
（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画

を策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。改善計画書類は提出

資料ではなく備付資料とする。 
（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要

を記述する。 
 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

学校法人稲置学園では、建学の精神である「誠実にして社会に役立つ人間の育成」を

具現化するために、平成 21（2009）年 3 月に、初めて「中期目標・中期計画」（5 ヶ年）

を策定し、その後平成 26（2014）年には「第 2 次中期目標・中期計画」を策定し、学

園運営の基本としてきた。しかしながら、学生・保護者等の多様なニーズや社会・経済

情勢等の外部環境の急激な変化に迅速に対応する必要性があり、第 2 次計画の途中で

あったが、平成 29（2017）年度より毎年見直し・策定する方式で新中期計画を策定す
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ることとし、平成 29（2017）年度中期計画より開始した。 

令和 3（2021）年度中期計画では、従来からの学園の将来的指標である「星稜 100 年

VISION（令和 14（2032）年学園創立 100 周年）」（１．グローバルに活躍できる人材を

育成する。２．総合学園としての一貫した教育を行う。３．地域・社会とともに発展で

きるネットワークづくりを行う。４．充実した施設に恵まれたキャンパスづくりを行

う。５．総合学園を最大限に活かす経営基盤のさらなる確立を行う。）の実現にむけ「北

陸を代表する総合学園の実現」を目標として、具体的な行動計画を定めている。 

この中期計画において、本学は短期大学としてのメリット・女子大学としてのメリ

ットを併せ持ち、金沢星稜大学と同一キャンパスにある強みを活かしながら、北陸地

域唯一のビジネス系女子短大としてハイレベルな「経営実務科」を設置することが他

とは大きく差別化された特色となり、地域の社会的ニーズに応える確かな方法である

としている。また本学の社会的役割は、地域のビジネス界を中心的に担う女性人材を 2

年間で育成し社会に送り出すことであるとし、そのためには地域に密着した「経営実

務」をカリキュラムの柱に据え、徹底した実務教育を行うことが必要であるとしてい

る。このように、本学では「夢を力に、2 年で 4 年を超える。明日輝く女性になる。」

をスローガンとして、明確な将来像を描き、人間教育を行っている。 

 

当学校法人の令和 3（2021）年度決算は、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的

な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）平成 27（2015）年度～」におい

て「A3」区分となり、正常な状態である。 

また、毎年度決算終了後に財務比率を算出したうえで、同一規模・同一系統分野の短

期大学と比較し、財務状況を分析している。 

 〈令和 3（2021）年度事業活動収支計算書諸比率〉 

 本学比率 同一規模同一系統平均値 

人件費比率 52.0％   50.9％        

教育研究経費比率 34.5％   39.9％        

管理経費比率 10.2％   11.8％        

寄付金比率 0.1％   0.4％        

経常収支差額比率 3.1％   ▲2.9％        

 （平均値は、日本私立学校振興・共済事業団発行「今日の私学財政」令和 2 年度より） 

令和 3（2021）年度決算の主な財務比率から判断した本学の財務内容は、現状大きな

問題点はないものの、令和 3 年度は募集定員を充足していないことに起因した経常収

支差額比率の低下が見られることから、両好な財務内容を維持するためにも、安定し

た学生募集が必要であると考える。 

 

 本学では、学生生徒等納付金比率が 83％であり、他短大と比較して高いものの比率

は低下していることから、安定した収支を確保するために、学生募集対策は最重要事

項と捉えている。学納金については、毎年の社会・経済情勢、地域他短大等との比較

等、種々の要因を考慮したうえで、理事会にて審議・承認し決定している。 

 人事計画については、総務部人事課にて学園全体の人員を統合的に管理しており、

適正な教職員数の維持に努めている。欠員が生じた場合は、速やかに教職員募集、もし

くは派遣職員による補充を行なっている。特に、教員配置においては、中期計画におけ
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る教員定数により管理し、定年等による退職補充を適正に行っている。 

 中期計画に伴う設備事業においては、「5 ヶ年財政見通し」に反映させている。また、

事業規模の大きな施設計画は、「第 2 号基本金」を設定するなど対処している。 

毎年恒常的に理事会において承認のうえ、寄附金募集を行っている。また、特別な事

業等においては、その都度理事会承認をもって募集活動を実施している。なお、遊休資

産は現時点では持ち合わせていない。 

 

 本学は、経営実務学科のみの単科短大であり、平成 13（2001）年度に募集定員を 200

名から 150 名に変更して以来、定員数の変更は行っていない。 

 令和 3（2021）年度の学生生徒等納付金収入 303 百万円に対し、人件費 189 百万円・

施設設備費 1 百万円であり、施設設備費の額が少ないものの、本学は校舎・設備等を

併設する大学と共用していることから、特段の問題はないものと考えている。 

 

学園の経営情報の公開は、法令に則り学園ホームページにて公開している他、毎年 5

月の理事会承認後に学内メールにて学園全職員に対して前年度決算財務資料を配信し

情報の周知と共有を図っている。また、年 4 回発行される学園広報誌「星稜サ・エ・

ラ」においても「財務の概要」として掲載している。 

   

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 
本学の事業活動収支は収入超過の状態を維持しており、財務内容は安定的に推移し

ている。しかしながら、令和 3（2021）年度は入学定員未充足であり、安定した財務内

容を維持するためには、入学者確保が欠かせないものとなっている。少子化及び 18 歳

人口が減少する中で、如何にして安定した入学者を確保していけるかが課題である。 
 また学生生徒等納付金比率に対して、寄付金比率・補助金比率は低率にとどまって

おり、経常収入において学生生徒等納付金が主ではあるものの、今後は外部資金獲得

に向けた施策を強化する必要がある。 
 
＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

特記事項なし 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 
 
（a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

 

前回記載の行動計画 

学生の情報技術向上の取り組みとして全学生に対するタブレットの配布を検討する。コストや教育効果

等を勘案したうえで決定する予定である。 
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行動計画の実施状況 

当初、令和 4（2022）年度新入生以後、全員に対してタブレットの無償貸与を行い、IT

教育環境の充実・強化を実施する予定をしていたが、コロナ感染症の拡大状況を見据

えて、いつでも柔軟にオンライン授業に移行できるように、予定を半年間前倒して、令

和 3（2021）年後期から 1 年生全員に無償貸与を開始した。 

 

（b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 令和 3（2021）年度は入学定員未充足であり、安定した財務内容を維持するために

は、入学者確保が欠かせないものとなっている。入学課担当職員のみならず教員も石

川・富山県内の主要な高校を訪問することで少しでも本学の教育内容や指導等に対し

て周知徹底を図ることにより入学者確保に努めることが課題である。また自己 PR 方

式の特別選抜試験の年内新設・実施等の入試制度の見直しも含め、令和 3（2021）年度

末に、金沢星稜大学・同短大の合同入学者選抜方針検討委員会を設置し、さらなる対応

策を立案、実施を検討することとした。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 
 
［テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ］ 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

 ① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の

発展に寄与できる者である。 
 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 
 ③ 理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議決

を経た決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業

報告書）を評議員会に報告し、その意見を求めている。 
（2） 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機

関として適切に運営している。 
 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 
 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 
 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 
 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。  
 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。  
 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。 

（3） 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 
 ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について

学識及び識見を有している。 
 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 
 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

理事長は、各設置校との連携に努め、学園の建学の精神・教育理念に基づく教育目

的・目標の策定・遂行に対する取組姿勢を役職者に積極的に明示するなど、学校法人の

発展に寄与している。また、寄附行為第 12 条の規定のとおり、学園を代表する立場か

ら、理事会及び常務理事会において実質的議論を行い、経営の意思決定及び業務執行

並びに監督の職責を果たすなど、業務全般を総理している。なお、毎会計年度の決算及

び事業の実績は、毎会計年度終了後の 5 月に監事及び会計監査人の監査を受け、理事

会の議決を経て評議員会で報告するとともに、その意見を求めている。 

理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識し、私立学校法第

36 条第 2 項の規定に基づき、寄附行為第 17 条第 2 項に「学校法人の業務を決し、理事

の職務の執行を監督する」と規定し、理事の職務執行を監督している。学校法人稲置学

園寄附行為第 17 条第 3 項乃至第 13 項の規定に基づき、理事長があらかじめ常務理事

会で審議・決定した理事会決議事項等について、役員を招集し、議長として適切に理事
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会を開催・運営している。また理事会は、毎年自己点検・評価報告書を審議するなど、

その内容等について責任を負っている。 

本学園では、常務理事会を設置し、理事長及び常務理事並びに各担当理事の 5 人に

よって毎週開催している。さらに月に 1 度、短期大学部学長を加えた常務理事会を別

途開催し、短期大学部の発展のため、学内外の必要な情報を収集し、内容や課題を共有

しており、必要に応じて適切な措置を講じている。理事会では、学園及び短期大学の運

営に必要な規程に定められた事項に基づき、常務理事会で審議された重要事項等につ

いて、改めて審議・決議するなどの適正な運営に努めている。 

理事は、学園の建学の精神に基づき教育目的を具現化するため、理事長が命じた職

務を遂行している。また、理事の構成は、学園の建学の精神を理解し、学園の健全な経

営について、学識及び見識を有する者を学外者含め 10 人を選任している。なお、理事

の選任は、私立学校法第 38 条第 1 項の規定に基づき、学校法人稲置学園寄附行為第 7

条第 1 号乃至第 3 号の規定により、次のとおり選任している。 

【学校法人稲置学園寄附行為第 7 条第 1 項】 

第 1 号 本法人の設置する学校の長のうちから理事会において選任した者 3 人 

第 2 号 評議員のうちから理事会において選任した者 3 人 

第 3 号 学識経験者のうち理事会において選任した者 4 人 

また、寄附行為第 11 条第 2 項第 4 号の規定で学校教育法校長及び教員の欠格事由の

規程を準用している。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの課題＞ 
理事長は、学校法人稲置学園寄附行為の規定に基づき、理事会を開催し、学校法人の

最高意思決定機関として適切に運営しており、特に課題等はない。 
 
＜テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 

理事長は、理事長就任以来、「ガバナンスの強化」「危機管理体制の構築」｢新たな人

事制度の導入｣「自己点検評価の充実」を重視し、学園の内部管理運営体制の強化をは

かってきた。具体的には、理事会機能を有効に発揮するため、「常務理事会の設置」「法

令等遵守体制の充実と強化」「危機管理室の設置」を行っている。さらには自己点検評

価に重点を置いた監事監査の実施等、迅速な対応を行ってきた。また、令和 2（2020）

年 2 月から常勤監事を置き、監査機能の強化をはかり、理事長方針の具現化をさらに

推進している。 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ］ 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制

が確立している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。 

 ① 学長は、教学運営の最高責任者として、その権限と責任において、教授会

の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 
 ② 学長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有している。  
 ③ 学長は、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に

向けて努力している。 
 ④ 学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めている。  
 ⑤ 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督している。 
 ⑥ 学長は、学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めている。  

（2） 学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の

審議機関として適切に運営している。 
 ① 教授会を審議機関として適切に運営している。 
 ② 学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。 
 ③ 学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定めた教育研

究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定している。  
 ④ 学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議

する事項がある場合には、その規程を有している。 
 ⑤ 教授会の議事録を整備している。 
 ⑥ 教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。 
 ⑦ 学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切に

運営している。 
 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

学長は、理事会・常務理事会、監事の意向等を把握し、審議機関において学園全体で

合意された意見を尊重しつつ、教学運営の最高責任者として、その権限と責任におい

て、教授会の意見を参酌して最終的な判断を行っている。 

学長は、金沢星稜大学女子短期大学部学長選出規程第 2 条第 1 号の学長選考委員会

により、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有している者として

選出され、理事会の議を経て理事長が任命している。 

 学長は、学則第 38 条に「学長は学務を総覧し、所属職員を総轄する」と定められて

いるとおり、建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に向けて努

力している。 

学長は、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）の手続を定めている。 

 学長は、理事会の意向等を把握しつつ、審議機関における本学全体の合意された意

見を尊重し且つ適切な業務遂行のリーダーシップを発揮して、教員と事務局員との教
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務、学生支援、進路、入試等各意見交換会での話し合いを踏まえながら教授会を取りま

とめ、本学の教育目的の達成のために運営に当たっている。 

以上のように、学長等は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育

研究上の審議機関として適切に運営している。 

 

令和 2（2020）年 4 月から副学長を配置し、執行部体制を強化し、また、教授会の下

に認証評価委員会及び選考委員会を規定に基づいて設置し、適切に運営している。 

 

本学は金沢星稜大学と同一キャンパスにあり、講義室、図書館、情報演習室、学務シ

ステム、学生支援システム、進路支援システムなども共有している。相互の科目等聴講

制度や年間授業時間帯や大学行事なども関連・連動する場合も多い。また専任教員数

も 11 名と少人数であるため、学長のもとに副学長、学科長、事務局長、副局長からな

る執行部が、全学的な動向を踏まえて、各種委員会、事務部局、附属センター・施設等

との調整を図り、教授会規定に基づき、教授会を開催して審議し、あるいは報告を行っ

て運営を効率化ならしめている。このように教授会を審議機関として適切に位置づけ、

運営している。 

教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有しており、教授会の議題を、

審議事項、報告事項、意見交換事項に類別して、あらかじめ通告し、審議事項について

は論点を整理したうえで教授会に諮るなど、適切な運営を行っている。 

学長は、学生の入学、卒業、学位の授与及び自ら必要と定めた教育研究に関する重要

事項について教授会の意見を聴取した上で決定している。また教授会の議事録を整備

している。 

学長は、教員の人事については教授会の下部機関として「選考委員会」を置き、審議

のうえ、教授会に諮る形をとっている。なお、教授会は毎月、第 1、第 3 水曜日に定例

開催しているが、必要に応じて臨時開催することもある。 
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＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの課題＞ 

 学長は、教学運営及び管理運営全般においてリーダーシップを発揮しており、教授

会においても規程等に基づき適切に運営しているため、現在のところ問題はない。 

 今後とも、社会の期待に応える高等教育機関としての役割を果たしていくためには、

新たな時代に対応できる付加価値を伴った人材を養成することが必要であり、また短

期大学を取り巻く多岐にわたる課題についても対応していかなければならないことか

ら、学長のリーダーシップを支える環境を整えることが重要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップの特記事項＞ 
 特記事項なし 
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 
 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について適宜

監査している。 
（2） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につい

て、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。 
（3） 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況につい

て、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 ヶ月以内に理事

会及び評議員会に提出している。 
 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

 監事は、学校法人稲置学園寄附行為第 8 条第 1 項及び第 2 項に基づき、理事会で候

補者を選出し、評議員会の同意を得て理事長が選任し、現在は、大学の名誉教授で法律

を専門とする常勤監事 1 人、弁護士・会計士・企業の会長職に就いている非常勤監事 3

人を選任している。学校法人稲置学園寄附行為第 16 条の規定に基づき、各設置校の会

議への出席や担当者等にヒアリングを行うなど、学校法人全体の状況把握に努め、課

題等を見つけ出し、学校法人の業務、財産の状況、理事の業務執行の状況について、適

宜必要な監査を行っている。理事会及び評議員会にも出席し、必要に応じて意見を述

べ、また理事会終了後に監事報告を定例的に行うなど、学校法人の管理運営の適切性

を確保するため、改善指導を行っている。また、理事会及び評議員会のみならず、常務

理事会をはじめとして法人や各設置校が開催する重要な会議等へも出席し、必要に応

じて学園に提言するとともに、学校法人稲置学園寄附行為第 16 条第 1 項第 4 号に基づ

き、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計

年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後 2 ヶ月以内に理事会及び評議員会で

報告を行い、適切に職務を遂行している。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問

機関として適切に運営している。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織している。 
（2） 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員は、学校法人稲置学園寄附行為第 26 条第 1 項第 1 号乃至第 3 号に基づき、次

のとおり選任しており、理事の定数の 2 倍を超える 25 人を選任している適切な組織で

ある。 

第 1 号 この法人の職員で理事会において選任した者 10 人 

第 2 号 
この法人の設置する学校を卒業した者で年齢 25 年以上のもののうちから、理事

会において選任した者 4 人 
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第 3 号 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 11 人 

評議員会は、学校法人稲置学園寄附行為第 22 条乃至第 27 条の規定のとおり、私立

学校法の評議員会の規程に従い、適切に運営している。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に

情報を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 
（1） 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。 
（2） 私立学校法に定められた情報を公表・公開している 

 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

 教育情報は、「学校法人稲置学園情報の公開及び開示に関する規程」「同 第 3 条第 2

項（公開する情報）別表」に基づき、本学ウェブサイト、パンフレット、学生募集要項

にて、公共性と社会的責任を果たすための適切な情報公開を行っている。 

  

財務情報は、「学校法人稲置学園情報の公開及び開示に関する規程」「同 第 3 条第 2

項（公開する情報）」に基づき、本学園ウェブサイトに掲載している。学園広報誌「星

稜サ・エ・ラ」誌面上においても、財務の概要（収入構成比率、資金収支計算書）を公

表している。また、本学園関係者が、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書

及び監査報告書を閲覧できるよう「学校法人稲置学園情報の公開及び開示に関する規

程｣第 6 条を規定している。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 
各業務における権限委譲が明確になっておらず、現在、職務権限規程の策定に取り

組んでいる。 

 
＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

令和 2（2020）年 8 月に理事会に次ぐ経営及び業務遂行に係る意思決定機関として常

務理事会を設置し、その規程を制定しガバナンスの強化をはかった。常務理事会は、理

事会が決議した方針に基づき、業務の健全性及び適切性を確保し、適切な経営管理の

下、寄附行為第 3 条に定める目的の達成及び経営全般における諸施策の執行並びに法

人や設置校全体の経営管理・統括等に係る審議を行っている。さらには、法人の経営の

骨格となる重要政策を企画及び立案し、常務理事会に提起し、教育の充実及び教育の

基盤拡充、経営基盤の改善及び運営体制の改善に資することを任務とする経営企画会

議を設置・運営している。また、適切なガバナンス機能を有効に発揮するため、学園の

内部管理体制を整備し、業務の健全性・適切性確保に係る法則の立案・検証及び執行・

評価に資することを任務とする経営管理会議を設置し、学園全体のガバナンス強化を

進展させた。 

 
＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞ 
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（a) 前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

 特記事項なし 

 
（b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 学園の管理運営体制の強化として、現理事長の就任以来掲げてきた「ガバナンスの

強化」「危機管理体制の構築」「自己点検評価の充実」は、継続して取り組むべき重要課

題である。具体的には、ガバナンスの強化において、各所属、職位等の権限を明確に定

め、規程を制定する。さらには、常務理事会のみならず、重要会議体として位置づけて

いる経営管理会議及び経営企画会議においても、実質的で実行力を備えた組織的な議

論を展開し、運営体制及び内部管理体制の充実化をはかる。令和 3（2021）年 4 月度に

新たな事務組織設として設置した危機管理室においては、コンプライアンスやリスク

管理の強化を図り、さらに事業継続計画（BCP）の策定に着手するなど、非常事態や緊

急事態に耐え得る万全な組織的な取り組みを行う。 


